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改正理由 

（機関） 

防災基本計画の修正に伴う修正のため（危機管理部防災企画課） 

 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 
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第１編 序説 

第１章 総則 

第３節 計画の基本理念 

 

1 災害予防段階 

災害の規模によっては、ハード対策だけでは被害を防ぎきれない場

合もあることから、ソフト施策を可能な限りすすめ、ハード・ソフト

を組み合わせて一体的に災害対策を推進する。 

最新の科学的知見を総動員し、起こり得る災害及びその災害によっ

て引き起こされる被害を的確に想定するとともに、過去に起こった大

規模災害の教訓を踏まえ、絶えず災害対策の改善を図ることとする。 

（追加） 

 

第１編 序説 

第１章 総則 

第３節 計画の基本理念 

 

1 災害予防段階 

災害の規模によっては、ハード対策だけでは被害を防ぎきれない場

合もあることから、ソフト施策を可能な限りすすめ、ハード・ソフト

を組み合わせて一体的に災害対策を推進する。 

最新の科学的知見を総動員し、起こり得る災害及びその災害によっ

て引き起こされる被害を的確に想定するとともに、過去に起こった大

規模災害の教訓を踏まえ、絶えず災害対策の改善を図ることとする。 

  また、災害復旧や災害からの復興に必要な準備をするものとする。 
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改正理由 

（機関） 

観測地点（雲仙岳）追加に伴う修正、及び統計期間の更新（長崎地方気象台）  

ページ 現 行 計 画 

   

 

 

 

１２

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１編 序説 

第２章 長崎県の概況 

第２節 長崎県の風水害 

 

２ 長崎県内気象官署の気象観測記録 

（１） 月及び年平均気温の平年値（統計期間：1991 年～2020 年） （単位：℃） 

  1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 年 

長崎 7.2 8.1 11.2 15.6 19.7 23 26.9 28.1 24.9 20 14.5 9.4 17.4 

福江 7.6 8.3 10.9 14.9 18.8 22.1 26.2 27.3 24.1 19.5 14.6 9.8 17 

厳原 6 6.9 10 14.2 18.2 21.3 25.4 26.8 23.4 18.7 13.3 8 16 

佐世保 7 7.8 11 15.3 19.7 23 26.8 28 24.8 20 14.4 9.2 17.2 

平戸 7 7.6 10.3 14.2 18 21.1 25.1 26.5 23.5 19.2 14.2 9.3 16.3 

 

（２） 月及び年降水量の平年値（統計期間：1991 年～2020 年） （単位：㎜） 

  1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 年 

長崎 63.1 84 123.2 153 160.7 335.9 292.7 217.9 186.6 102.1 100.7 74.8 1894.7 

福江 93.4 109.5 172.1 216.1 210.2 324.2 308.8 239.6 289.2 132.7 134.1 108.9 2338.8 

厳原 80.1 94.7 172.3 218.4 241.2 294.4 370.5 326.4 235.5 120.8 100.6 68 2302.6 

佐世保 63.4 81.1 120.7 152.9 171.1 328.9 342.2 255.4 195.6 98.6 101.6 77.5 1989 

平戸 84.9 93.6 148.7 189 198.4 319 345.7 289.1 223.5 116.6 112.3 85.3 2206 
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（３） 日降水量 100 ㎜以上の日数の合計と平均（統計期間：1991 年～2020 年）（単位：日） 

    1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 年 

長崎 
合計 0 0 0 2 1 12 19 11 7 2 1 0 55 

平均 0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.4  0.6  0.4  0.2  0.1  0.0  0.0  1.8  

福江 
合計 0 1 1 6 6 17 19 6 17 6 5 2 86 

平均 0.0  0.0  0.0  0.2  0.2  0.6  0.6  0.2  0.6  0.2  0.2  0.1  2.9  

厳原 
合計 0 0 1 9 14 16 26 23 9 4 2 1 105 

平均 0.0  0.0  0.0  0.3  0.5  0.5  0.9  0.8  0.3  0.1  0.1  0.0  3.4  

佐世保 
合計 0 0 0 2 3 17 27 10 8 2 1 1 71 

平均 0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  0.6  0.9  0.3  0.3  0.1  0.0  0.0  2.4  

平戸 
合計 1 0 0 6 5 18 20 14 13 4 4 1 86 

平均 0.0  0.0  0.0  0.2  0.2  0.6  0.7  0.5  0.4  0.1  0.1  0.0  2.9  

 

（４） 日最大風速 10ｍ/ｓ以上の日数の合計と平均（統計期間：1991 年～2020 年）（単位：日） 

    1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 年 

長崎 
合計 34 44 47 42 9 25 25 15 18 9 21 41 330 

平均 1.1  1.5  1.6  1.4  0.3  0.8  0.8  0.5  0.6  0.3  0.7  1.4  11.0  

福江 
合計 57 69 87 79 31 40 43 50 50 35 28 56 625 

平均 1.9  2.3  2.9  2.6  1.0  1.3  1.4  1.7  1.7  1.1  0.9  1.9  20.9  

厳原 
合計 104 103 130 149 119 102 137 88 44 51 68 113 1208 

平均 3.5  3.4  4.3  5.0  4.0  3.4  4.6  2.9  1.5  1.7  2.3  3.8  40.3  

佐世保 
合計 80 73 116 104 41 48 68 62 70 58 43 93 855 

平均 2.7  2.4  3.9  3.5  1.4  1.6  2.3  2.1  2.3  1.9  1.4  3.1  28.5  

平戸 
合計 69 52 65 40 15 16 23 28 47 42 28 67 492 

平均 2.3  1.7  2.2  1.3  0.5  0.5  0.8  0.9  1.6  1.4  0.9  2.2  16.4  
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（５） 日最大風速 15ｍ/ｓ以上の日数の合計と平均（統計期間：1991 年～2020 年）（単位：日） 

    1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 年 

長崎 
合計 0 0 0 1 0 0 1 1 5 0 0 0 8 

平均 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.2  0.0  0.0  0.0  0.3 

福江 
合計 0 0 0 0 1 2 3 10 14 6 1 0 37 

平均 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  0.3  0.5  0.2  0.0  0.0  1.2 

厳原 
合計 0 2 9 8 2 4 10 7 14 7 1 1 65 

平均 0.0  0.1  0.3  0.3  0.1  0.1  0.3  0.2  0.5  0.2  0.0  0.0  2.2 

佐世保 
合計 1 1 3 4 0 2 2 6 16 5 1 2 43 

平均 0.0  0.0  0.1  0.1  0.0  0.1  0.1  0.2  0.5  0.2  0.0  0.1  1.4 

平戸 
合計 0 2 0 0 0 1 2 6 10 4 0 0 25 

平均 0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.2  0.3  0.1  0.0  0.0  0.8 
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（６） 日最大１時間降水量の極値・順位値(単位：㎜) 

  １ 位 ２ 位 ３ 位 ４ 位 ５ 位 

長 崎 127.5  102.0  87.8  87.0  86.2  

1897/4～ 1982/7/23 1981/9/25 1923/9/5 2020/9/12 1927/8/27 

2024/8 

雲仙岳 134.5  124.5  103.5  99.0  96.8  

1937/1～ 2015/8/25 2016/6/20 1972/7/6 1964/8/23 1956/8/27 

2024/8      

福 江 113.5  93.5  89.0  88.0  86.7  

1962/5～ 1967/7/9 1989/9/12 2005/9/10 2020/9/7 1965/11/19 

2024/8 

厳 原 116.0  111.8  98.0  96.3  95.8  

1904/1～ 2003/7/23 1915/11/25 1980/7/25 1967/7/5 1954/7/16 

2024/8 

佐世保 125.1  104.5  102.4  90.0  87.0  

1946/11～ 1967/7/9 2001/6/23 1956/8/27 1948/9/11 2001/9/5 

2024/8 

平 戸 125.5  114.5  108.0  104.0  90.0  

1940/1～ 1999/9/2 2011/8/23 1989/7/28 1982/7/23 1959/7/15 

2024/8 
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（７）日降水量の極値・順位値(単位：㎜) 

  １ 位 ２ 位 ３ 位 ４ 位 ５ 位 

長 崎 448.0 385.4 345.4 344.5 344.0 

1878/7～ 1982/7/23 1928/6/28 1882/4/11 1945/9/3 1989/7/28 

2024/8 

雲仙岳 482.0  470.4  465.2  459.2  456.5  

1924/1～ 1982/7/24 1964/8/23 1957/7/25 1928/6/28 2006/8/18 

2024/8      

福 江 432.5 326.0 310.5 294.0 290.5 

1962/5～ 2005/9/10 1985/6/28 1974/5/18 2019/7/20 2011/11/18 

2024/8 

厳 原 392.5 344.0 328.5 305.5 290.6 

1886/9～ 1916/9/24 1985/6/23 1972/8/20 1972/7/11 1928/9/18 

2024/8 

佐世保 371.8 344.4 322.5 301.5 274.0 

1946/11～ 1957/7/25 1955/4/15 1990/7/2 1989/7/28 2020/6/25 

2024/8 

平 戸 406.9 365.5 359.5 335.5 329.5 

1940/1～ 1959/7/13 2011/8/23 1953/6/25 2023/9/15 1980/8/29 

2024/8 
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（８）月降水量の多い方からの極値・順位値(単位：㎜) 

  １ 位 ２ 位 ３ 位 ４ 位 ５ 位 

長 崎 1178.5 985.4 973.4 939.4 935.0 

1878/7～ 1982/7 1885/6 1922/9 1928/6 2021/8 

2024/8 

雲仙岳 1587.5  1579.5  1362.0  1324.5  1306.7  

1924/1～ 2021/8 1982/7 2020/7 1987/7 1928/6 

2024/8      

福 江 961.5 872.5 711.5 702.5 696.5 

1962/5～ 2021/8 1987/7 1972/6 2019/9 2019/7 

2024/8 

厳 原 1152.0 1101.0 1014.0 992.0 915.5 

1886/9～ 1891/7 1985/6 2020/7 1993/8 1899/8 

2024/8 

佐世保 1154.9 1058.0 989.5 836.5 807.1 

1946/11～ 1957/7 1953/6 2021/8 2020/7 1962/7 

2024/8 

平 戸 1183.7 1126.0 1075.0 1028.1 1008.5 

1940/1～ 1953/6 1945/9 2021/8 1957/7 2020/7 

2024/8  
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（９） 月降水量の少ない方からの極値・順位値(単位：㎜) 

  １ 位 ２ 位 ３ 位 ４ 位 ５ 位 

長 崎 1.8 3.5 4.5 5.1 5.5 

1878/7～ 1967/9 1997/10 1998/12 1929/10 1994/7 

2024/8 

雲仙岳 3.0  3.4  3.8  9.0  13.0  

1924/1～ 1998/12 1939/12 1967/9 1997/10 2006/10 

2024/8      

福 江 3.5 4.5 5.0 6.5 7.5 

1962/5～ 1971/11 2007/11 2003/10 1984/10 1997/10 

2024/8 

厳 原 0.0 0.0 0.5 2.0 2.1 

1886/9～ 2011/1 2007/11 1976/1 1987/12 1918/1 

2024/8 

佐世保 0.5 2.0 6.0 10.5 10.5 

1946/11～ 2003/10 1998/12 2021/10 1974/8 1971/11 

2024/8 

平 戸 3.0  4.0  4.5  9.5  10.0  

1940/1～ 2007/11 2003/10 1978/7 1998/12 1997/10 

2024/8 

 

 

 

 

 



令和７年度「長崎県地域防災計画（基本計画編）」修正調書 （新旧対照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１０） 日最大風速の極値・順位値及びその風向(単位：ｍ/ｓ及び 16 方位) 

  １ 位 ２ 位 ３ 位 ４ 位 ５ 位 

長 崎 43.5 35.0 33.8 33.5 32.4 

1878/7～ 南南東 西北西 東南東 南西 南南東 

2024/8 1900/8/24 1942/8/27 1927/9/13 1919/8/16 1930/7/18 

雲仙岳 60.0  49.0  42.0  42.0  41.4  

1924/1～ 東南東  南東  南南東  北東  北北東  

2024/8 1942/8/27 1927/9/13 1940/9/11 1939/10/16 1938/10/15 

福 江 31.3 26.9 26.6 26.5 26.0 

1962/5～ 南 南南西 南 南 北北西 

2024/8 1987/8/31 1991/7/29 1978/9/15 1987/8/30 2006/9/17 

厳 原 31.4 29.4 28.1 28.1 27.1 

1886/9～ 南東 南南東 南南東 南東 南南東 

2024/8 2020/9/7 2020/9/3 2022/9/6 2020/9/2 2004/8/19 

佐世保 29.8 29.2 26.3 26.1 25.7 

1946/11～ 北 北 南南東 北 北 

2024/8 1951/10/14 1951/10/15 2020/9/7 1950/9/13 1949/6/21 

平 戸 36.8 32.4 31.1 29.0 27.5 

1940/1～ 北西 南南東 南南東 北北東 北北東 

2024/8 1942/8/27 1956/9/10 1959/9/17 1951/10/14 1945/10/10 
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（１１）日最大瞬間風速の極値・順位値及びその風向(単位：ｍ/ｓ及び 16 方位) 

  １ 位 ２ 位 ３ 位 ４ 位 ５ 位 

長 崎 54.3 43.5 41.9 41.5 39.1 

1951/9～ 南西 東南東 南西 南西 南東 

2024/8 1991/9/27 2006/9/17 2004/9/7 1957/12/12 1993/8/10 

雲仙岳 63.7  60.0]  58.1  54.8  54.4  

1938/1～ 北  南東  東南東  ×  北東  

2024/8 2004/10/20 1942/8/27 2006/9/17 1970/8/14 1939/10/16 

福 江 55.6 54.1 53.4 49.5 47.5 

1962/5～ 南 南 北 南 北北西 

2024/8 1987/8/31 1987/8/30 2006/9/17 1991/7/29 1991/9/27 
 

厳 原 52.1 48.7 47.2 46.5 46.2 

1918/10～ 南東 南南東 南南西 南南東 南南東 

2024/8 1987/8/31 2004/8/19 1968/8/16 2003/9/12 2020/9/3 

佐世保 49.3 43.5 42.1 41.6 41.4 

1951/3～ 北 北東 西 東南東 北北西 

2024/8 2004/10/20 2006/9/17 1991/9/27 2020/9/7 2004/8/30 

平 戸 53.2 49.5 47.0 44.3 42.8 

1940/1～ 南 北西 北西 南南東 南東 

2024/8 1987/8/31 1991/9/27 1942/8/27 1993/8/10 2020/9/7 
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改正理由 

（機関） 

観測地点（雲仙岳）追加に伴う修正、及び統計期間の更新（長崎地方気象台）  

ページ 修 正 計 画 （案） 

   

 

 

 

１２

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１編 序説 

第２章 長崎県の概況 

第２節 長崎県の風水害 

 

２ 長崎県内気象官署の気象観測記録 

※（１）～（５）において雲仙が追加 

（１） 月及び年平均気温の平年値（統計期間：1991 年～2020 年） （単位：℃） 

  1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 年 

長崎 7.2 8.1 11.2 15.6 19.7 23 26.9 28.1 24.9 20 14.5 9.4 17.4 

雲仙岳 2.5  3.6  6.8  11.5  15.9  19.2  22.5  23.3  20.4  15.3  10.0  4.7  13.0  

福江 7.6 8.3 10.9 14.9 18.8 22.1 26.2 27.3 24.1 19.5 14.6 9.8 17 

厳原 6 6.9 10 14.2 18.2 21.3 25.4 26.8 23.4 18.7 13.3 8 16 

佐世保 7 7.8 11 15.3 19.7 23 26.8 28 24.8 20 14.4 9.2 17.2 

平戸 7 7.6 10.3 14.2 18 21.1 25.1 26.5 23.5 19.2 14.2 9.3 16.3 

（２） 月及び年降水量の平年値（統計期間：1991 年～2020 年） （単位：㎜） 

  1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 年 

長崎 63.1 84 123.2 153 160.7 335.9 292.7 217.9 186.6 102.1 100.7 74.8 1894.7 

雲仙岳 88.2 129.2 202.5 253.3 265.1 575.4 513.6 314.4 260.7 132.8 123.5 103.1 2927.1 

福江 93.4 109.5 172.1 216.1 210.2 324.2 308.8 239.6 289.2 132.7 134.1 108.9 2338.8 

厳原 80.1 94.7 172.3 218.4 241.2 294.4 370.5 326.4 235.5 120.8 100.6 68 2302.6 

佐世保 63.4 81.1 120.7 152.9 171.1 328.9 342.2 255.4 195.6 98.6 101.6 77.5 1989 

平戸 84.9 93.6 148.7 189 198.4 319 345.7 289.1 223.5 116.6 112.3 85.3 2206 
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（３） 日降水量 100 ㎜以上の日数の合計と平均（統計期間：1991 年～2020 年）（単位：日） 

    1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 年 

長崎 
合計 0 0 0 2 1 12 19 11 7 2 1 0 55 

平均 0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.4  0.6  0.4  0.2  0.1  0.0  0.0  1.8  

雲仙岳 
合計 0  0  4  8  12  46  42  20  12  3  0  1  148  

平均 0.0  0.0  0.1  0.3  0.4  1.5  1.4  0.7  0.4  0.1  0.0  0.0  4.8  

福江 
合計 0 1 1 6 6 17 19 6 17 6 5 2 86 

平均 0.0  0.0  0.0  0.2  0.2  0.6  0.6  0.2  0.6  0.2  0.2  0.1  2.9  

厳原 
合計 0 0 1 9 14 16 26 23 9 4 2 1 105 

平均 0.0  0.0  0.0  0.3  0.5  0.5  0.9  0.8  0.3  0.1  0.1  0.0  3.4  

佐世保 
合計 0 0 0 2 3 17 27 10 8 2 1 1 71 

平均 0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  0.6  0.9  0.3  0.3  0.1  0.0  0.0  2.4  

平戸 
合計 1 0 0 6 5 18 20 14 13 4 4 1 86 

平均 0.0  0.0  0.0  0.2  0.2  0.6  0.7  0.5  0.4  0.1  0.1  0.0  2.9  
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（４） 日最大風速 10ｍ/ｓ以上の日数の合計と平均（統計期間：1991 年～2020 年）（単位：日） 

    1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 年 

長崎 
合計 34 44 47 42 9 25 25 15 18 9 21 41 330 

平均 1.1  1.5  1.6  1.4  0.3  0.8  0.8  0.5  0.6  0.3  0.7  1.4  11.0  

雲仙岳 
合計 147  163  213  205  167  158  185  130  152  173  135  185  2013  

平均 4.9  5.4  7.1  6.8  5.6  5.3  6.2  4.3  5.1  5.8  4.5  6.2  65.6  

福江 
合計 57 69 87 79 31 40 43 50 50 35 28 56 625 

平均 1.9  2.3  2.9  2.6  1.0  1.3  1.4  1.7  1.7  1.1  0.9  1.9  20.9  

厳原 
合計 104 103 130 149 119 102 137 88 44 51 68 113 1208 

平均 3.5  3.4  4.3  5.0  4.0  3.4  4.6  2.9  1.5  1.7  2.3  3.8  40.3  

佐世保 
合計 80 73 116 104 41 48 68 62 70 58 43 93 856 

平均 2.7  2.4  3.9  3.5  1.4  1.6  2.3  2.1  2.3  1.9  1.4  3.1  28.5  

平戸 
合計 69 52 65 40 15 16 23 28 47 42 28 67 492 

平均 2.3  1.7  2.2  1.3  0.5  0.5  0.8  0.9  1.6  1.4  0.9  2.2  16.4  
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（５） 日最大風速 15ｍ/ｓ以上の日数の合計と平均（統計期間：1991 年～2020 年）（単位：日） 

    1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 年 

長崎 
合計 0 0 0 1 0 0 1 1 5 0 0 0 8 

平均 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.2  0.0  0.0  0.0  0.3  

雲仙岳 
合計 11  28  43  52  35  38  27  30  40  44  11  11  370  

平均 0.4  0.9  1.4  1.7  1.2  1.2  0.9  1.0  1.3  1.5  0.4  0.4  12.1  

福江 
合計 0 0 0 0 1 2 3 10 14 6 1 0 37 

平均 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.1  0.3  0.5  0.2  0.0  0.0  1.2  

厳原 
合計 0 2 9 8 2 4 10 7 14 7 1 1 65 

平均 0.0  0.1  0.3  0.3  0.1  0.1  0.3  0.2  0.5  0.2  0.0  0.0  2.2  

佐世保 
合計 1 1 3 4 0 2 2 6 16 5 1 2 43 

平均 0.0  0.0  0.1  0.1  0.0  0.1  0.1  0.2  0.5  0.2  0.0  0.1  1.4  

平戸 
合計 0 2 0 0 0 1 2 6 10 4 0 0 25 

平均 0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.1  0.2  0.3  0.1  0.0  0.0  0.8  
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（６） 日最大１時間降水量の極値・順位値(単位：㎜) 

  １ 位 ２ 位 ３ 位 ４ 位 ５ 位 

長 崎 127.5  102.0  87.8  87.0  86.2  

1897/4～ 1982/7/23 1981/9/25 1923/9/5 2020/9/12 1927/8/27 

2025/8 

雲仙岳 134.5  124.5  103.5  99.0  96.8  

1937/1～ 2015/8/25 2016/6/20 1972/7/6 1964/8/23 1956/8/27 

2025/8      

福 江 113.5  93.5  89.0  88.0  86.7  

1962/5～ 1967/7/9 1989/9/12 2005/9/10 2020/9/7 1965/11/19 

2025/8 

厳 原 116.0  111.8  98.0  96.3  95.8  

1904/1～ 2003/7/23 1915/11/25 1980/7/25 1967/7/5 1954/7/16 

2025/8 

佐世保 125.1  104.5  102.4  90.0  87.0  

1946/11～ 1967/7/9 2001/6/23 1956/8/27 1948/9/11 2001/9/5 

2025/8 

平 戸 125.5  114.5  108.0  104.0  90.0  

1940/1～ 1999/9/2 2011/8/23 1989/7/28 1982/7/23 1959/7/15 

2025/8 
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（７）日降水量の極値・順位値(単位：㎜) 

  １ 位 ２ 位 ３ 位 ４ 位 ５ 位 

長 崎 448.0 385.4 345.4 344.5 344.0 

1878/7～ 1982/7/23 1928/6/28 1882/4/11 1945/9/3 1989/7/28 

2025/8 

雲仙岳 482.0  470.4  465.2  459.2  456.5  

1924/1～ 1982/7/24 1964/8/23 1957/7/25 1928/6/28 2006/8/18 

2025/8      

福 江 432.5 326.0 310.5 294.0 290.5 

1962/5～ 2005/9/10 1985/6/28 1974/5/18 2019/7/20 2011/11/18 

2025/8 

厳 原 392.5 344.0 328.5 305.5 290.6 

1886/9～ 1916/9/24 1985/6/23 1972/8/20 1972/7/11 1928/9/18 

2025/8 

佐世保 371.8 344.4 322.5 301.5 274.0 

1946/11～ 1957/7/25 1955/4/15 1990/7/2 1989/7/28 2020/6/25 

2025/8 

平 戸 406.9 365.5 359.5 335.5 329.5 

1940/1～ 1959/7/13 2011/8/23 1953/6/25 2023/9/15 1980/8/29 

2025/8 
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（８）月降水量の多い方からの極値・順位値(単位：㎜) 

  １ 位 ２ 位 ３ 位 ４ 位 ５ 位 

長 崎 1178.5 985.4 973.4 939.4 935.0 

1878/7～ 1982/7 1885/6 1922/9 1928/6 2021/8 

2025/8 

雲仙岳 1587.5  1579.5  1362.0  1324.5  1306.7  

1924/1～ 2021/8 1982/7 2020/7 1987/7 1928/6 

2025/8      

福 江 961.5 872.5 711.5 702.5 696.5 

1962/5～ 2021/8 1987/7 1972/6 2019/9 2019/7 

2025/8 

厳 原 1152.0 1101.0 1014.0 992.0 915.5 

1886/9～ 1891/7 1985/6 2020/7 1993/8 1899/8 

2025/8 

佐世保 1154.9 1058.0 989.5 836.5 807.1 

1946/11～ 1957/7 1953/6 2021/8 2020/7 1962/7 

2025/8 

平 戸 1183.7 1126.0 1075.0 1028.1 1008.5 

1940/1～ 1953/6 1945/9 2021/8 1957/7 2020/7 

2025/8  
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（９） 月降水量の少ない方からの極値・順位値(単位：㎜) 

  １ 位 ２ 位 ３ 位 ４ 位 ５ 位 

長 崎 1.8 3.5 4.5 5.1 5.5 

1878/7～ 1967/9 1997/10 1998/12 1929/10 1994/7 

2025/8 

雲仙岳 3.0  3.4  3.8  9.0  13.0  

1924/1～ 1998/12 1939/12 1967/9 1997/10 2006/10 

2025/8      

福 江 3.5 4.5 5.0 6.5 7.5 

1962/5～ 1971/11 2007/11 2003/10 1984/10 1997/10 

2025/8 

厳 原 0.0 0.0 0.5 1.0 2.0 

1886/9～ 2011/1 2007/11 1976/1 2024/12 1987/12 

2025/8 

佐世保 0.5 2.0 6.0 10.5 10.5 

1946/11～ 2003/10 1998/12 2021/10 1974/8 1971/11 

2025/8 

平 戸 3.0  4.0  4.5  9.5  10.0  

1940/1～ 2007/11 2003/10 1978/7 1998/12 1997/10 

2025/8 
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（１０） 日最大風速の極値・順位値及びその風向(単位：ｍ/ｓ及び 16 方位) 

  １ 位 ２ 位 ３ 位 ４ 位 ５ 位 

長 崎 43.5 35.0 33.8 33.5 32.4 

1878/7～ 南南東 西北西 東南東 南西 南南東 

2025/8 1900/8/24 1942/8/27 1927/9/13 1919/8/16 1930/7/18 

雲仙岳 60.0  49.0  42.0  42.0  41.4  

1924/1～ 東南東  南東  南南東  北東  北北東  

2025/8 1942/8/27 1927/9/13 1940/9/11 1939/10/16 1938/10/15 

福 江 31.3 26.9 26.6 26.5 26.0 

1962/5～ 南 南南西 南 南 北北西 

2025/8 1987/8/31 1991/7/29 1978/9/15 1987/8/30 2006/9/17 

厳 原 31.4 29.4 28.1 28.1 27.1 

1886/9～ 南東 南南東 南南東 南東 南南東 

2025/8 2020/9/7 2020/9/3 2022/9/6 2020/9/2 2004/8/19 

佐世保 29.8 29.2 26.3 26.1 25.7 

1946/11～ 北 北 南南東 北 北 

2025/8 1951/10/14 1951/10/15 2020/9/7 1950/9/13 1949/6/21 

平 戸 36.8 32.4 31.1 29.0 27.5 

1940/1～ 北西 南南東 南南東 北北東 北北東 

2025/8 1942/8/27 1956/9/10 1959/9/17 1951/10/14 1945/10/10 
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１６ （１１）日最大瞬間風速の極値・順位値及びその風向(単位：ｍ/ｓ及び 16 方位) 

  １ 位 ２ 位 ３ 位 ４ 位 ５ 位 

長 崎 54.3 43.5 41.9 41.5 39.1 

1951/9～ 南西 東南東 南西 南西 南東 

2025/8 1991/9/27 2006/9/17 2004/9/7 1957/12/12 1993/8/10 

雲仙岳 63.7  60.0]  58.1  54.8  54.4  

1938/1～ 北  南東  東南東  ×  北東  

2025/8 2004/10/20 1942/8/27 2006/9/17 1970/8/14 1939/10/16 

福 江 55.6 54.1 53.4 49.5 47.5 

1962/5～ 南 南 北 南 北北西 

2025/8 1987/8/31 1987/8/30 2006/9/17 1991/7/29 1991/9/27 

厳 原 52.1 48.7 47.2 46.5 46.2 

1918/10～ 南東 南南東 南南西 南南東 南南東 

2025/8 1987/8/31 2004/8/19 1968/8/16 2003/9/12 2020/9/3 

佐世保 49.3 43.5 42.1 41.6 41.4 

1951/3～ 北 北東 西 東南東 北北西 

2025/8 2004/10/20 2006/9/17 1991/9/27 2020/9/7 2004/8/30 

平 戸 53.2 49.5 47.0 44.3 42.8 

1940/1～ 南 北西 北西 南南東 南東 

2025/8 1987/8/31 1991/9/27 1942/8/27 1993/8/10 2020/9/7 
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改正理由 

（機関） 

九州管区行政評価局（行政監視行政相談センター）が指定地方行政機関に指定されたことに伴う修正 

国の防災基本計画に、総務省の特別行政相談活動が位置づけられたことに伴う修正（長崎行政監視行政相談センター） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

３７ 

第１編 序説 

第４章 防災に関し関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

第２節 所掌事務又は業務 

（関係課：関係機関） 

１ 指定地方行政機関 

機 関 名 所 掌 事 項 

九州管区警察局 

（長崎県警察本部） 

（略） 

（追加） （追加） 

九州総合通信局 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１編 序説 

第４章 防災に関し関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

第２節 所掌事務又は業務 

（関係課：関係機関） 

１ 指定地方行政機関 

機 関 名 所 掌 事 項 

九州管区警察局 

（長崎県警察本部） 

（略） 

九州管区行政評価局 

（長崎行政監視行政

相談センター） 

⑴ 被災者への生活支援情報の提供 

⑵ 専用電話を備えた相談窓口の開設 

⑶ 特別行政相談所の開設 

九州総合通信局 （略） 
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改正理由 

（機関） 

防災基本計画の修正に伴う修正（危機管理部防災企画課） 

 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

４２

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２編 災害予防計画 

第２章 地域防災体制の確立 

第１節 防災知識普及計画 

 

防災関係職員及び一般住民に対し、（追加）災害予防又は災害応急措

置等防災知識の普及徹底を図り、より効果的な災害対策の実施に努める

ものとする。その際には、高齢者，障害者，外国人，乳幼児，妊産婦等

の要配慮者の多様なニーズに十分配慮し，地域において要配慮者を支援

する体制が整備されるよう努めるとともに、被災時の男女のニーズの違

い等男女双方の視点に十分配慮するよう留意することに加え、家庭動物

の飼養の有無による被災時のニーズの違いに配慮するよう努める。     

また県及び市町は、災害発生後に、避難所や仮設住宅、ボランティア

の活動場所等において、被災者や支援者が性暴力・ＤＶの被害者にも加

害者にもならないよう、「暴力は許されない」意識の普及、徹底を図る

ものとする。 

 

 

 

 

 

 

第２編 災害予防計画 

第１章 地域防災体制の確立 

第１節 防災知識普及計画 

 

防災関係職員及び一般住民に対し、平時から災害予防又は災害応急措

置等防災知識の普及徹底を図り、より効果的な災害対策の実施に努める

ものとする。その際には、高齢者，障害者，外国人，乳幼児，妊産婦等

の要配慮者の多様なニーズに十分配慮し，地域において要配慮者を支援

する体制が整備されるよう努めるとともに、被災時の男女のニーズの違

い等男女双方の視点に十分配慮するよう留意することに加え、家庭動物

の飼養の有無による被災時のニーズの違いに配慮するよう努める。     

また県及び市町は、災害発生後に、避難所や仮設住宅、ボランティア

の活動場所等において、被災者や支援者が性暴力・ＤＶの被害者にも加

害者にもならないよう、「暴力は許されない」意識の普及、徹底を図る

ものとする。 
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改正理由 

（機関） 

防災基本計画の修正に伴う修正（危機管理部防災企画課） 

 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

 ４３

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２編 災害予防計画 

第３章 地域防災体制の確立 

第２節 防災知識普及計画 

 

（５）災害教訓の伝承 

過去に起こった大規模災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝え 

ていくため、大規模災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種

資料をアーカイブとして広く収集・整理し、適切に保存するととも

に、広く一般の人々が閲覧できるよう地図情報その他の方法により

公開に努めるものとする。また、災害に関する石碑やモニュメント

等の自然災害伝承碑が持つ意味を正しく後世に伝えていくよう努め

るものとする。 

  （追加） 

 

第２編 災害予防計画 

第１章 地域防災体制の確立 

第１節 防災知識普及計画 

 

（５）災害教訓の伝承 

過去に起こった大規模災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝え

ていくため、大規模災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種

資料をアーカイブとして広く収集・整理し、適切に保存するととも

に、広く一般の人々が閲覧できるよう地図情報その他の方法により

公開に努めるものとする。また、災害に関する石碑やモニュメント

等の自然災害伝承碑が持つ意味を正しく後世に伝えていくよう努め

るものとする。 

さらに住民は、語り部活動や家庭・地域内での語り継ぎ、防災教

育、慰霊祭等の開催、伝承碑の保存その他の方法により、自ら災害

教訓の伝承に努めるものとする。 

（６）県、市町は、林野火災の出火原因の大半が不用意な火の取扱いと

いう人為的なものであることにかんがみ、山火事予防運動等の機会

やＳＮＳ等の各種媒体を活用した火の取扱いや不始末による出火 

の危険性等の周知により、林野火災に対する国民の防火意識の高揚

を図るとともに、林業関係者、林野周辺住民、ハイカー等の入山者

等に対する啓発を実施するものとする。なお、啓発に当たっては、

多発期や休日前に重点的に行うなど林野火災の発生傾向にも十分留

意するものとする。 

 



令和７年度「長崎県地域防災計画（基本計画編）」修正調書 （新旧対照） 

 

改正理由 

（機関） 

県総合防災訓練における「保健医療福祉調整訓練」の追加、左記に伴う所管課の追加に伴う修正(福祉保健部地域保健推進課) 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

 

 

４４

 

 

 

 

 

 

 

 

４５

 

第２編 災害予防計画 

第１章 地域防災体制の確立 

第２節 防災訓練計画 

（防災企画課：県民生活環境課：交通・地域安全課：福祉保健課：

（追加）：河川課） 

１ 総合防災訓練（資料編７ 長崎県総合防災訓練実施要綱） 

（１） 訓練参加機関（順序不同） 

主な訓練参加機関は以下のとおりであるが、その他、自主防災

組織、ボランティア組織、一般県民の参加も広く呼びかけるもの

とする。 

ア～ソ （略） 

（追加） 

 

（２）訓練項目 

（略） 

○ 自衛隊による架橋及び輸送訓練 

〇（追加） 

○ その他 

  

第２編 災害予防計画 

第１章 地域防災体制の確立 

第２節 防災訓練計画 

（防災企画課：県民生活環境課：交通・地域安全課：福祉保健課、地域

保健推進課、河川課） 

１ 総合防災訓練（資料編７ 長崎県総合防災訓練実施要綱） 

（１） 訓練参加機関（順序不同） 

主な訓練参加機関は以下のとおりであるが、その他、自主防災組織、

ボランティア組織、一般県民の参加も広く呼びかけるものとする。 

 

ア～ソ （略） 

  タ 保健医療福祉活動チーム 

 

（２）訓練項目 

（略） 

○ 自衛隊による架橋及び輸送訓練 

   ○ 保健医療福祉調整訓練 

○ その他 

 

 

 



令和７年度「長崎県地域防災計画（基本計画編）」修正調書 （新旧対照） 

 

改正理由 

（機関） 

防災基本計画の修正に伴う修正（県民生活環境部県民生活環境課） 

 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

  

 

 

 

５０

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２編 災害予防計画 

第１章 地域防災体制の確立 

第５節 自主防災活動 

     

（４） 災害時におけるボランティア活動を支援するための環境整備 

県及び市町は、県・市町社会福祉協議会及び公益財団法人県民

ボランティア振興基金と協力し、「長崎県災害救援ボランティア活

動マニュアル（令和４年３月）」を活用して、災害時におけるボラ

ンティア活動の環境整備のため、ボランティアの登録、コーディ

ネータの養成、ボランティアの拠点相互のネットワーク構築等に

努める。 

災害時に、ボランティア活動が円滑かつ効果的に実施されるよ

うに、自主防災組織は、地域の被災者のニーズとボランティアを

つなぐ役割を果たすものとし、自主防災組織と市町災害ボランテ

ィアセンター（市町社会福祉協議会）との役割分担をあらかじめ

定めておく。 

 

第２編 災害予防計画 

第１章 地域防災体制の確立 

第５節 自主防災活動 

 

（４） 災害時におけるボランティア活動を支援するための環境整備 

県及び市町は、県・市町社会福祉協議会及び公益財団法人県民

ボランティア振興基金と協力し、「長崎県災害救援ボランティア活

動マニュアル（令和４年３月）」を活用して、災害時におけるボラ

ンティア活動の環境整備のため、ボランティアの登録、コーディ

ネータの養成、ボランティアの拠点相互のネットワーク構築等に

努めるとともに、災害中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等の

活動支援や活動調整を行う組織）を含めた連携体制の構築を図

る。 

災害時に、ボランティア活動が円滑かつ効果的に実施されるよ

うに、自主防災組織は、地域の被災者のニーズとボランティアを

つなぐ役割を果たすものとし、自主防災組織と市町災害ボランテ

ィアセンター（市町社会福祉協議会）との役割分担をあらかじめ

定めておく。 

 

 

 



令和７年度「長崎県地域防災計画（基本計画編）」修正調書 （新旧対照） 

 

改正理由 

（機関） 

防災基本計画の修正に伴う修正（危機管理部防災企画課、県民生活環境部県民生活環境課） 

 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

５３ 

第２編 災害予防計画 

第１章 地域防災体制の確立 

第５節 自主防災活動 

 

（追加） 

第２編 災害予防計画 

第１章 地域防災体制の確立 

第５節 自主防災活動 

 

４ 多様な主体との連携 

 

  県、市町は、地域コミュニティの防災体制の充実強化を図るため、消

防団や自主防災組織、防災士等の多様な主体との連携等を図るものと

する。 

  また、国が進める被災者援護協力団体の登録及びそのデータベース

の整備を踏まえ、県、市町においても登録被災者援護協力団体との平時

からの連携強化に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和７年度「長崎県地域防災計画（基本計画編）」修正調書 （新旧対照） 

 

改正理由 

（機関） 

防災基本計画の修正に伴う修正（県民生活環境部男女参画・女性活躍推進室） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

５４ 

第２編 災害予防計画 

第１章 地域防災体制の確立 

第６節 男女共同参画の視点の強化 

 

１ 防災担当部局と男女共同参画担当部局との連携体制の構築や役割 

の明確化 

（２）県及び市町は、平常時において、男女共同参画の視点から、

地方防災会議の委員に占める女性の割合を高めるよう取り組むと

ともに、平常時及び災害時における男女共同参画担当部局及び男

女共同参画センターの役割について、防災担当部局と男女共同参

画担当部局が連携し明確化しておくよう努めるものとする。 

 

第２編 災害予防計画 

第１章 地域防災体制の確立 

第６節 男女共同参画の視点の強化 

 

１ 防災担当部局と男女共同参画担当部局との連携体制の構築や役割の

明確化 

（２）県及び市町は、平時において、男女共同参画の視点から、地方

防災会議の委員に占める女性の割合を高めるよう取り組むととも

に、平常時及び災害時における男女共同参画担当部局及び男女共

同参画センターの役割について、防災担当部局と男女共同参画担

当部局が連携し明確化しておくよう努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和７年度「長崎県地域防災計画（基本計画編）」修正調書 （新旧対照） 

 

改正理由 

（機関） 

道路管理者との連携推進の観点から、上下水道所管課を追加することに伴う修正（県民生活環境部水環境対策課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

５５

第２編 災害予防計画 

第１章 地域防災体制の確立 

第７節 防災体制の課題への備え 

 

（防災企画課：（追加）福祉保健課：地域保健推進課：道路維持課） 

第２編 災害予防計画 

第１章 地域防災体制の確立 

第７節 防災体制の課題への備え 

 

（防災企画課：水環境対策課：福祉保健課：地域保健推進課：道路維持課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和７年度「長崎県地域防災計画（基本計画編）」修正調書 （新旧対照） 

 

改正理由 

（機関） 

新たな道路施設の整備に伴う修正（土木部道路維持課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

５５

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２編 災害予防計画 

第４章 地域防災体制の確立 

第７節 防災体制の課題への備え 

 

１ 連携と協力  

（１）連携と協力 

平常時から、県、市町は、企業等との間で協定を締結するなど、連

携強化を進めることにより、・・・・（中略）・・・・民間事業者のノ

ウハウや能力等を活用するものとする。 

さらに、トイレカーやトイレトレーラー、トレーラーハウス、キッ

チンカー、セントラルキッチン（追加）などの活用に係る連携につい

ても、県、市町が連携にして取り組むよう努める。 

 

 

 

第２編 災害予防計画 

第５章 地域防災体制の確立 

第７節 防災体制の課題への備え 

 

１ 連携と協力  

（１）連携と協力 

平常時から、県、市町は、企業等との間で協定を締結するなど、連

携強化を進めることにより、・・・・（中略）・・・・民間事業者のノ

ウハウや能力等を活用するものとする。 

さらに、トイレカーやトイレトレーラー、トレーラーハウス、キッ

チンカー、セントラルキッチン、コンテナ型トイレなどの活用に係る

連携についても、県、市町が連携にして取り組むよう努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和７年度「長崎県地域防災計画（基本計画編）」修正調書 （新旧対照） 

 

改正理由 

（機関） 

防災基本計画の修正に伴う修正（危機管理部防災企画課） 

 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

  

 

 

 

５５

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２編 災害予防計画 

第６章 地域防災体制の確立 

第７節 防災体制の課題への備え 

 

１ 連携と協力  

（１）連携と協力  

平常時から、県、市町は、企業等との間で協定を締結するなど、

連携強化を進めることにより、災害時に各主体が迅速かつ効果的な

災害応急対策等が行えるように努めるものとし、協定締結などの連

携強化に当たっては、訓練等を通じて、発災時の連絡先、要請手続

等の確認を行うなど、実効性の確保に留意するものとする。また、

民間事業者に 委託可能な災害対策に係る業務（被災情報の整理、

支援物資の管理・輸送、避難者の運送等）については、あらかじ

め、民間事業者との間で協定を締結しておく、輸送拠点と して活

用可能な民間事業者の管理する施設を把握しておくなど協力体制を

構築し、民間事業者のノウハウや能力等を活用するものとする。 

 さらに、トイレカーやトイレトレーラー、トレーラーハウス、キ

ッチンカー、セントラルキッチンなどの活用に係る連携について

も、県、市町が連携にして取り組むよう努める。  

 

 

 

 

 

第２編 災害予防計画 

第１章 地域防災体制の確立 

第７節 防災体制の課題への備え 

 

１ 連携と協力  

（１）連携と協力  

平常時から、県、市町は、災害時に公共的団体又は民間の団体と

の連携を迅速に行うことができるよう、地方防災会議を構成する関

係者等との間で、当該団体が災害時等に担うべき役割、当該団体と

の連携体制の構築や役割分担についての認識を共有し、このような

連携に関する基本的な方針を地域防災計画に反映させた上で、当該

方針を踏まえて個々の協定の締結など、連携強化を進めるよう努め

るものとする。あわせて、協定締結などの連携強化に当たっては、

訓練等を通じて、発災時の連絡先、要請手続等の確認を行うなど、

実効性の確保に留意するものとする。民間事業者に委託可能な災害

対策に係る業務（被災情報の整理、支援物資の管理・輸送、避難者

の運送等）については、あらかじめ、民間事業者との間で協定を締

結しておく、輸送拠点として活用可能な民間事業者の管理する施設

を把握しておくなど協力体制を構築し、民間事業者のノウハウや能

力等を活用するものとする。 

   県は、市町に対して協定を締結すべき相手方などについて適切に

助言するよう努めるものとする。 

  さらに、トイレカーやトイレトレーラー、トレーラーハウス、キ

ッチンカー、セントラルキッチンなどの活用に係る連携について



令和７年度「長崎県地域防災計画（基本計画編）」修正調書 （新旧対照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）防災行動計画（タイムライン）の策定  

県、市町は、他の関係機関との連携の上、災害時に発生する状況

を予め想定し、各機 関が実施する災害対応を時系列で整理した防

災行動計画（タイムライン）を作成するよう努めるものとする。ま

た、災害対応の検証等を踏まえ、必要に応じて同計画の見直しを行

うとともに、平時から訓練や研修等を実施し、同計画の効果的な運

用に努めるものとする。  

（３）道路管理者とインフラ事業者との連携推進  

県、市町の道路管理者及び上下水道、電力、通信等のインフラ事

業者は、道路と生活 インフラの連携した復旧が行えるよう、関係

機関との連携体制の整備・強化に努めるも のとする。  

（４）（追加） 

 

 

も、県、市町が連携にして取り組むよう努 める。  

（２）防災行動計画（タイムライン）の策定  

県、市町は、他の関係機関との連携の上、災害時に発生する状況

を予め想定し、各機 関が実施する災害対応を時系列で整理した防

災行動計画（タイムライン）を作成するよう努めるものとする。ま

た、災害対応の検証等を踏まえ、必要に応じて同計画の見直しを行

うとともに、平時から訓練や研修等を実施し、同計画の効果的な運

用に努めるものとする。  

（３）道路管理者とインフラ事業者との連携推進  

県、市町の道路管理者及び上下水道、電力、通信等のインフラ事

業者は、道路と生活 インフラの連携した復旧が行えるよう、関係

機関との連携体制の整備・強化に努めるも のとする。  

（４）火入れの許可申請等について 

   市町は、火入れの許可申請の徹底やたき火等の把握に取り組むと

ともに、火入れやたき火等を行う者が火災予防上必要な措置の徹底

を図るよう、適切な対応を行うものとする。また、市町は、許可し

た火入れの情報等を消防機関に共有するものとする。  

市町は、乾燥や強風等の気象状況に応じて的確に火災に関する警

戒情報等を発表するとともに、住民等に対する注意喚起、監視パト

ロール等の強化など適切な対応を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 



令和７年度「長崎県地域防災計画（基本計画編）」修正調書 （新旧対照） 

 

改正理由 

（機関） 

防災基本計画の修正に伴う修正（危機管理部防災企画課） 

 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

  

 

 

 

５５

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２編 災害予防計画 

第７章 地域防災体制の確立 

第７節 防災体制の課題への備え 

 

２ 情報の収集について  

（２）多様な情報の活用  

県は、情報の共有化を図るため、国の総合防災情報システム（ＳＯＢ 

Ｏ－ＷＥＢ）に 接続し、共有した防災情報を活用して、災害対応に努

める。（追加） 

 

 

（３）体制の整備 

県は、機動的な情報収集活動を行うため、関係防災機関と連携して、

必要に応じ航空機、無人航空機、船舶等の多様な情報集手段を活用でき

る体制の構築を図るとともに、衛星通信、インターネットメール、防災

行政無線等の通信手段の整備等により、民間企業、報道機関、住民、事

業者等からの情報など多様な災害関連情報等の収集体制の整備を図るよ

う努める。特に、災害時に孤立するおそれのある市町で停電が発生した

場合に備え、衛星通信などにより、当該地域の住民と当該市町との双方

向の情報連絡体制を確保するよう留意するものとする。 

 

（４）通信手段の確保 

県、市町は、災害時の情報通信手段について、平常時よりその確保に 

努める。通信が途絶している地域で、部隊や派遣職員等が活動する場合

第２編 災害予防計画 

第１章 地域防災体制の確立 

第７節 防災体制の課題への備え 

 

２ 情報の収集について  

（２）多様な情報の活用  

県は、情報の共有化を図るため、国の総合防災情報システム（ＳＯ 

ＢＯ－ＷＥＢ）に 接続し、共有した防災情報を活用した、災害対応

とともに、各種防災関連システムの利活用の促進や操作習熟を図るた

め、研修や訓練の実施に努めるものとする。 

（３）体制の整備 

県は、機動的な情報収集活動を行うため、関係防災機関と連携し

て、必要に応じ航空機、無人航空機、船舶等の多様な情報集手段を活

用できる体制の構築を図るとともに、衛星通信、インターネットメー

ル、防災行政無線等の通信手段の整備等により、民間企業、報道機

関、住民、事業者等からの情報など多様な災害関連情報等の収集体制

の整備を図るよう努める。特に、災害時に孤立するおそれのある市町

で地上回線が途絶したが発生した場合に備え、衛星通信などにより、

当該地域の住民と当該市町との双方向の情報連絡体制確保を推進する

ものとする。 

 

（４）通信手段の確保 

   県、市町は、災害時の情報通信手段について、平常時よりその 

確保に努める。通信が途絶している地域で、部隊や派遣職員等が活
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を想定し、衛星通信を活用したインターネット機器の整備、活用に努め

る。また、通信輻輳時及び途絶時を想定した通信統制や重要通信の確保

及び非常通信を取り入れた実践的通信訓練を定期的な実施に努める。 

（追加） 

 

 

動する場合を想定し、衛星通信を活用したインターネット機器の整

備、活用に努める。また、通信輻輳時及び途絶時を想定した通信統

制や重要通信の確保及び非常通信を取り入れた実践的通信訓練を定

期的な実施に努める。 

   県、市町は、平時から自然情報、社会情報、防災情報等の防災関 

連情報の収集、蓄積に努め、総合的な防災情報を網羅した各種災害 

におけるハザードマップ、防災マップの作成等による災害危険性の 

周知等に生かすものとする。また、必要に応じ、災害対策を支援す 

る地理情報システムの構築について推進を図るものとする。 
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改正理由 

（機関） 

防災基本計画の修正に伴う修正（危機管理部防災企画課） 

 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

  

 

 

 

５６

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２編 災害予防計画 

第８章 地域防災体制の確立 

第７節 防災体制の課題への備え 

 

３ 防災関係機関相互の連携体制 

（１）応援要請 

県は、国又は他の都道府県への応援要請が迅速に行えるよう、あらか

じめ国又は他の都道府県と要請の手順、連絡調整窓口、連絡の方法を取

り決めておくとともに、連絡先の共有を徹底しておくなど、実効性の確

保に努め、必要な準備を整えておくものとする。 

市町は、県への応援要請が迅速に行えるよう、あらかじめ県と要請の

手順、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくとともに、連絡先の

共有を徹底しておくなど、実効性の確保に努め、必要な準備を整えてお

くものとする。 

市町は、避難指示等を発令する際に、国又は県に必要な助言を求める

ことができるよう、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくととも

に、連絡先の共有を徹底しておくなど、必要な準備を整えておくものと

する。 

県は、市町と調整の上、市町の相互応援が円滑に進むよう、配慮す

る。（追加） 

 

 

第２編 災害予防計画 

第１章 地域防災体制の確立 

第７節 防災体制の課題への備え 

 

３ 防災関係機関相互の連携体制 

（１）応援要請 

県は、国又は他の都道府県への応援要請が迅速に行えるよう、あら

かじめ国又は他の都道府県と要請の手順、連絡調整窓口、連絡の方法

を取り決めておくとともに、連絡先の共有を徹底しておくなど、実効

性の確保に努め、必要な準備を整えておくものとする。 

市町は、県への応援要請が迅速に行えるよう、あらかじめ県と要請

の手順、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくとともに、連絡

先の共有を徹底しておくなど、実効性の確保に努め、必要な準備を整

えておくものとする。 

市町は、避難指示等を発令する際に、国又は県に必要な助言を求め

ることができるよう、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくと

ともに、連絡先の共有を徹底しておくなど、必要な準備を整えておく

ものとする。 

県は、市町と調整の上、市町の相互応援が円滑に進むよう、配慮す

るとともに、市町の受援計画の作成や実行性の確保に向けて適切な助

言を行うなどの支援に努めるものとする。 
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改正理由 

（機関） 

防災基本計画の修正に伴う修正（危機管理部防災企画課、福祉保健部福祉保健課） 

 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

５６ 

第２編 災害予防計画 

第１章 地域防災体制の確立 

第７節 防災体制の課題への備え 

 

４ 物資の調達、供給活動関係 

1 ア 県、市町は、大規模な災害が発生した場合の被害及び外 

2 部支援の時期を想定し、孤立が想定されるなど地域の地理的 

3 条件や過去の災害等を踏まえ、必要とされる食料、飲料水、 

4 生活必需品、燃料、ブルーシート、土のう袋その他の物資に 

5 ついてあらかじめ備蓄・調達・輸送体制を整備し、それら必 

6 要な物資の供給のための計画を定めておくとともに、物資調 

7 達・輸送調整等支援システムを活用し、あらかじめ、備蓄物 

8 資や物資拠点の登録に努めるものとする。 

第２編 災害予防計画 

第１章 地域防災体制の確立 

第７節 自主防災活動 

 

４ 物資の調達、供給活動関係  

ア 県、市町は、大規模な災害が発生した場合の被害及び外部支援の

時期を想定し、孤立が想定されるなど地域の地理的条件や過去の災

害等を踏まえ、必要とされる食料、飲料水、生活必需品、燃料、ブル

ーシート、土のう袋その他の物資についてあらかじめ備蓄・調達・輸

送体制を整備し、それら必要な物資の供給のための計画を定めてお

くとともに、新物資システム（Ｂ－ＰＬо）を活用し、施設（備蓄倉

庫・物資拠点・避難所）ごとの備蓄物資の品目・数量や施設概要等の

情報を定期的に更新するなど、最新の状況を把握するものとする。 
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改正理由 

（機関） 

防災基本計画の修正に伴う修正（危機管理部防災企画課） 

 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

５８ 

第２編 災害予防計画 

第１章 地域防災体制の確立 

第７節 防災体制の課題への備え 

 

６ 避難所環境の整備 

 （１）～（３）略 

（追加） 

 

 

 

（追加） 

 

 

第２編 災害予防計画 

第１章 地域防災体制の確立 

第７節 防災体制の課題への備え 

 

 ６ 避難所環境の整備 

  （１）～（３）略 

（４）業務効率化 

    市町は、国のクラウド型被災者支援システム等の被災者支援業

務を支援するシステムを活用するなど、当該業務の迅速化・効率化

を検討するものとする。 

７．地方公共団体の活動体制 

    県及び市町の災害対策本部長は、必要に応じ、関係行政機関、関

係地方公共団体、関係公共機関、登録被災者援護協力団体等に対

し、資料・情報の提供等の協力を求めるとともに、災害対応業務に

従事する職員の健康管理等を徹底するものとする。 

    指定行政機関又は関係指定地方行政機関は、県が災害応急対策 

を的確かつ迅速に実施することが困難であると認める場合におい

て、その事態に照らし緊急を要し、上段の応援の要求を待ついとま

がないと認められるときは、当該要求を待たないで、応援をするこ

とができる。 

市町は、応急措置が的確かつ円滑に行われるようにするため必

要があると認めるときは、県に対し、指定行政機関又は関係指定地

方行政機関に対する応急措置の実施の要請をするよう求めるもの

とする。 
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市町は、上段の要求ができない場合には、その旨及び当該市町の

地域における災害の状況を指定行政機関又は指定地方行政機関に

通知するものとする。この場合において、当該通知を受けた指定行

政機関又は指定地方行政機関は、その事態に照らし緊急を要し、県

からの要請を待ついとまがないと認められるときは、当該要請を

待たないで、応急措置を実施することができる。 
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改正理由 

（機関） 

防災基本計画の修正及び備蓄物資の現状を踏まえた修正（福祉保健部福祉保健課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

６５ 

第２編 災害予防計画 

第３章 災害備蓄物資及び災害対策基金等の確保 

第１節 災害備蓄物資並びに資器材の確保計画 

 

２ 食品、飲料水、被服、寝具その他生活必需品、医薬品等の確保 

（１）食品、飲料水、被服、寝具、その他生活必需品等 

    災害に係る食品、飲料水、被服、寝具その他生活必需品等の救

助物資については、被災者に対して給与又は貸与できるよう、

備蓄しておくものとする。 

（追加） 

     なお、備蓄品目や備蓄量、備蓄場所等については、「災害時

の物資備蓄等に関する基本方針」（H26.3.31 策定）に基づき定

めるものとする。 

 

 

備蓄場所 住所・連絡先等 内 容 

長崎県災害

備蓄倉庫 

（略） 白飯、缶詰パン、飲料水、毛布、 

簡易トイレ、紙おむつ、生理用品、 

ブルーシート、標識ロープほか 

県央振興局 （略） 白飯、缶詰パン、飲料水、毛布、 

簡易トイレ、紙おむつ、生理用品、 

島原振興局 （略） 白飯、缶詰パン、飲料水、毛布、 

簡易トイレ、紙おむつ、生理用品、 

第２編 災害予防計画 

第３章 災害備蓄物資及び災害対策基金等の確保 

第１節 災害備蓄物資並びに資器材の確保計画 

 

２ 食品、飲料水、被服、寝具その他生活必需品、医薬品等の確保 

（１）食品、飲料水、被服、寝具、その他生活必需品等 

    災害に係る食品、飲料水、被服、寝具その他生活必需品等の救助

物資については、被災者に対して給与又は貸与できるよう、備蓄

しておくものとする。 

     その備蓄状況については、年に１回、広く住民に公表する。 

また、備蓄場所ごとの備蓄物資の品目・数量などを定期的に更新

するなど、最新の状況を把握するものとする。 

     なお、備蓄品目や備蓄量、備蓄場所等については、「災害時の

物資備蓄等に関する基本方針」（H26.3.31 策定）に基づき定める

ものとする。 

備蓄場所 住所・連絡先等 内 容 

長崎県災害

備蓄倉庫 

（略） アルファ化米、缶詰パン、飲料水、毛

布、簡易トイレ、紙おむつ、生理用

品、ブルーシート、標識ロープほか 

県央振興局 （略） アルファ化米、缶詰パン、飲料水、毛

布、簡易トイレ、紙おむつ、生理用品 

島原振興局 （略） アルファ化米、缶詰パン、飲料水、毛

布、簡易トイレ、紙おむつ、生理用
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県北振興局 （略） 白飯、缶詰パン、飲料水、毛布、 

簡易トイレ、紙おむつ、生理用品、 

五島振興局 （略） 白飯、缶詰パン、飲料水、毛布、 

簡易トイレ、紙おむつ、生理用品、 

五島振興局

上五島支所 

（略） 白飯、缶詰パン、飲料水、毛布、 

簡易トイレ、紙おむつ、生理用品、 

壱岐振興局 （略） 白飯、缶詰パン、飲料水、毛布、 

簡易トイレ、紙おむつ、生理用品、 

対馬振興局 （略） 白飯、缶詰パン、飲料水、毛布、 

簡易トイレ、紙おむつ、生理用品、 
 

品、 

県北振興局 （略） アルファ化米、缶詰パン、飲料水、毛

布、簡易トイレ、紙おむつ、生理用

品、 

五島振興局 （略） アルファ化米、缶詰パン、飲料水、毛

布、簡易トイレ、紙おむつ、生理用

品、 

五島振興局

上五島支所 

（略） アルファ化米、缶詰パン、飲料水、毛

布、簡易トイレ、紙おむつ、生理用

品、 

壱岐振興局 （略） アルファ化米、缶詰パン、飲料水、毛

布、簡易トイレ、紙おむつ、生理用

品、 

対馬振興局 （略） アルファ化米、缶詰パン、飲料水、毛

布、簡易トイレ、紙おむつ、生理用

品、 
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改正理由 

（機関） 

災害用備蓄医薬品・医療機器等を保管する場所の変更による修正（福祉保健部薬務行政室） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

６６

 

第２編 災害予防計画 

第３章 災害備蓄物資及び災害対策基金等の確保 

第１節 災害備蓄物資並びに資器材の確保計画 

 

災害用備蓄医薬品・医療機器等 

 

 

備蓄場所 住所・連絡先 内   容 

藤村薬品㈱ 長崎市田中町2022 

ＴＥＬ 

095 ‐ 839 ‐

3232 

・心電計 
・眼科、耳鼻科用具 
・マジックギブスセット 
・喉頭鏡セット 
・自動蘇生器 
・殺菌消毒剤・止血剤 
・抗生物質 
・局所麻酔剤 
・強心剤   ほか 

東七㈱ 

佐世保市瀬戸越４丁目

1318－１ 

ＴＥＬ 

0956 － 41 －

0777 

同  上 

㈱宮崎温仙

堂商店島原

支店 
島原市上野町900 

ＴＥＬ 
0957 － 62 －

2201 
同  上 

（株）宮崎

温仙堂商店

大村支店 

大村市松山町265-1 ＴＥＬ0957-
53-2163 同  上 

第２編 災害予防計画 

第３章 災害備蓄物資及び災害対策基金等の確保 

第１節 災害備蓄物資並びに資器材の確保計画 

 

災害用備蓄医薬品・医療機器等 

備蓄場所 住所・連絡先 内   容 

藤村薬品㈱ 

長崎市田中町2022 

ＴＥＬ 

095 ‐ 839 ‐

3232 

・心電計 
・眼科、耳鼻科用具 
・マジックギブスセット 
・喉頭鏡セット 
・自動蘇生器 
・殺菌消毒剤・止血剤 
・抗生物質 
・局所麻酔剤 
・強心剤    ほか 

東七㈱ 

佐世保市瀬戸越４丁目1318

－１ 

ＴＥＬ 

0956 － 41 －

0777 

同  上 

㈱宮崎温仙

堂商店島原

支店 
島原市弁天町2丁目7109-4 

ＴＥＬ 
0957 － 62 －

2201 
同  上 

（株）宮崎

温仙堂商店

薬品倉庫 

諫早市東小路町２番28号 ＴＥＬ 
0957-22-
3350 

同  上 
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改正理由 

（機関） 

事象の追加及び文言の修正による修正（農林部森林整備室） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

７０

 

 

 

 

 

 

７１

 

 

 

 

 

 

 

 ７４

 

 

第２編 災害予防計画 

第４章 県土保全対策計画 

 

１ 治山事業 

1 近年の集中豪雨は、諫早水害を始めとして、昭和 57 年７月の長崎大

水害、平成元年の五島・平戸災害、平成２年の県北地方の災害、平成

３年の雲仙・普賢岳の火山災害（追加）等により、多数の尊い犠牲者

を出すとともに、各地に山地の荒廃をもたらし、災害多発県として治

山事業の必要性、緊急性を高めている。 

 

③ 防災林造成 

風倒木、山火事（追加）等が発生し、機能が失われた森林及びその

周辺の機能に低位な森林からの土砂の流出防止のため、簡易施設の整

備、森林の造成、森林の整備を実施する。 

また、海岸からに飛砂、潮風、強風とによる被害から人家、農地等

を保護するため潮工・防風工・植栽工等を実施する。 

 

６ 地すべり、山崩れ等災害予防対策 

（１） 地すべり、山崩れ対策 

地すべり対策事業は、「地すべり等防止法」に基づき国土交通、

林野、耕地で防止対策を進めているが、大地内の現象であり、原因

究明、的確な対策には極めて困難な問題があるが、対策の基本とし

ては、地すべりの最大の原因と考えられる地下水の排除のためのボ

ーリング工、遂道工、集水井、地すべり土塊の支持擁壁、地表水の

第２編 災害予防計画 

第４章 県土保全対策計画 

 

１ 治山事業 

1近年の集中豪雨は、諫早水害を始めとして、昭和57年７月の長崎大水

害、平成元年の五島・平戸災害、平成２年の県北地方の災害、平成３年

の雲仙・普賢岳の火山災害、令和３年の雲仙土砂災害等により、多数の

尊い犠牲者を出すとともに、各地に山地の荒廃をもたらし、災害多発県

として治山事業の必要性、緊急性を高めている。 

 

③ 防災林造成 

風倒木、山火事、病害虫等が発生し、機能が失われた森林及びその

周辺の機能に低位な森林からの土砂の流出防止のため、簡易施設の整

備、森林の造成、森林の整備を実施する。 

また、海岸からの飛砂、潮風、強風等による被害から人家、農地等を

保護するため潮工・防風工・植栽工等を実施する。 

 

６ 地すべり、山崩れ等災害予防対策 

（１） 地すべり、山崩れ対策 

地すべり対策事業は、「地すべり等防止法」に基づき国土交通、

林野、耕地で防止対策を進めているが、地中内部の現象であり、原

因究明、的確な対策には極めて困難な問題があるが、対策の基本と

しては、地すべりの最大の原因と考えられる地下水の排除のための

ボーリング工、遂道工、集水井、地すべり土塊の支持擁壁、地表水
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地下浸透防止のため排水路工事などが主な工事である。 

   

の地下浸透防止のため排水路工事などが主な工事である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和７年度「長崎県地域防災計画（基本計画編）」修正調書 （新旧対照） 

 

改正理由 

（機関） 

最新の情報に更新したことに伴う修正（土木部河川課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

７２

第２編 災害予防計画 

第４章 県土保全対策計画 

 

 ２ 治水事業 

 令和２年度末の河川改修率 

区分 水系 河川数 延長 要改修

延長 

改修延

長 

改修率 

一級河川 1 35 136.2 

ｋｍ 

83.1 

ｋｍ   

47.6 

ｋｍ 

57.3％ 

二級河川 210 341 1026.１ 770.4 440.1 57.1 

計 211 376 1126.3 853.5 487.7 57.1 
 

第２編 災害予防計画 

第４章 県土保全対策計画 

 

 ２ 治水事業 

 令和６年度末の河川改修率 

区分 水系 河川数 延長 要改修

延長 

改修延

長 

改修率 

一級河川 1 35 136.2 

ｋｍ 

83.1 

ｋｍ   

47.6 

ｋｍ 

57.3％ 

二級河川 210 341 1026.１ 770.4 442.6 57.5 

計 211 376 1126.3 853.5 490.2 57.4 
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改正理由 

（機関） 

「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法」（R3～R12）に基づき、決壊時に人的被害を及ぼすおそれのあるため池を

「防災重点農業用ため池」として指定し、整備対象の選定基準を明確化したことなどに伴う修正（農林部農村整備課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

７４

 

 

 

 

 

 

 

 

第２編 災害予防計画 

第４章 県土保全対策計画 

 

６ 地すべり、山崩れ等災害予防対策 

（１） 地すべり、山崩れ対策 

地すべり対策事業は、「地すべり等防止法」に基づき国土

交通、林野、耕地で防災対策を進めているが、大地内の現象

であり、原因究明、的確な対策には極めて困難な問題がある

が、対策の基本としては、地すべりの最大の原因と考えられ

る地下水の排除のためのボーリング工、遂道工、集水井、地

すべり土塊の支持擁壁、地表水の地下浸透防止のため排水路

工事などが主な工事である。 

 

７ 農地防災事業 

（１）農地防災事業 

   イ 脆弱した農業用施設による周辺農地等の被災を防止するた

め、ため池等整備事業・・・・・かんがい用ため池で、老朽

化し補強の必要なものは逐次事業を実施する。 

第２編 災害予防計画 

第４章 県土保全対策計画 

 

６ 地すべり、山崩れ等災害予防対策 

（１） 地すべり、山崩れ対策 

地すべり対策事業は、「地すべり等防止法」に基づき国土交通

省、林野庁、農林水産省農村振興局で防災対策を進めているが、

大地内の現象であり、原因究明、的確な対策には極めて困難な問

題があるが、対策の基本としては、地すべりの最大の原因と考え

られる地下水の排除のためのボーリング工、遂道工、集水井、地

すべり土塊の支持擁壁、地表水の地下浸透防止のため排水路工事

などが主な工事である。 

 

７ 農地防災事業 

（１）農地防災事業 

   イ 脆弱した農業用施設による周辺農地等の被災を防止するため、 

    ため池等整備事業・・・・・かんがい用ため池で、決壊した場合

に下流に人家や公共施設があり、人的

被害を与える恐れのある防災重点農業

用ため池を計画的に整備する。 
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改正理由 

（機関） 

誤字の修正（水産部漁港漁場課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

７５

第２編 災害予防計画 

第４章 県土保全対策計画 

 

８ 漁港海岸保全施設整備事業及び水産基盤整備事業 

（２） 侵食対策事業 

海岸浸食による被害が発生する恐れのある地域について、国民経

済上及び民生安定上重要な地域に係る海岸に重点を置き、浸食の実

態及び背後地の状況等を勘案して、海岸管理者が海岸法に基づき一

定の計画のもとに海岸保全施設の新設・改良等を行う事業である。 

第２編 災害予防計画 

第４章 県土保全対策計画 

 

８ 漁港海岸保全施設整備事業及び水産基盤整備事業 

（２） 侵食対策事業 

海岸侵食による被害が発生する恐れのある地域について、国民経

済上及び民生安定上重要な地域に係る海岸に重点を置き、侵食の実

態及び背後地の状況等を勘案して、海岸管理者が海岸法に基づき一

定の計画のもとに海岸保全施設の新設・改良等を行う事業である。 
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改正理由 

（機関） 

事象の追加及び文言の修正 

山地災害危険地区数の時点修正に伴う修正（農林部森林整備室） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

７７

 

 

 

 

 

７９

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２編 災害予防計画 

第５章 形態別災害予防対策 

第１節 災害危険区域の設定 

 

２ 危険区域の設定 

（２）地すべり等危険区域 

地すべり等防止法の指定地域は325箇所であるが、そのうちほとん

どが県北地域の第３紀層地帯の丘陵地に分布し、その他は一部東彼杵

郡及び県南部の地域にも及んでいる。 

 

（７）山地災害危険地 

なお、山地災害危険地区数は、平成29年度末現在で山腹崩壊危険地

1,642箇所、崩壊土砂流出危険地1,245箇所、地すべり危険地181箇所と

なっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２編 災害予防計画 

第５章 形態別災害予防対策 

第１節 災害危険区域の設定 

 

２ 危険区域の設定 

（２）地すべり等危険区域 

地すべり等防止法の指定地域は 326 箇所であるが、そのうちほとん

どが県北地域の第３紀層地帯の丘陵地に分布し、その他は一部東彼杵

郡及び県南部の地域にも及んでいる。 

 

（７）山地災害危険地 

なお、山地災害危険地区数は、令和６年度末現在で山腹崩壊危険地

1,641 箇所、崩壊土砂流出危険地 1,246 箇所、地すべり危険地 181 箇

所となっている。 
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改正理由 

（機関） 

実施機関の変更及び削除に伴う修正（土木部都市政策課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

７７

 

第５章 形態別災害予防対策 

第１節 災害危険区域の設定 

         （農村整備課：森林整備室：砂防課：都市政策課） 

第５章 形態別災害予防対策 

第１節 災害危険区域の設定 

         （農村整備課：森林整備室：砂防課：建築課） 
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改正理由 

（機関） 

令和 7 年５月２３日から宅地造成規制法（R7.5.25 失効）に代わり、宅地造成及び特定盛土等規制法の運用が開始し、県内全域を宅地造成等工事

規制区域若しくは特定盛土等規制区域に指定したことによる修正（土木部盛土対策室） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

７７

 

第５章 形態別災害予防対策 

第１節 災害危険区域設定 

 

２ 危険区域の設定 

 

（３） 宅地造成工事規制区域 

ア 区域設定の基準（宅地造成等規制法第３条） 

宅地造成に伴いがけ崩れ又は土砂の流出を生ずるおそれが大き

い市街地又は市街地となろうとする土地の区域を知事（長崎市及

び佐世保市においては市長）が指定し、その区域内の宅地造成に

関する工事等について災害の防止のために必要な規制を行う。 

イ 規制基準の概要 

１ 知事等の許可を要するもの 

（1） 土地の形質の変更（２ｍをこえる切土、１ｍをこえる盛

土、２ｍをこえる切盛土）をする場合 

（2） 土地の形質の変更に該当しないが、切土又は盛土があり、

その土地の面積が500㎡をこえる場合 

２ 切土、盛土をしたがけ面は、高さ、土質及び勾配に応じた擁壁

を要する。 

３ 切土、盛土をする場合には、地表水を有効に排除できる排水

施設を要する。 

４ 区域指定の概要 

現在長崎市内に3,127ｈａ、佐世保市内に2,356ｈａ指定され

ている。 

第５章 形態別災害予防対策 

第１節 災害危険区域設定 

 

２ 危険区域の設定 

 

（削除） 
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（４） 造成宅地防災区域 

ア 区域設定の基準（宅地造成等規制法第20条） 

宅地造成工事規制区域及び造成宅地防災区域以外の土地であっ

て、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害が生

じるおそれが大きい一団の造成宅地の区域を知事（長崎市及び佐

世保市においては市町）が指定し、災害の防止のために必要な規

制を行う。 

イ 区域指定の要件（宅地造成等規制法施行令第19条） 

１ 盛土した土地の区域であって、安定計算によって地震力及び

盛土の自重によって当該盛土自体が滑り出す力が、滑り面にお

ける最大摩擦抵抗力その他の抵抗力を上回ることが確かめられ

たもので次のいずれかに該当するもの 

・盛土をした土地の面積が3,000㎡以上であり、盛土部分の内部

に地下水が浸入しているもの 

・盛土をする前の地盤面が水平面に対して20度以上の角度であ

り、当該盛土の高さが５ｍを超えるもの 

２ 切土又は盛土をした後、地盤の滑動や造成工事により設置さ

れた擁壁の沈下及び崖の崩落その他これらに類する事象が生じ

ているもの（現在県内において、指定された区域はない。） 
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改正理由 

（機関） 

境界防火線等の整備状況について関係市町の最新状況を反映することに伴う修正（農林部森林整備室） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

８１

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 形態別災害予防対策 

第２節 火災予防計画 

 

３ 森林火災を未然に防止し、又は火災による災害の拡大防止を図る。 

（１） 境界防火線等の整備状況（Ｒ３．３．３１現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 形態別災害予防対策 

第２節 火災予防計画 

 

３ 森林火災を未然に防止し、又は火災による災害の拡大防止を図る。 

（１）境界防火線等の整備状況（Ｒ７．８．３１現在） 
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改正理由 

（機関） 

雨水排水に関する県有施設がないため、市町のみの記載とし、県に係る記載を削除することに伴う修正（県民生活環境部水環境対策課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

９１ 

第２編 災害予防計画 

第５章 形態別災害予防対策 

第７節 都市災害予防計画 

 

〔災害予防〕 

４ 公共下水道等の排水施設等の災害予防対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）県又は市町は、雨水出水特別警戒水位に到達した旨の情報を提

供する公共下水道等の排水施設等として指定した排水施設等につ

いて、想定し得る最大規模の降雨により排水施設に雨水を排除で

きなくなった場合又は排水施設から河川等に雨水を排水できなか

った場合に浸水が想定される区域を雨水出水浸水想定区域として

指定し、指定の区域及び浸水した場合に想定される水深、浸水継

続時間等を公表するとともに、県にあっては関係市町の長に通知

するものとする。 

 

第２編 災害予防計画 

第５章 形態別災害予防対策 

第７節 都市災害予防計画 

 

〔災害予防〕 

４ 上下水道施設の災害予防対策 

（１）水道事業者及び下水道管理者は、民間事業者等との協定締結な

どにより発災後における上下水道施設の維持又は修繕に努めると

ともに、災害の発生時においても上下水道の機能を維持するため、

必要な資機材の整備等に努めるものとする。また、発災後に迅速

に復旧できるよう、上下水道システムの基幹施設等の最優先で復

旧すべき箇所をあらかじめ定めておくなど、上下水道一体となっ

た対応に努めるものとする。さらに、宅内配管についても迅速に

復旧できるよう、あらかじめ体制の構築に努めるものとする。 

 

（２）県又は市町は、雨水出水特別警戒水位に到達した旨の情報を提

供する公共下水道等の排水施設等として指定した排水施設等につ

いて、想定し得る最大規模の降雨により排水施設に雨水を排除で

きなくなった場合又は排水施設から河川等に雨水を排水できなか

った場合に浸水が想定される区域を雨水出水浸水想定区域として

指定し、指定の区域及び浸水した場合に想定される水深、浸水継

続時間等を公表するとともに、県にあっては関係市町の長に通知

するものとする。 

 



令和７年度「長崎県地域防災計画（基本計画編）」修正調書 （新旧対照） 

 

 

改正理由 

（機関） 

当局所掌業務に該当しないため（危機管理部防災企画課） 

 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

９０

 

 

 

 

 

 

第２編 災害予防計画 

第５章 形態別災害予防対策 

第４節 都市災害予防計画 

（都市政策課：道路建設課：道路維持課：住宅課：水環境対策課：九州

経済産業局） 

 

 

 

第２編 災害予防計画 

第５章 形態別災害予防対策 

第４節 都市災害予防計画 

（都市政策課：道路建設課：道路維持課：住宅課：水環境対策課：九州

地方整備局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和７年度「長崎県地域防災計画（基本計画編）」修正調書 （新旧対照） 

 

改正理由 

（機関） 

新たな道路施設の整備に伴う修正（土木部道路維持課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

９１

第２編 災害予防計画 

第５章 形態別災害予防対策 

第７節 都市災害予防計画 

 

３ 防災拠点の確保・整備 

（１） 1 防災拠点となる都市公園については、その機能をより一層効

果的に発揮するよう、必要に応じて、防災上地域の核的施設とな

る小中学校、病院、福祉施設等の公共施設や避難路、物資の補給

路等となる幹線道路等に隣接した地域に設置を図るものとする。 

1 下水処理場等のオープンスペースを防災拠点として活用できる

よう整備し、必要となる雑用水として高度処理水、雨水貯留水の

活用を図るものとする。 

 （追加） 

第２編 災害予防計画 

第５章 形態別災害予防対策 

第７節 都市災害予防計画 

 

３ 防災拠点の確保・整備 

（１） 1 防災拠点となる都市公園については、その機能をより一層効

果的に発揮するよう、必要に応じて、防災上地域の核的施設とな

る小中学校、病院、福祉施設等の公共施設や避難路、物資の補給

路等となる幹線道路等に隣接した地域に設置を図るものとする。 

1 下水処理場等のオープンスペースを防災拠点として活用できる

よう整備し、必要となる雑用水として高度処理水、雨水貯留水

の活用を図るものとする。 

（２） 道の駅を防災拠点として防災機能強化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    



令和７年度「長崎県地域防災計画（基本計画編）」修正調書 （新旧対照） 

 

改正理由 

（機関） 

国の防災基本計画の修正に伴う修正及び、災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準（平成 25 年内閣府告示第 228 号）

等の一部改正伴う修正（福祉保健部福祉保健課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

１００

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２編 災害予防計画 

第６章 生活福祉に係る災害予防計画 

 

３ 地域における避難行動要支援者対策の強化 

災害時には避難などの行動に困難が生じ、また、避難生活において

も厳しい環境に置かれることが考えられる災害時に配慮が必要な高齢

者、障がい者、乳幼児等の要配慮者のうち、特に災害時に自ら避難す

ることが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るた

め特に支援を要する避難行動要支援者に対する平常時からの地域にお

ける支援体制づくりや、社会福祉施設等の防災対策の充実を図る。 

（１）避難行動要支援者名簿及び個別避難計画と支援体制の整備 

① 避難行動要支援者名簿の作成及び更新 

市町は、市町地域防災計画に基づき、防災担当部局と福祉担

当部局との連携の下、平常時より避難行動要支援者に関する情

報を把握し、避難行動要支援者名簿を作成するものとする。ま

た、避難行動要支援者名簿については、地域における避難行動

要支援者の居住状況や避難支援を必要とする事由を適切に反映

したものとなるよう、定期的に更新するとともに、庁舎の被災

等の事態が生じた場合においても名簿の活用に支障が生じない

よう、名簿情報の適切な管理に努めるものとする。また、被災

者支援業務の迅速化・効率化のため、避難行動要支援者名簿の

作成等にデジタル技術を活用するよう積極的に検討するものと

する。 

 

第２編 災害予防計画 

第６章 生活福祉に係る災害予防計画 

 

３ 地域における避難行動要支援者対策の強化 

災害時には避難などの行動に困難が生じ、また、避難生活において

も厳しい環境に置かれることが考えられる災害時に配慮が必要な高齢

者、障がい者、乳幼児等の要配慮者のうち、特に災害時に自ら避難す

ることが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るた

め特に支援を要する避難行動要支援者に対する平時からの地域におけ

る支援体制づくりや、社会福祉施設等の防災対策の充実を図る。 

（１）避難行動要支援者名簿及び個別避難計画と支援体制の整備 

① 避難行動要支援者名簿の作成及び更新 

市町は、市町地域防災計画に基づき、防災担当部局と福祉担

当部局との連携の下、平時より避難行動要支援者に関する情報

を把握し、避難行動要支援者名簿を作成するものとする。ま

た、避難行動要支援者名簿については、地域における避難行動

要支援者の居住状況や避難支援を必要とする事由を適切に反映

したものとなるよう、定期的に更新するとともに、庁舎の被災

等の事態が生じた場合においても名簿の活用に支障が生じない

よう、名簿情報の適切な管理に努めるものとする。また、被災

者支援業務の迅速化・効率化のため、避難行動要支援者名簿の

作成等にデジタル技術を活用するよう積極的に検討するものと

する。 
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② 個別避難計画の作成 

市町は、市町地域防災計画に基づき、防災担当部局や福祉担

当部局など関係部局の連携の下、福祉専門職、社会福祉協議

会、民生委員、地域住民等の避難支援等に携わる関係者と連携

して、名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに、作成の同意を

得て、個別避難計画を作成するよう努めるものとする。また、

個別避難計画については、避難行動要支援者の状況の変化、ハ

ザードマップの見直しや更新、災害時の避難方法等の変更等を

適切に反映したものとなるよう、必要に応じて更新するととも

に、庁舎の被災等の事態が生じた場合においても、計画の活用

に支障が生じないよう、個別避難計画情報の適切な管理に努め

るものとする。また、被災者支援業務の迅速化・効率化のた

め、個別避難計画の作成等にデジタル技術を活用するよう積極

的に検討するものとする。県は、市町における個別避難計画に

係る取組に関して、事例や留意点 などの提示、研修会の実施

等の取組を通じた支援に努めるものとする。 

③及び④  （略） 

⑤ 避難行動要支援者への配慮 

市町は、個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者

についても、避難支援等が円滑かつ迅速に実施されるよう、平

常時から、避難支援等に携わる関係者への必要な情報の提供、

関係者間の事前の協議・調整その他の避難支援体制の整備な

ど、必要な配慮をするものとする。 

 

 

② 個別避難計画の作成 

市町は、市町地域防災計画に基づき、防災担当部局や福祉担

当部局など関係部局の連携の下、福祉専門職、社会福祉協議

会、民生委員、地域住民等の避難支援等に携わる関係者と連携

して、名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに、作成の同意を

得て、個別避難計画を作成するよう努めるものとする。また、

個別避難計画については、避難行動要支援者の状況の変化、ハ

ザードマップの見直しや更新、災害時の避難方法等の変更等を

適切に反映したものとなるよう、必要に応じて更新するととも

に、庁舎の被災等の事態が生じた場合においても、計画の活用

に支障が生じないよう、個別避難計画情報の適切な管理に努め

るものとする。また、個別避難計画の作成を促進するため、避

難行動要支援者や避難支援等に携わる関係者に対し、制度の周

知・啓発等に努めるものとする。 

 

 

③及び④  （略） 

⑤ 避難行動要支援者への配慮 

市町は、個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者

についても、避難支援等が円滑かつ迅速に実施されるよう、平

時から、避難支援等に携わる関係者への必要な情報の提供、関

係者間の事前の協議・調整その他の避難支援体制の整備など、

必要な配慮をするものとする。 

 

 

 

 



令和７年度「長崎県地域防災計画（基本計画編）」修正調書 （新旧対照） 

 

改正理由 

（機関） 

国の災害基本計画の修正に伴う修正（県民生活環境部県民生活環境課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

１０２

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２編 災害予防計画 

第６章 生活福祉に係る災害予防計画 

 

４ 災害時におけるボランティア活動を支援するための環境整備 

（２）県及び市町は、県・市町社会福祉協議会及び公益財団法人県民

ボランティア振興基金と協力し、「長崎県災害救援ボランティア活

動マニュアル（令和 4 年 3 月）」を活用して、災害時におけるボ

ランティア活動の環境整備のため、ボランティアの登録、コーデ

ィネータの養成、ボランティアの拠点相互のネットワーク構築等

に努める。 

また、専門的な知識や技術を有するボランティア団体の受入れ

を円滑に進めるため、県は、平時から、専門的ＮＰＯ・ボランテ

ィア団体等との連携体制を構築するとともに、関係課と連携し、

専門的な知識や技術を有するボランティア団体等に係る情報を共

有するよう努める。 

 

 

 

第２編 災害予防計画 

第６章 生活福祉に係る災害予防計画 

 

４ 災害時におけるボランティア活動を支援するための環境整備 

（２）県及び市町は、県・市町社会福祉協議会及び公益財団法人県民

ボランティア振興基金と協力し、「長崎県災害救援ボランティア活

動マニュアル（令和 4 年 3 月）」を活用して、災害時におけるボ

ランティア活動の環境整備のため、ボランティアの登録、コーデ

ィネータの養成、ボランティアの拠点相互のネットワーク構築等

に努めるとともに、災害中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等

の活動支援や活動調整を行う組織）を含めた連携体制の構築を図

る。 

また、専門的な知識や技術を有するボランティア団体の受入れ

を円滑に進めるため、県は、平時から、専門的ＮＰＯ・ボランテ

ィア団体等との連携体制を構築するとともに、関係課と連携し、

専門的な知識や技術を有するボランティア団体等に係る情報を共

有するよう努める。 

 

 

 

 

 

 

 



令和７年度「長崎県地域防災計画（基本計画編）」修正調書 （新旧対照） 

 

改正理由 

（機関） 

担当課の記載の修正に伴う修正（危機管理部防災企画課：秘書・広報戦略部広報課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

１０４

 

 

 

 

 

第３編 災害応急対策計画 

第１章 活動計画 

第１節 組織計画 

（広報課：防災企画課：関係機関） 

 

 

第３編 災害応急対策計画 

第１章 活動計画 

第１節 組織計画 

（防災企画課：各課：関係機関） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    



令和７年度「長崎県地域防災計画（基本計画編）」修正調書 （新旧対照） 

 

改正理由 

（機関） 

連絡先電話番号の変更に伴う修正（長崎地方気象台、九州管区行政評価局長崎行政監視相談センター）  

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

１０６

 

 

 

第３編 災害応急対策計画 

第１章 活動計画 

第１節 組織計画 

 

２ 長崎県の災害対策系統 

（１） 

機関名 電話 

指定地方行政機関 長崎地方気象台  095（811）4861 

（追加） （追加） 

 

 

第３編 災害応急対策計画 

第１章 活動計画 

第１節 組織計画 

 

２ 長崎県の災害対策系統 

（１） 

機関名 電話 

指定地方行政機関 長崎地方気象台  095（811）4862 

九州管区行政評価局

長崎行政監視相談セ

ンター 

095（849）1101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和７年度「長崎県地域防災計画（基本計画編）」修正調書 （新旧対照） 

 

改正理由 

（機関） 

警報・注意報発表基準変更に伴う修正（長崎地方気象台）  

ページ 現 行 計 画 

 

 

１２３ 

 

 

第３編 災害応急対策計画 

第２章 通信及び情報収集伝達計画 

第１節 防災気象情報の伝達計画 

 

２ 特別警報・警報・注意報 

  警報・注意報発表基準一覧表 

 （別紙６６ページ上段に記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和７年度「長崎県地域防災計画（基本計画編）」修正調書 （新旧対照） 

 

改正理由 

（機関） 

警報・注意報発表基準変更に伴う修正（長崎地方気象台）  

ページ 修 正 計 画 （案） 

 

 

 

 

１２３

 

 

第３編 災害応急対策計画 

第２章 通信及び情報収集伝達計画 

第１節 防災気象情報の伝達計画 

 

２ 特別警報・警報・注意報 

  警報・注意報発表基準一覧表 

 （別紙６７ページ下段に記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和７年度「長崎県地域防災計画（基本計画編）」修正調書 （新旧対照） 

 

改正理由 

（機関） 

別表番号の誤りに伴う修正（長崎地方気象台）  

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

１２４

 

 

 

第３編 災害応急対策計画 

第２章 通信及び情報収集伝達計画 

第１節 防災気象情報の伝達計画 

 

２ 特別警報・警報・注意報 

 

府県版警報・注意報発表基準一覧表の解説 

（１）～（７）略 

【大雨、洪水及び高潮警報・注意報基準表（別表１～４）の解説】 

（１）～（３）略 

（４）大雨警報・注意報の表面雨量指数基準は、市町村等の域内におい

て単一の値をとる。ただし、暫定基準を設定する際に市町村等の一部地

域のみ通常より低い基準で運用する場合がある。この場合、別表１及び

３の表面雨量指数基準には市町村等の域内における基準の最低値を示し

ている。 

（５）大雨警報・注意報の土壌雨量指数基準は 1km 四方毎に設定して

いるが、別表１及び３の土壌雨量指数基準には市町村等の域内における

基準の最低値を示している。1km 四方毎の基準値については、別添資

料 （https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/index_shisu.html）

を参照のこと。 

 

 

（６）略 

（７）洪水警報・注意報の流域雨量指数基準は、各流域のすべての地点

第３編 災害応急対策計画 

第２章 通信及び情報収集伝達計画 

第１節 防災気象情報の伝達計画 

 

２ 特別警報・警報・注意報 

 

府県版警報・注意報発表基準一覧表の解説 

（１）～（７）略 

【大雨、洪水及び高潮警報・注意報基準表（別表１～４）の解説】 

（１）～（３）略 

（４）大雨警報・注意報の表面雨量指数基準は、市町村等の域内におい

て単一の値をとる。ただし、暫定基準を設定する際に市町村等の一部地

域のみ通常より低い基準で運用する場合がある。この場合、別表１（削

除）の表面雨量指数基準には市町村等の域内における基準の最低値を示

している。 

（５）大雨警報・注意報の土壌雨量指数基準は 1km 四方毎に設定して

いるが、別表１（削除）の土壌雨量指数基準には市町村等の域内におけ

る基準の最低値を示している。1km 四方毎の基準値については、別添

資料 

（https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/index_shisu.html）を

参照のこと。 

 

（６）略 

（７）洪水警報・注意報の流域雨量指数基準は、各流域のすべての地点
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に設定しているが、別表２及び４の流域雨量指数基準には主要な河川に

おける代表地点の基準値を示している。欄が空白の場合は、当該市町村

等において主要な河川は存在しないことを表している。主要な河川以外

の河川も含めた流域全体の基準値は別添資料 

（https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/index_kouzui.html）

を参照のこと。 

（８）～（１０）略 

 

に設定しているが、別表２及び３の流域雨量指数基準には主要な河川に

おける代表地点の基準値を示している。欄が空白の場合は、当該市町村

等において主要な河川は存在しないことを表している。主要な河川以外

の河川も含めた流域全体の基準値は別添資料 

（https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/index_kouzui.html）

を参照のこと。 

（８）～（１０）略 
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改正理由 

（機関） 

警報・注意報発表基準変更に伴う修正（長崎地方気象台）  

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

１２５

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３編 災害応急対策計画 

第２章 通信及び情報収集伝達計画 

第１節 防災気象情報の伝達計画 

 

２ 特別警報・警報・注意報 

 

別表１ 大雨警報・注意報基準       令和６年５月２３日現在 

市町村を 

まとめた

地域 

市町村等 

大雨警報 大雨注意報 

表面雨量指

数基準 

土壌雨量指

数基準 

表面雨量指

数基準 

土壌雨量

指数基準 

島原半島 南島原市 22 173 12 100 

長崎地区 

長崎市 29 160 19 92 

長与町 29 176 19 102 

時津町 29 163 18 94 

西彼杵 

半島 

西海市(江

島・平島を

除く) 

30 196 20 113 

佐世保・

東彼地区 

東彼杵町 22 200 15 116 

川棚町 22 203 17 117 

波佐見町 21 207 14 120 

 

 

 

第３編 災害応急対策計画 

第２章 通信及び情報収集伝達計画 

第１節 防災気象情報の伝達計画 

 

２ 特別警報・警報・注意報 

 

別表１ 大雨警報・注意報基準       令和７年５月２９日現在 

市町村を 

まとめた

地域 

市町村等 

大雨警報 大雨注意報 

表面雨量指

数基準 

土壌雨量指

数基準 

表面雨量指

数基準 

土壌雨量

指数基準 

島原半島 南島原市 24 173 12 100 

長崎地区 

長崎市 33 160 20 92 

長与町 31 176 21 102 

時津町 31 163 18 94 

西彼杵 

半島 

西海市(江

島・平島を

除く) 

30 196 21 113 

佐世保・

東彼地区 

東彼杵町 26 200 15 116 

川棚町 24 203 18 117 

波佐見町 24 207 14 120 
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１２６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表２ 洪水警報基準           令和６年５月２３日現在 

市町村を 

まとめた

地域 

市町村等 流域雨量指数基準 
複 合 

基 準 

指定河 

川洪水 

予報に 

よる基 

準 

島原  

半島  

島原市  

湯江川流域=11.6,西川

流域=9.2,大手川流域＝

5.7,水無川流域=11.8 

(略) (略) 

雲仙市  

湯田川流域=7 山田川

流域=8.5 西郷川流域

=9.3 神代川流域

=10.4，多比良川流域

=3.1 土黒川流域

=11.9，千々石川流域

=18 境川流域=9.4 

(略) (略) 

南島原市  

深江川流域=11，有家

川流域=15.1，大手川

流域=5.1，有馬川流域

=9.7，堀川流域=10.4 

(略) (略) 

長崎  

地区  
長崎市  

戸根川流域=11，神浦

川流域=15.3，出津川

流域=8.4 浦上川流域

=18.3 中島川流域

=13.7，鹿尾川流域

(略) (略) 

 

別表２ 洪水警報基準          令和７年５月２９日現在 

市町村を 

まとめた

地域 

市町村等 流域雨量指数基準 
複 合 

基 準 

指定河 

川洪水 

予報に 

よる基 

準 

島原  

半島  

島原市  

湯江川流域=11.6,西川

流域=9.2,大手川流域＝

5.7,水無川流域=10.6 

(略) (略) 

雲仙市  

湯田川流域=7 山田川

流域=8.5 西郷川流域

=9.3 神代川流域

=10.4，多比良川流域

=3.1 土黒川流域

=12.2，千々石川流域

=18 境川流域=9.4 

(略) (略) 

南島原市  

深江川流域=11.9，有

家川流域=15.1，大手

川流域=5.3，有馬川流

域=9.7，堀川流域

=10.4 

(略) (略) 

長崎  

地区  
長崎市  

戸根川流域=11，神浦

川流域=13.9，出津川

流域=8.8 浦上川流域

=18.3 中島川流域

(略) (略) 
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=13.1，大川流域

=10.7、八郎川流域

=17.1，大井手川流域

=7.5 

諫早・大

村地区   
諫早市  

長田川流域=10.5，福

田川流域=7.3，長里川

流域=10.3，境川流域

=12.5，小江川流域

=10.6，仁反田川流域

=5，東大川流域

=15.5，喜々津川流域

=12.2，江ノ浦川流域

=12.2，半造 川流域

=16.7 

(略) 

江ノ浦

川流域

=

（10，

10,9） 

（略） 

(略) 

西彼杵 

半島  

西海市(江

島・平島を

除く)  

大明寺川流域=12.4，

木場川流域=8.8，多以

良川流域=10 雪浦川流

域=20.4 

(略) (略) 

平戸・松

浦地区 
松浦市  

今福川流域=9.3，調川

川流域=8.7，志佐川流

域=16.6， 竜尾川流域

=11.2 

(略) (略) 

佐世保・

東彼地

区  

佐世保市

(宇久地域

を除く)  

江迎川流域=16.5，鹿

町川流域=11.6，佐々

川流域=21.3，相浦川

流域=23.7，佐世保川

(略) (略) 

=13.7，鹿尾川流域

=13.1，大川流域

=10.7、八郎川流域

=17.1，大井手川流域

=7.5 

諫早・大

村地区  
諫早市  

長田川流域=10.5，福

田川流域=7.3，長里川

流域=10.3，境川流域

=12.5，小江川流域

=10.6，仁反田川流域

=5，東大川流域

=15.5，喜々津川流域

=12.5，江ノ浦川流域

=12.2，半造 川流域

=16.7 

(略) 

江ノ浦

川流域

=

（10，

10.9） 

（略） 

(略) 

西彼杵 

半島  

西海市(江

島・平島

を除く)  

大明寺川流域=13，木

場川流域=9.6，多以良

川流域=10.9 雪浦川流

域=21.2 

(略) (略) 

平戸・松

浦地区 
松浦市  

今福川流域=9.1，調川

川流域=8.7，志佐川流

域=16.6， 竜尾川流域

=11.2 

(略) (略) 

佐世保・

東彼地

区  

佐世保市

(宇久地域

を除く)  

江迎川流域=16.5，鹿

町川流域=11.5，佐々

川流域=21.3，相浦川

(略) (略) 
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１２７～

１２８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流域=11，日宇川流域

=12.2， 小森川流域

=14.5，金田川流域

=9.2，宮村川流域

=10.4，小川内川流域

=8.7，牟田川流域

=7.4，早岐川流域=8.9 

東彼杵町  
彼杵川流域=13.3,  

千綿川流域=12.1 
(略) (略) 

川棚町  川棚川流域=22.7 (略) (略) 

波佐見町  川棚川流域=15 (略) (略) 

壱岐  壱岐市  

幡鉾川流域=16.7， 

永田川流 域=6.5    

谷江川流域=15.1 

(略) (略) 

下対馬  下対馬  （略） 

け知川

流域=

（7，

6.5） 

(略) 

上五島 
新上五島

町  

釣道川流域＝9.8 佐野

原川流域=10.4 
(略) (略) 

＊1 （表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表し

ています。 

 

 

 

 

流域=23.7，佐世保川

流域=11，日宇川流域

=12.2， 小森川流域

=14.5，金田川流域

=9.2，宮村川流域

=10.9，小川内川流域

=8.7，牟田川流域

=7.4，早岐川流域=8.9 

東彼杵町  
彼杵川流域=15,   

千綿川流域=12.1 
(略) (略) 

川棚町  川棚川流域=25 (略) (略) 

波佐見町  川棚川流域=15.5 (略) (略) 

壱岐  壱岐市  

幡鉾川流域=16.7， 

永田川流域=6.5   

谷江川流域=15.8 

(略) (略) 

下対馬  下対馬  （略） 

け知川

流域=

（11，

6.5） 

(略) 

上五島 
新上五島

町  

釣道川流域＝8.1 佐野

原川流域=10.4 
(略) (略) 

＊1 （表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表し

ています。 
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 別表３ 洪水注意報基準          令和６年５月２３日現在 

市町村を 

まとめた

地域 

市町村等 流域雨量指数基準 複合基準 

指定河 

川洪水 

予報に 

よる基 

準 

島原  

半島  

島原市  

湯江川流域=9.2，

西川流域=7.3， 

大手川流域＝4.6 

水無川流域=9.4 

(略) (略) 

雲仙市  

湯田川流域=5.6，

山田川流域=6.8，

西郷川流域=7.4，

神代川流域=8.3，

多比良川流域=2.5 

土黒川流域=9.5，

千々石川流域

=14.4，境川流域

=7.5 

(略) (略) 

南島原市  

深江川流域=8.8，

有家川流域=12，

大手川流域=4.1，

有馬川流域=7.7，

堀川流域=8.3 

大手川流

域= 

（10,4） 

 有馬川流

域 

（6,6,9） 

(略) 

長崎  長崎市  戸根川流域=8.8， (略) (略) 

別表３ 洪水注意報基準          令和７年５月２９日現在 

市町村を 

まとめた

地域 

市町村等 流域雨量指数基準 複合基準 

指定河 

川洪水 

予報に 

よる基 

準 

島原  

半島  

島原市  

湯江川流域=9.2，

西川流域=7.3， 

大手川流域＝4.6 

水無川流域=8.4 

(略) (略) 

雲仙市  

湯田川流域=5.6，

山田川流域=6.8，

西郷川流域=7.4，

神代川流域=8.3，

多比良川流域=2.5 

土黒川流域=9.7，

千々石川流域

=14.4，境川流域

=7.5 

(略) (略) 

南島原市  

深江川流域=9.5，

有家川流域=12，

大手川流域=4.2，

有馬川流域=6.9，

堀川流域=8.3 

大手川流

域=  

（6,4.2） 

有馬川流

域 

（6,6.9） 

(略) 

長崎  長崎市  戸根川流域=8.8， (略) (略) 
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地区  神浦川流域

=12.2，出津川流

域=6.7， 浦上川

流域=14.6，  

中島川流域

=10.9，鹿尾川流

域=10.4， 大川流

域=8.5，八郎川流

域=13.6，大井手

川流域=6 

諫早・大

村地区   
諫早市  

長田川流域=8.4，

福田川流域=5.8，

長里川流域=8.2，

境川流域=8.9， 

小江川流域=8.4，

仁反田川流域

=4，東大川流域

=12.4，喜々津川

流域=9.7，江ノ浦

川流域=9.7，半造 

川流域=13.3 

(略) (略) 

西彼杵 

半島  

西海市(江

島・平島を

除く)  

大明寺川流域

=9.9，木場川流域

=7，多以良川流

域=8，雪浦川流

域=16.3 

(略) (略) 

平戸・ 松浦市  今福川流域=7.4， (略) (略) 

地区  神浦川流域

=11.1，出津川流

域=7， 浦上川流

域=14.6，   

中島川流域

=10.9，鹿尾川流

域=10.4， 大川流

域=8.5，八郎川流

域=13.6，大井手

川流域=6 

諫早・大

村地区   
諫早市  

長田川流域=8.4，

福田川流域=5.8，

長里川流域=8.2，

境川流域=8.9， 

小江川流域=8.4，

仁反田川流域=4，

東大川流域

=12.4，喜々津川

流域=10，江ノ浦

川流域=9.7，半造 

川流域=13.3 

(略) (略) 

西彼杵 

半島  

西海市(江

島・平島を

除く)  

大明寺川流域

=10.4，木場川流

域=7.6，多以良川

流域=8.7，雪浦川

流域=16.9 

(略) (略) 

平戸・ 松浦市  今福川流域=7.2， (略) (略) 
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松浦地区 調川川流域=6.9，

志佐川流域

=13.2，竜尾川流

域=8.9 

佐世保・

東彼地

区  

佐世保市(宇

久地域を除

く)  

江迎川流域=9.1，

鹿町川流域=9.2，

佐々川流域=17，

相浦川流域

=18.9，    

佐世保川流域

=8.8，日宇川流域

=9.7，小森川 流

域=11.6，金田川

流域=7.3，宮村川

流域=8.3，小川内

川流域=6.9，牟田

川流域=5.9，早岐

川流域=7.1 

(略) (略) 

東彼杵町  

彼杵川流域

=10.6，    

千綿川流域=9.6 

(略) (略) 

川棚町  川棚川流域=18.1 (略) (略) 

波佐見町  川棚川流域=12 (略) (略) 

壱岐  壱岐市  

幡鉾川流域

=13.3，    

永田川流域＝5.2 

(略) (略) 

松浦地区 調川川流域=6.9，

志佐川流域

=13.2，竜尾川流

域=8.9 

佐世保・

東彼地

区  

佐世保市(宇

久地域を除

く)  

江迎川流域=9.1，

鹿町川流域=9.2，

佐々川流域=17，

相浦川流域

=18.9，    

佐世保川流域

=8.8，日宇川流域

=9.7，小森川 流

域=11.6，金田川

流域=7.3，宮村川

流域=8.7，小川内

川流域=6.9，牟田

川流域=5.9，早岐

川流域=7.1 

(略) (略) 

東彼杵町  
彼杵川流域=12，

千綿川流域=9.6 
(略) (略) 

川棚町  川棚川流域=20 (略) (略) 

波佐見町  川棚川流域=12.4 (略) (略) 

壱岐  壱岐市  

幡鉾川流域

=13.3，    

永田川流域＝5.2 

谷江川流域=12.6 

(略) (略) 
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谷江川流域=12 

上対馬  上対馬  （略） 

仁田川流

域 = 

（5,8.2） 

佐護川流

域=  

（7，11） 

飼所川流

域＝ 

（5,11.2） 

(略) 

下対馬  下対馬  （略） 

け知川流

域= 

（5,5.2）  

厳原本川

流域= 

（11,1.6） 

加志川流

域= 

（5,6.1）  

瀬川流域 

＝

（5,10.2） 

久根川流

域＝

（5,6.9） 

(略) 

上五島 新上五島町  
釣道川流域＝7.8 

佐野原川流域=8.3 

釣道川流

域＝ 
(略) 

上対馬  上対馬  （略） 

仁田川流

域 = 

（5,8.2），

佐護川流

域= 

（7，11） 

飼所川流

域＝

（5,11.2） 

(略) 

下対馬  下対馬  （略） 

け知川流

域= 

（11,5.5）  

瀬川流域=

（11,8.2）  

久根川流

域= 

（7,6.9）  

加志川流

域＝

（11,4.9）

厳原本川

流域＝

（11,1.6） 

(略) 

上五島 新上五島町  
釣道川流域＝6.4 

佐野原川流域=8.3 

釣道川流

域＝ 

（6,6.3）

（削除） 

(略) 
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（6,7.5） 

― 

下五島  五島市  （略） 

一の川流

域 = 

（13,11.2) 

(略) 

 

下五島  五島市  （略） 

一の川流

域 = 

（10,11.4) 

(略) 
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改正理由 

（機関） 

数値の誤りに伴う修正（長崎地方気象台）  

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

１２９

 

 

 

第３編 災害応急対策計画 

第２章 通信及び情報収集伝達計画 

第１節 防災気象情報の伝達計画 

 

２ 特別警報・警報・注意報 

 

別表４ 高潮警報・注意報発表基準    平成２４年５月２９日現在 

市町村等をま

とめた地域 
市町村等 

潮 位 

警報 注意報 

上五島 
西海市（江

島・平島） 
（略） 2.4m 

（略） 

 

第３編 災害応急対策計画 

第２章 通信及び情報収集伝達計画 

第１節 防災気象情報の伝達計画 

 

２ 特別警報・警報・注意報 

 

別表４ 高潮警報・注意報発表基準    平成２４年５月２９日現在 

市町村等をま

とめた地域 
市町村等 

潮 位 

警報 注意報 

上五島 
西海市（江

島・平島） 
（略） 1.9m 

（略） 
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改正理由 

（機関） 

不要な注釈の削除、及び概要の説明文追記による修正（長崎地方気象台）  

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

１３０

 

 

第３編 災害応急対策計画 

第２章 通信及び情報収集伝達計画 

第１節 防災気象情報の伝達計画 

 

３ キキクル（大雨警報・洪水警報の危険度分布）等 

キキクル等の種類と概要 

種類 概要 

土砂キキクル 

（大雨警報 

（土砂災害） 

の危険度布）

※ 

（略） 

・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ち

に身の安全を確保する必要があるとされ

る警戒レベル５に相当。 

・「危険」（紫）：危険な場所から避難する

必要があるとされる警戒レベル４に相

当。 

・「警戒」（赤）：高齢者等が危険な場所か

ら避難する必要があるとされる警戒レベ

ル３に相当。 

（追加） 

洪水キキクル 

（洪水警報の 

危険度分布） 

（略） 

・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ち

に身の安全を確保する必要があるとされ

る警戒レベル５に相当。 

・「危険」（紫）：危険な場所から避難する

第３編 災害応急対策計画 

第２章 通信及び情報収集伝達計画 

第１節 防災気象情報の伝達計画 

 

３ キキクル（大雨警報・洪水警報の危険度分布）等 

キキクル等の種類と概要 

種類 概要 

土砂キキクル 

（大雨警報 

（土砂災害） 

の危険度分布）

（削除） 

（略） 

・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに身の安全を確保

する必要があるとされる警戒レベル５に相当。 

・「危険」（紫）：危険な場所から避難する必要があるとされ

る警戒レベル４に相当。 

・「警戒」（赤）：高齢者等が危険な場所から避難する必要が

あるとされる警戒レベル３に相当。 

・ 「注意」（黄）：ハザードマップによる災害リスクの再確認

等、避難に備え自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レ

ベル２に相当。 

洪水キキクル 

（洪水警報の 

危険度分布） 

（略） 

・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに身の安全を確保

する必要があるとされる警戒レベル５に相当。 

・「危険」（紫）：危険な場所から避難する必要があるとされ

る警戒レベル４に相当。 

・「警戒」（赤）：高齢者等が危険な場所から避難する必要が
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必要があるとされる警戒レベル４に相

当。 

・「警戒」（赤）：高齢者等が危険な場所か

ら避難する必要があるとされる警戒レベ

ル３に相当。 

（追加） 

※「極めて危険」（濃い紫）：警戒レベル５緊急安全確保の発

令対象区域の絞り込みに活用 

あるとされる警戒レベル３に相当。 

・ 「注意」（黄）：ハザードマップによる災害リスクの再確認

等、避難に備え自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レ

ベル２に相当。 

 

 

（削除） 
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改正理由 

（機関） 

海上保安庁への伝達系統の変更に伴う修正（長崎地方気象台） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

１３５

 

 

 

第３編 災害応急対策計画 

第２章 通信及び情報収集伝達計画 

第１節 防災気象情報の伝達計画 

 

１７ 気象情報の伝達系統 

 

第３編 災害応急対策計画 

第２章 通信及び情報収集伝達計画 

第１節 防災気象情報の伝達計画 

 

１７ 気象情報の伝達系統 
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改正理由 

（機関） 

連絡先の修正に伴う修正（国土交通省九州地方整備局長崎河川国道事務所） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

  

 

 

１３８

 

 

 

 

第２章 通信及び情報収集伝達計画 

第１節 防災気象情報の伝達計画 

 

水防警報等の伝達系統 

水系名 河川名 発報担当者 受報担当者 水防管理者 

一級河川 

本明川 

本明川 長崎河川国道事

務所 

調査第一課長 

県央振興局長 諫早市長 

（略） （略） （略） （略） （略） 
 

第２章 通信及び情報収集伝達計画 

第１節 防災気象情報の伝達計画 

 

水防警報等の伝達系統 

水系名 河川名 発報担当者 受報担当者 水防管理者 

一級河川 

本明川 

本明川 長崎河川国道事

務所 

流域治水課長 

県央振興局長 諫早市長 

（略） （略） （略） （略） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和７年度「長崎県地域防災計画（基本計画編）」修正調書 （新旧対照） 

 

改正理由 

（機関） 

誤字の修正（九州電力） 

 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

１５０

第３編 災害応急対策計画 

第２章 通信及び情報収集伝達計画 

第２節 通信施設利用計画 

 

８ 非常無線通信の運用 

（２）非常無線通信を行う機関 

 エ 電力通信 

 九電本店、支店（営業所含む）、九電送配本店、支社（配電事業 

者含む）、発変電所相互間の有線、無線及び移動無線 

第３編 災害応急対策計画 

第２章 通信及び情報収集伝達計画 

第２節 通信施設利用計画 

 

８ 非常無線通信の運用 

（２） 非常無線通信の運用 

 エ 電力通信 

 九電本店、支店（営業センター含む）、九電送配本店、支社（配 

電事業者含む）、発変電所相互間の有線、無線及び移動無線 
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改正理由 

（機関） 

防災基本計画の修正に伴う修正（危機管理部防災企画課） 

 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

１５３

第３編 災害応急対策計画 

第２章 通信及び情報収集伝達計画 

第３節 災害情報収集及び被害報告取扱計画 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 被害等の調査 

 

３ 被害の認定基準 

第３編 災害応急対策計画 

第２章 通信及び情報収集伝達計画 

第３節 災害情報収集及び被害報告取扱計画 

 

２ 発災直後の情報収集 

  県、市町は、天候状況を勘案しながら、必要に応じ、航空機、無人 

航空機、高所監視カメラ等による目視、撮影等による情報収集を行うと

ともに、収集した画像情報について、防災ＩｏＴシステム等を活用し、

関係機関間での迅速な共有に努めるものとする。 

  県、市町は、被害の情報を収集し、必要に応じ消防庁に当該情報を連 

 絡するとともに、新総合防災情報システム（ＳＯＢＯ－ＷＥＢ）を活用 

して関係省庁に当該情報を連絡する。 

 

 

 

３ 被害等の調査 

 

４ 被害の認定基準 
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改正理由 

（機関） 

担当課の記載に伴う修正（秘書・広報戦略部 広報課） 

指定地方行政機関に指定されたことに伴う修正（長崎行政監視行政相談センター） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

１６８

第３編 災害応急対策計画 

第３章 災害広報計画 

（広報課：防災企画課：報道機関） 

 

２ 実施内容 

（１）～（４）（略） 

（５） 住民からの問い合わせに対する対応 県及び市町においては、必

要に応じ、発災後速やかに住民等からの問い合わせに対応できる

ような総合案内所、相談所等を設置するが、その施設は専用電話

を備えた窓口を設置する とともに、人員の配置等体制の整備を

図る。この場合、被災者が必要とする多様な問い合わせ、相談、

手続き等に対応できるワンストップ化に努める。 

   （追加） 

第３編 災害応急対策計画 

第３章 災害広報計画 

（広報課：防災企画課：各課：報道機関） 

 

２ 実施内容 

（１）～（４）（略） 

（５） 住民からの問い合わせに対する対応 県及び市町においては、必

要に応じ、発災後速やかに住民等からの問い合わせに対応できる

ような総合案内所、相談所等を設置するが、その施設は専用電話

を備えた窓口を設置する とともに、人員の配置等体制の整備を

図る。この場合、被災者が必要とする多様な問い合わせ、相談、

手続き等に対応できるワンストップ化に努める。 

    九州管区行政評価局、長崎行政監視相談センターは、被災者に 

   対する各種支援措置の案内等に対応する特別行政相談活動を行う 

   ものとする。 
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改正理由 

（機関） 

交通情報収集に関する通達の発出に伴う修正（警察本部交通部交通規制課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

１７１

第３編 災害応急対策計画 

第４章 公安警備計画 

第２節 災害に備えての措置 

 

２ 情報収集・連絡体制の整備 

(１)  情報収集の手段及び方法 

（略） 

 ・ヘリコプターテレビシステム、交通監視カメラ等の画像情報を収集

する資機材の平素からの積極的な活用を図るものとする。 

第３編 災害応急対策計画 

第４章 公安警備計画 

第２節 災害に備えての措置 

 

２ 情報収集・連絡体制の整備 

(１)   情報収集の手段及び方法 

（略） 

 ・ヘリコプターテレビシステム、交通管制システムを活用した映像

情報収集の他、プローブ情報等を有効に活用して交通情報収集を

図るものとする。 
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改正理由 

（機関） 

土石流の数値更新及び標題の修正に伴う修正（土木部砂防課） 

ページ 現 行 計 画 

 

 

 

 

１８９

第３編 災害応急対策計画 

第６章 水防計画 

第３節 重要水防区域と重要水防箇所 

 

４ 土石流危険渓流及び土砂災害警戒区域（土石流） 

 

 長崎 県央 島原 県北 田平 大瀬戸 五島 上五島 壱岐 対馬 計 

土砂災害警戒区域 １,０６１ ４８８ ２０６ １,００４ ２０９ １８３ ５１２ ６３０ ３５ ９３７ ５,３１５箇所 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和７年度「長崎県地域防災計画（基本計画編）」修正調書 （新旧対照） 

 

改正理由 

（機関） 

土石流の数値更新及び標題の修正に伴う修正（土木部砂防課） 

ページ 修 正 計 画 

 

 

 

 

１８９

第３編 災害応急対策計画 

第６章 水防計画 

第３節 重要水防区域と重要水防箇所 

 

４ 土石流危険渓流及び土砂災害警戒区域（土石流） 

 

 長崎 県央 島原 県北 田平 大瀬戸 五島 上五島 壱岐 対馬 計 

土砂災害警戒区域 １,０６１ ４６７ ２０６ １,０４６ ２０９ １８３ ５９５ ６３０ ３５ １,０１２ ５,４８４箇所 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和７年度「長崎県地域防災計画（基本計画編）」修正調書 （新旧対照） 

 

改正理由 

（機関） 

連絡先電話番号の変更に伴う修正（長崎地方気象台）  

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

２０１

 

 

 

第３編 災害応急対策計画 

第６章 水防計画 

第５節 水位・潮位・雨量の観測、通報及び公表 

 

５ 国が行う観測及び通報 

（２）水位および雨量の通報 

雨量及び水位通報系統図 

機関名 電話 

長崎地方気象台 095（811）4861 

 

 

第３編 災害応急対策計画 

第６章 水防計画 

第５節 水位・潮位・雨量の観測、通報及び公表 

 

５ 国が行う観測及び通報 

（２）水位および雨量の通報 

雨量及び水位通報系統図 

機関名 電話 

長崎地方気象台 095（811）4862 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和７年度「長崎県地域防災計画（基本計画編）」修正調書 （新旧対照） 

 

２０１ 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） 

（略） 
（略） 

（略） （略） 

改正理由 

（機関） 

連絡先名及び連絡番号の修正に伴う修正（国土交通省九州地方整備局長崎河川国道事務所） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 第６章 水防計画 

第５節 水位・潮位・雨量の観測、通報及び公表 

 

（３） 水位および雨量の通報 

 

 

 

 

第６章 水防計画 

第５節 水位・潮位・雨量の観測、通報及び公表 

 

（２）水位および雨量の通報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

長崎河川国道事務所流域治水課 

 マ イ ク ロ：784-352  

ﾏｲｸﾛ(FAX)：359  

電 話：095-839-9211～4 

諫早出張所 

 マ イ ク ロ：784-61-25  

電 話：0957-22-1356  

無線建設諫早 

 ﾏｲｸﾛ(FAX)：89-3444 

長崎河川国道事務所流域治水課 

 マ イ ク ロ：784-351 

ﾏｲｸﾛ(FAX)：359  

電 話：095-839-9211～4 

諫早出張所 

 マ イ ク ロ：784-61-21  

電 話：0957-22-1356  

無線建設諫早 

 ﾏｲｸﾛ(FAX)：784-61‐40 

（略） 
 （略） 



令和７年度「長崎県地域防災計画（基本計画編）」修正調書 （新旧対照） 

 

改正理由 

（機関） 

問い合わせ先変更に伴う土砂災害警戒情報（例）の図の差し替え 

文言の誤りの修正に伴う修正（長崎地方気象台）  

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

２２３

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３編 災害応急対策計画 

第７章 土砂災害防止計画 

第５節 土砂災害における避難に資する情報 

 

１ 土砂災害警戒情報 

（４）土砂災害警戒情報の作成・発表手順 

図 土砂災害警戒情報（例） 

第３編 災害応急対策計画 

第７章 土砂災害防止計画 

第５節 土砂災害における避難に資する情報 

 

１ 土砂災害警戒情報 

（４）土砂災害警戒情報の作成・発表手順 

図 土砂災害警戒情報（例） 



令和７年度「長崎県地域防災計画（基本計画編）」修正調書 （新旧対照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



令和７年度「長崎県地域防災計画（基本計画編）」修正調書 （新旧対照） 

 

２２５

 

 

 

２２８

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２４３

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）土砂災害警戒情報の発表、解除基準 

（略） 

②発表基準 

 

（10）地震発生時の暫定基準 

①暫定基準を設定する事象 

（略） 

・その他、通常基、事象による影響範囲が極めて限られている場合

や、周辺に住家がないなど被害が発生しないと判断できる場合に

は、土砂移動現象の監視体制や地域住民への警戒避難に係る情報

の伝達体制を確立した上で、暫定基準以外の方法により警戒避難

体制を検討することとする。 

 

 

第８節 避難指示等の判断・伝達 

４ 避難指示等の発令判断基準設定の考え方 

４－２ 避難指示 

（略） 

（発令基準の例） 

（略） 

・土砂災害の危険度分布で「非常に危険（うす紫）」（警戒レベル４ 

相当情報[土砂災害]）となった場合 

（略） 

 

 

 

（７）土砂災害警戒情報の発表、解除基準 

（略） 

②解除基準 

 

（10）地震発生時の暫定基準 

①暫定基準を設定する事象 

（略） 

・その他、（削除）事象による影響範囲が極めて限られている場合や、 

周辺に住家がないなど被害が発生しないと判断できる場合には、土

砂移動現象の監視体制や地域住民への警戒避難に係る情報の伝達体

制を確立した上で、暫定基準以外の方法により警戒避難体制を検討

することとする。 

 

 

第８節 避難指示等の判断・伝達 

４ 避難指示等の発令判断基準設定の考え方 

４－２ 避難指示 

（略） 

（発令基準の例） 

（略） 

・土砂災害の危険度分布で「 （削除）危険（紫）」（警戒レベル４    

相当情報[土砂災害]）となった場合 

（略） 

 

  



令和７年度「長崎県地域防災計画（基本計画編）」修正調書 （新旧対照） 

 

改正理由 

（機関） 

土砂災害警戒区域数の時点修正に伴う修正（土木部砂防課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

２５１

第 ３編 災害応急対策計画 

第 ７章 土砂災害防止計画 

第１０節 土砂災害予防計画 

 

１-６土砂災害防止法の推進（砂防課） 

（略） 

これにより、砂防三法等の既存の事業関連諸制度とあいまって総合的

な土砂災害対策を講じていくことが可能となり、令和 5 年度末までに

37,023 箇所の警戒区域指定を実施している。今後は、地形改編による

警戒区域等の見直しや、精度を高めた調査を引き続き実施していく。 

（略） 

 

第 ３編 災害応急対策計画 

第 ７章 土砂災害防止計画 

第１０節 土砂災害予防計画 

 

１-６ 土砂災害防止法の推進（砂防課） 

（略） 

これにより、砂防三法等の既存の事業関連諸制度とあいまって総合的

な土砂災害対策を講じていくことが可能となり、令和 6 年度末までに

37,640 箇所の警戒区域指定を実施している。今後は、地形改編による

警戒区域等の見直しや、精度を高めた調査を引き続き実施していく。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和７年度「長崎県地域防災計画（基本計画編）」修正調書 （新旧対照） 

 

改正理由 

（機関） 

山地災害危険地区数の時点修正に伴う修正（農林部森林整備室） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

２６１

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ３編 災害応急対策計画 

第 ７章 土砂災害防止計画 

第１０節 土砂災害予防計画 

 

長崎県における土砂災害危険箇所 

長崎県下の山地災害の危険箇所等について以降に示す。 

（追加） 

 
 

第 ３編 災害応急対策計画 

第 ７章 土砂災害防止計画 

第１０節 土砂災害予防計画 

 

長崎県における土砂災害危険箇所 

長崎県下の山地災害の危険箇所等について以降に示す。 

長崎県防災ポータルサイト：https://www.bousai.pref.nagasaki.jp/ 

 
 



令和７年度「長崎県地域防災計画（基本計画編）」修正調書 （新旧対照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和７年度「長崎県地域防災計画（基本計画編）」修正調書 （新旧対照） 

 

改正理由 

（機関） 

事業進捗による時点修正に伴う修正（土木部砂防課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

２６６

第 ３編 災害応急対策計画 

第 ７章 土砂災害防止計画 

第１０節 土砂災害予防計画 

 

①令和５年度までの土砂災害警戒区域等指定状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ３編 災害応急対策計画 

第 ７章 土砂災害防止計画 

第１０節 土砂災害予防計画 

 

②令和６年度までの土砂災害警戒区域等指定状況 

 

 

 



令和７年度「長崎県地域防災計画（基本計画編）」修正調書 （新旧対照） 

 

改正理由 

（機関） 

救急車の台数変更に伴う修正（長崎市消防局警防課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

２７１

第３編 災害応急対策計画 

第８章 消防活動計画 

 

８ 救急業務 

（略） 

消 防 本 部 台 数 

長 崎 市 消 防 局 

佐 世 保 市 消 防 局 

平 戸 市 消 防 本 部 

松 浦 市 消 防 本 部 

対 馬 市 消 防 本 部 

壱 岐 市 消 防 本 部 

五 島 市 消 防 本 部 

新 上 五 島 町 消 防 本 部 

県央地域広域市町村圏組合消防本部 

島原地域広域市町村圏組合消防本部 

１９台 

２１台 

７台 

５台 

８台 

４台 

７台 

５台 

１４台 

８台 

合  計 ９８台 

（令和５年４月１日現在） 

 

 

 

第３編 災害応急対策計画 

第８章 消防活動計画 

 

８ 救急業務 

（略） 

消 防 本 部 台 数 

長 崎 市 消 防 局 

佐 世 保 市 消 防 局 

平 戸 市 消 防 本 部 

松 浦 市 消 防 本 部 

対 馬 市 消 防 本 部 

壱 岐 市 消 防 本 部 

五 島 市 消 防 本 部 

新 上 五 島 町 消 防 本 部 

県央地域広域市町村圏組合消防本部 

島原地域広域市町村圏組合消防本部 

１９台 

２１台 

７台 

５台 

８台 

４台 

７台 

５台 

１３台 

８台 

合  計 ９７台 

（令和６年４月１日） 

                                                      

 

 



令和７年度「長崎県地域防災計画（基本計画編）」修正調書 （新旧対照） 

 

改正理由 

（機関） 

防災基本計画の修正に伴う修正（危機管理部防災企画課、消防保安室） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

２７１

第３編 災害応急対策計画 

第８章 消防活動計画 

 

１１ 林野火災への対応 

（追加） 

 

 

 

 

第３編 災害応急対策計画 

第８章 消防活動計画 

 

１１ 林野火災への対応 

市町は、乾燥や強風等の気象状況に応じて的確に火災に関する警

戒情報等を発表するとともに、住民等に対する注意喚起、監視パト

ロール等の強化など適切な対応を行うものとする。 

林野火災は、ひとたび発生すると気象条件や地形、飛び火の発生

等により急激 な延焼拡大等に至る場合があること、気象状況の変

化により延焼方向の急変や飛び火等が発生するおそれがあること、

その消火活動においては、全体像の把握や、狭隘・急峻な林野内へ

の進入・放水活動に困難な場合があること、活動が長期化し多くの

人員を必要とすること等に留意して備えを行う必要がある。このた

め、県、市町、消防機関は、指揮体制の早期確立、速やかな応援 

要請、地上・空中消火の連携を基本とした災害対応等の実施のため

の備えを行うものとする。 

消防機関は、急激な延焼拡大や火災の長期化にも的確に対応でき

るよう、林野 火災の発生を他の消防機関や消防防災航空隊、自衛

隊に情報共有するとともに、早期に応援を要請するものとする。ま

た、都道府県は、必要に応じ、又は被災市町村からの要請に基づ

き、消防庁や自衛隊に対して応援等の要請を行うものとする。 

  県内応援部隊の調整を行う代表消防機関は、火災の延焼状況等

を把握し、被災市町村の消防機関に対して応援部隊の派遣に係る調

整など支援を行うものとする。  



令和７年度「長崎県地域防災計画（基本計画編）」修正調書 （新旧対照） 

 

改正理由 

（機関） 

国の防災基本計画の修正に伴う修正及び、災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準（平成 25 年内閣府告示第 228 号）

等の一部改正伴う修正。（福祉保健部福祉保健課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

２７７

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２８９

 

 

 

 

 

第 ３編 災害応急対策計画 

第１０章 救助計画 

第 １節 救助法の適用に関する計画 

 

３ 救助の種類 

救助法による救助の種類は次のとおりである。 

 （１）～（５）  （略） 

  （６）被災した住宅の応急修理 

  （７）生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与 

  （８）学用品の給与 

  （９）埋葬 

  （10）死体の捜索及び処理 

  （11）災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹林等で日

常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去 

 

 

第２節 避難計画 

 

１３ 救助法による避難所の設置 

 （４）避難所設置のための費用 

 イ 国庫負担限度額 

避難所設置費 １人１日当たり 350 円以内 

 

 

第 ３編 災害応急対策計画 

第１０章 救助計画 

第 １節 救助法の適用に関する計画 

 

３ 救助の種類 

救助法による救助の種類は次のとおりである。 

 （１）～（５）  （略） 

 （６）福祉サービスの提供 

  （７）被災した住宅の応急修理 

  （８）生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与 

  （９）学用品の給与 

  （10）埋葬 

  （11）死体の捜索及び処理 

  （12）災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹林等で日

常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去 

 

第２節 避難計画 

 

１３ 救助法による避難所の設置 

 （４）避難所設置のための費用 

 イ 国庫負担限度額 

避難所設置費 １人１日当たり 360 円以内 
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２９５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２９７ 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 死体捜索及び収容埋葬計画 

 

４ 救助法による実施基準 

 （１）国庫負担限度額 

 イ 死体の処理 

(ア) 死体の洗浄、縫合、消毒等の処理 

  １体当たり 3,600円以内 

(イ) 死体の一時保存 

○既存の建物が利用できない場合―１体当たり 5,700 円以内 

ウ 死体の埋葬 

（ア） 大人（満12才以上）  １体当たり 226,100円以内 

（イ） 小人（満 12 才未満） １体当たり 180,800 円以内 

 

第５節 食料供給計画 

 

１ 災害におけるり災者および災害応急対策要員等に供給する食糧 

（４） 災害救助法による食糧供給 

 （略） 

  エ 食品の給与のための費用 

  （略） 

  （イ）国庫負担限度額 

   １人１日当り 1,330 円以内とする。 

第４節 死体捜索及び収容埋葬計画 

 

４ 救助法による実施基準 

  （１）国庫負担限度額 

 イ 死体の処理 

(ア) 死体の洗浄、縫合、消毒等の処理 

  １体当たり 3,700円以内 

(イ) 死体の一時保存 

○既存の建物が利用できない場合―１体当たり 5,900 円以内 

ウ 死体の埋葬 

（ア） 大人（満12才以上）  １体当たり 232,200円以内 

（イ） 小人（満 12 才未満） １体当たり 185,700 円以内 

 

第５節 食料供給計画 

 

１ 災害におけるり災者および災害応急対策要員等に供給する食糧 

（４） 災害救助法による食糧供給 

 （略） 

  エ 食品の給与のための費用 

  （略） 

  （イ）国庫負担限度額 

   １人１日当り 1,390 円以内とする。 
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改正理由 

（機関） 

南海トラフ地震防災対策推進地域指定に伴う修正（危機管理部防災企画課） 

 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

  

 

２８５

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０章 救助計画 

第 ２節 避難計画 

 

１１ 避難場所及び避難所 

（６） 指定緊急避難場所及び指定避難所の開設 

 ア（略） 

 イ  市町は、発災時に必要に応じ、指定避難所を開設するとともに、

要配慮者のため、福祉避難所を開設するものとする。  

必要に応じて、あらかじめ指定した施設以外の施設についても、

災害に対する安全性を確認のうえ、管理者の同意を得て、避難所と

して開設する。さらに、要配慮者に配慮して、被災地域外の地域に

あるものを含め、旅館・ホテル等の避難所としての借り上げ、トレ

ーラーハウスの活用など、多様な避難所の確保に努めるものとす

る。 

    （追加） 

 

  

 

 

 

 

 ウ～ク（略） 

 ケ（追加） 

コ  市町は、指定避難所又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を確保

第１０章 救助計画 

第 ２節 避難計画 

 

１１ 避難場所及び避難所 

（６）指定緊急避難場所及び指定避難所の開設 

 ア（略） 

 イ  市町は、発災時に必要に応じ、指定避難所を開設するととも

に、要配慮者のため、福祉避難所を開設するものとする。  

必要に応じて、あらかじめ指定した施設以外の施設について

も、災害に対する安全性を確認のうえ、管理者の同意を得て、

避難所として開設する。さらに、要配慮者に配慮して、被災地

域外の地域にあるものを含め、旅館・ホテル等の避難所として

の借り上げ、トレーラーハウスの活用など、多様な避難所の確

保に努めるものとする。 

    また、市町は、指定避難所だけでなく、協定・届出避難所と

して位置付けられた避難所についても、あらかじめ情報を把握

するとともに、在宅避難者等が発生する場合や、避難所のみで

避難者等を受け入れることが困難となる場合に備えて、あらか

じめ、地域の実情に応じ、在宅避難者等が利用しやすい場所に 

在宅避難者等の支援のための拠点を設置すること等、在宅避難

者等の支援方策を検討するよう努めるものとする。 

ウ～ク（略） 

ケ（追加） 

 コ  市町は、避難所又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を確保
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２８６ 

し、食料、飲料水、携帯 トイレ、簡易トイレ、常備薬、マスク、消

毒液、段ボールベッド、パーティション、炊き出し用具、毛布等避難

生活に必要な物資や感染症対策に必要な物資等の備蓄に努めるものと

する。また、備蓄品の調達にあたっては、要配慮者、女性、子供にも

配慮するものとする。 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）避難所の管理運営等 

  ア～イ（省略） 

  ウ 市町は、避難所における生活環境が常に良好なものであるよう努

めるものとする。そのため、避難所の状況に応じて、避難所開設当

初からのパーティションや段ボールベット等の簡易ベットの設置等

し、快適なトイレ環境確保のための携帯トイレ、簡易トイレ、食

料、飲料水、適温の食事のための炊き出し用具やキッチン資機

材、安眠確保のための段ボールベッド・エアベッド等の簡易ベッ

ド、毛布、プライバシー確保のためのパーティション、衛生促進 

のための入浴設備、洗濯設備、乳児用粉ミルク又は乳児用液体ミ

ルク、乳児・小児用おむつ、大人用おむつ、トイレットペーパ

ー、生理用品のほか、マスクや消毒液等の感染症対策に必要な物

資等の避難生活に必要な物資を備蓄するものとし、これらの物資

の備蓄状況については、年に１回、広く住民に公表するものとす

る。この際、避難生活に必要な物資の備蓄については、想定し得

る最大規模の災害における想定避難者数と、それに対して必要と

なる備蓄量（最低３日間、推奨１週間）を推計し、推計した必要

備蓄量の確保を目指すよう努めるものとする。また、備蓄品の調

達に当たっては、要配慮者、女性、こどもにも配慮するものとす

る。 

   また、県は、避難生活に必要な物資について、大規模な災害が

発生した場合には、物資の調達や輸送が平時のようには実施でき

ないという認識に立って、市町が推計した想定し得る最大規模の

災害における想定避難者数に対して必要となる備蓄量（最低３日

間、推奨１週間）と市町により備蓄される量とを勘案し不足が懸

念される物資や、市町の区域を越えた利用が想定される物資を備

蓄するよう努めるものとする。 

（７）避難所の管理運営等 

  ア～イ（省略） 

  ウ 市町は、避難所における生活環境が常に良好なものであるよ 

う努めるものとする。そのため、避難所開設当初からプライバ 

シー確保のためのパーティションや段ボールベッド等の簡易ベ
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を検討するとともに、食事供与の状況、トイレの設置状況等の 把

握に努め、必要な対策を講じるものとする。また、避難の長期化等

必要に応じて、プライバシーの確保状況、簡易ベッド等の活用状

況、入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗濯 等の頻度、医師、保

健師、看護師、管理栄養士等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の

必要性、食料の確保、配食等の状況、し尿及びごみの処理状況な

ど、避難者の健康状態や避難所の衛生状態の把握に努め、栄養バラ

ンスのとれた適温の食事や入浴、洗濯等の生活に必要となる水の確

保、福祉的な支援の実施など、必要な措置を講じるよう努めるもの

とする。 

  エ（略） 

 

カ～シ（略） 

ッドを設置すること、栄養バランスのとれた適温の食事を提

供できるよう、炊き出しに利用できる学校給食施設等の場

所、調理器具や食料を確保することに努めるとともに、快適

なトイレの設置状況、し尿処理状況、健康のための入浴施設

の設置状況等の把握に努め、必要な対策を講ずるものとす

る。また、医師、保健師、看護師、管理栄養士等による巡回

の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、ごみの処理状況など、避

難者の健康状態や避難所の衛生状態の把握に努め、洗濯等の

生活に必要となる水の確保、福祉的な支援の実施など、必要

な措置を講ずるよう努めるものとする。 

   エ（略） 

   

  カ～シ（略） 

ス 広域一時滞在における受入市町村との情報共有 

被災市町は、広域一時滞在の受入先の市町村との間で、被災

住民に関する情報の共有を確実に行うものとする。また、受入

先の市町村は、受け入れた被災住民に対し、必要な支援情報を

提供するものとする。 
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改正理由 

（機関） 

要領の改正に伴う修正（九州農政局、農林部農産園芸課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

２９９

第 ３編 災害応急対策計画 

第１０章 救助計画 

第 ４節 食料供給計画 

 

「米穀の買入れ・販売等に関する基本要領」（第４章Ⅰ第 11 抜粋）  

（平成 21 年５月 29 日付け 21 総食第 113 号総合食料局長通知） 

 （最終改正 令和６年３月２９日付け５農産第 4952 号農産局長通知） 

 

第 ３編 災害応急対策計画 

第１０章 救助計画 

第 ４節 食料供給計画 

 

「米穀の買入れ・販売等に関する基本要領」（第４章Ⅰ第 11 抜粋）  

（平成 21 年５月 29 日付け 21 総食第 113 号総合食料局長通知） 

 （最終改正 令和７年４月１日付け６農産第 5106 号農産局長通知） 
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改正理由 

（機関） 

国の防災基本計画の修正に伴う修正（こども政策局こども未来課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

２８７ 

第 ３編 災害応急対策計画 

第１０章 救助計画 

第 ２節 避難計画 

 

１１ 避難場所及び避難所 

（７）避難所の運営管理等 

（略） 

オ 避難所の運営における女性の参画を推進するとともに、男女のニー

ズの違い等男女双方及び性的少数者の視点等に配慮するものとする。

特に、女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品・女性

用下着の女性による配布、男女ペアによる巡回警備や防犯ブザーの配

布等による避難所における安全性の確保など、女性や子育て家庭のニ

ーズに配慮した避難所の運営管理に努めるものとする。 

 

カ 市町は、避難所等における女性や子供等に対する性暴力・ＤＶの発

生を防止するため、女性用と男性用のトイレを離れた場所に設置す

る、トイレ・更衣室・入浴施設等は昼夜問わず安心して使用できる場

所に設置する、照明を増設する、性暴力・ＤＶについての注意喚起の

ためのポスターを掲載するなど、女性や子供等の安全に配慮するよう

努めるものとする。また、警察、病院、女性支援団体との連携の下、

被害者への相談窓口情報の提供を行うよう努めるものとする。 

 

第 ３編 災害応急対策計画 

第１０章 救助計画 

第 ２節 避難計画 

 

１１ 避難場所及び避難所 

（７）避難所の運営管理等 

（略） 

オ 市町は、避難所等の運営における女性や子育て家庭の参画を推進

するとともに、男女のニーズの違い等男女双方及び性的少数者の視

点等への配慮やこども・若者の居場所の確保に努めるものとする。

特に、女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品・女

性用下着の女性による配布、男女ペアによる巡回警備や防犯ブザー

の配布等による避難所等における安全性の確保、キッズスペースや

学習スペースの設置など、女性や子育て家庭、こども・若者のニー

ズに配慮した避難所の運営管理に努めるものとする。 

 

カ 市町は、避難所等における女性やこども等に対する性暴力・ＤＶ

の発生を防止するため、女性用と男性用のトイレを離れた場所に設

置する、トイレ・更衣室・入浴施設等は昼夜問わず安心して使用で

きる場所に設置する、照明を増設する、性暴力・ＤＶについての注

意喚起のためのポスターを掲載するなど、女性やこども等の安全に

配慮するよう努めるものとする。また、警察、病院、女性支援団体

との連携の下、被害者への相談窓口情報の提供を行うよう努めるも

のとする。 
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改正理由 

（機関） 

国の防災基本計画の修正に伴う修正及び、災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準（平成 25 年内閣府告示第 228 号）

等の一部改正に伴う修正（福祉保健部福祉保健課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

３０２

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０章 救助計画 

第 ６節 衣料品及び生活必需品供給計画 

 

５ 国庫負担限度額 

世帯構成
員 

季
節 

１人
世知 

２人
世帯 

３人
世帯 

４人
世帯 

５人
世帯 

６人以
上１人
増すご
とに加
算 

全 壊 
全 焼 
流 失 

夏 
円以内 円以内 円以内 円以内 円以内 円以内 
19,800 25,400 37,700 45,000 57,000 8,300 

冬 32,800 42,400 59,000 69,000 87,000 12,000 

半 壊 
半 焼 
床上浸水 

夏 6,500 8,700 13,000 15,900 20,000 2,800 

冬 10,400 13,600 19,400 23,000 29,000 3,800 
 

第１０章 救助計画 

第 ６節 衣料品及び生活必需品供給計画 

 

５ 国庫負担限度額 

世帯構成
員 

季
節 

１人
世帯 

２人
世帯 

３人
世帯 

４人
世帯 

５人
世帯 

６人以
上１人
増すご
とに加
算 

全 壊 
全 焼 
流 失 

夏 
円以内 円以内 円以内 円以内 円以内 円以内 
20,300 26,100 38,700 46,200 58,500 8,500 

冬 33,700 43,500 60,600 70,900 89,300 12,300 

半 壊 
半 焼 
床上浸水 

夏 6,700 8,900 13,400 16,300 20,500 2,900 

冬 10,700 14,000 19,900 23,600 29,800 3,900 
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改正理由 

（機関） 

国の防災基本計画の改定に伴う修正（危機管理部防災企画課 県民生活環境部水環境対策課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

３０３

第 ３編 災害応急対策計画 

第１０章 救助計画 

第 ７節 （追加）給水計画 

               （追加：水環境対策課：福祉保健課） 

 被災地における飲料水の供給については、市町長が実施しなければな

らない。従って、市町長は、あらかじめ次の事項についての計画を樹立

しておく必要がある。 

１ 補給水利の種別、所在、水量 

２ 給水量 

３ 給水方法 

４ 給水用機材の確保 

５ その他必要とする事項 

６ 災害救助法による飲料水の供給 

 （追加） 

  

 

 

  

（追加） 

第 ３編 災害応急対策計画 

第１０章 救助計画 

第 ７節 応急給水計画 

            （防災企画課：水環境対策課：福祉保健課） 

被災地における飲料水の供給については、市町長が実施しなければな

らない。（削除） 

 

１（削除） 

２（削除） 

３（削除） 

４（削除） 

２ 自衛隊等への応援要請 

１ 災害救助法による飲料水の供給 

 ３ 応急給水計画について 

水道事業者は、断水が発生した場合、速やかに、断水状況を把握

した上で応急給水計画を策定するとともに、応急給水に必要な人

員、給水車及び資機材を確保して、応急給水の実施に努めるものと

する。 

 ４ 代替水源の確保について 

   市町は、地域住民や企業が所有する井戸や湧水を災害用井戸・ 

湧水として活用するための登録制度や、防災拠点施設・指定避難所 

等における公共井戸の整備等により、代替水源の確保に努めるもの 

とする。 
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改正理由 

（機関） 

国の災害基本計画の修正に伴う修正及び、災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準（平成 25 年内閣府告示第 228 号）

等の一部改正伴う修正（福祉保健部福祉保健課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

３０５

 

 

 

 

第１０章 救助計画 

第 ８節 応急仮設住宅及び住宅の応急修理計画  

 

１ 応急仮設住宅の設置 

   （略） 

 （３） 供与の方法 

   （略） 

   ア 建設型応急住宅 

    （略） 

    （イ） 国庫負担限度額 

      設置に係る原材料費、労務費、付帯設備工事費、輸送費、

建築事務費等の一切の経費として、6,883,000 円以内とす

る。 

   （略） 

第１０章 救助計画 

第 ８節 応急仮設住宅及び住宅の応急修理計画  

 

１ 応急仮設住宅の設置 

   （略） 

 （３） 供与の方法 

   （略） 

   ア 建設型応急住宅 

    （略） 

    （イ） 国庫負担限度額 

      設置に係る原材料費、労務費、付帯設備工事費、輸送費、

建築事務費等の一切の経費として、7,089,000 円以内とす

る。 

   （略） 
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改正理由 

（機関） 

国の防災基本計画の修正に伴う修正及び、災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準（平成 25 年内閣府告示第 228 号）

等の一部改正伴う修正（福祉保健部福祉保健課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

３０６

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３０９ 

第１０章 救助計画 

第 ８節 応急仮設住宅及び住宅の応急修理計画  

 

２ 住宅の応急修理 

 (略) 

(５) 費用 

 国庫負担限度額   １世帯当たり次に掲げる額以内 

           ア イに掲げる世帯以外の世帯 717,000 円 

           イ 半壊又は半焼に準ずる程度の損傷により

被害を受けた世帯 348,000 円 

 

 

第９節 障害物の除去計画 

 

３ 災害救助法による障害物の除去計画 

 （略） 

 （４）除去のための費用 

   （略） 

   イ 国庫負担限度額 

    １世帯につき 140,000 円以内 

 

 

第１０章 救助計画 

第 ８節 応急仮設住宅及び住宅の応急修理計画  

 

２ 住宅の応急修理 

 (略) 

(５) 費用 

 国庫負担限度額   １世帯当たり次に掲げる額以内 

           ア イに掲げる世帯以外の世帯 739,000 円 

           イ 半壊又は半焼に準ずる程度の損傷により

被害を受けた世帯 358,000 円 

 

 

第９節 障害物の除去計画 

 

３ 災害救助法による障害物の除去計画 

 （略） 

 （４）除去のための費用 

   （略） 

   イ 国庫負担限度額 

    １世帯につき 143,900 円以内 
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改正理由 

（機関） 

情報共有に関するシステムにおける「災害時保健医療福祉活動支援システム（D24H）」の追加に伴う修正(福祉保健部地域保健推進課) 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

３１０

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１１章 保健衛生計画 

第 １節 保健医療に係る対策 

 

１ 被災地の状況把握 

非常災害時に迅速かつ適切な保健医療サービスを提供するため

には、情報を迅速かつ正確に把握することが重要であることから、

県及び被災地保健所は、 （追加）広域災害・救急医療情報システム

（EMIS）等の情報共有に関するシステムを活用する等により、以

下の事項について情報収集を行う。 

（１）～（６） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１１章 保健衛生計画 

第 １節 保健医療に係る対策 

 

１ 被災地の状況把握 

非常災害時に迅速かつ適切な保健医療サービスを提供するためには、

情報を迅速かつ正確に把握することが重要であることから、県及び被災

地保健所は、災害時保健医療福祉活動支援システム（D24H）や広域災

害・救急医療情報システム（EMIS）等の情報共有に関するシステムを活

用する等により、以下の事項について情報収集を行う。 

（１）～（６） （略） 
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改正理由 

（機関） 

文章表現の一部修正のための修正（福祉保健部障害福祉課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

３１１

 

第１１章 保健衛生計画 

第 １節 保健医療に係る対策 

 

４ 保健医療活動従事者の確保 

（１） 医療救護班・災害派遣医療チーム(DMAT)・災害派遣精神医療チ

ーム(DPAT)等の派遣 

① （略） 

②県は、被災市町等から医療救護の派遣要請があった場合や被災地

の状況を踏まえ医 療救護の派遣が必要と認めた場合は、各種協定

に基づき、基幹災害医療センター、被災市町以外の地域災害医療セ

ンター、長崎県医師会、長崎県歯科医師会、長崎県薬剤師会、長崎

県看護協会、長崎県栄養士会、長崎災害リハビリテーション推進協

議会または九州・山口各県に保健医療活動従事者の派遣について要

請する。なお、これらの団体は、緊急やむを得ない場合は、自らの

判断に基づき速やかに救護班を派遣する。なお、自らの判断により

救護班を派遣する場合は、派遣場所及びスタッフの概要等の情報を

速やかに県に通知する。 

③県は、状況により、被災地において精神保健医療活動の支援を 

行うため、専門的な研修を・訓練を受けた災害派遣精神医療チーム

(DPAT)を派遣する。また、県に必要に応じて、被災県以外の都道

府県に、災害派遣精神医療チーム(DPAT)の派遣を要請する。 

④（略） 

第１１章 保健衛生計画 

第 １節 保健医療に係る対策 

 

４ 保健医療活動従事者の確保 

（１） 医療救護班・災害派遣医療チーム(DMAT)・災害派遣精神医療チ

ーム(DPAT)等の派遣 

① （略） 

②県は、必要に応じ、被災地において精神保健医療活動を行うた

め、専門的な研修・訓練を受けた災害派遣精神医療チーム(DPAT)

の派遣を要請する。 

 

 

 

 

 

 

 

12 ③県は、被災市町等から医療救護の派遣要請があった場合や被災 

地の状況を踏まえ医 療救護の派遣が必要と認めた場合は、各種協

定に基づき、基幹災害医療センター、被災市町以外の地域災害医療

センター、長崎県医師会、長崎県歯科医師会、長崎県薬剤師会、長

崎県看護協会、長崎県栄養士会、長崎災害リハビリテーション推進

協議会または九州・山口各県に保健医療活動従事者の派遣について

要請する。なお、これらの団体は、緊急やむを得ない場合は、自ら
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の判断に基づき速やかに救護班を派遣する。なお、自らの判断によ

り救護班を派遣する場合は、派遣場所及びスタッフの概要等の情報

を速やかに県に通知する。 

④（略） 
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改正理由 

（機関） 

「大規模災害時の保健医療福祉活動に係る体制の強化について」通知発出に伴う通知名、「保健医療福祉活動チームとの平時からの連携体制の構築

（研修・訓練等の実施）」について追加に伴う修正(福祉保健部地域保健推進課) 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

３１０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１１章 保健衛生計画 

第 １節 保健医療に係る対策 

 

２ 県における保健医療福祉活動の総合調整の実施 

県及び保健所は、大規模災害が発生した場合には、「大規模災害時

の保健医療福祉活動に係る体制の整備について」（令和 4 年 7 月 22

日付け科発 0722 第 1 号、医政発 0722 第 1 号、健発 0722 第 1 号、

薬生発 0722 第 1 号、社援発 0722 第 1 号、老発 0722 第 1 号厚生労

働省大臣官房厚生科学課長、医政局長、健康局長、医薬 ・生活衛生局

長、社会・援護局障害福祉保健部長、老健局長通知）及び「災害医療

コーディネーター活動要領及び災害時小児周産期リエゾン活動要

領」（平成 31 年 2 月 8 日付け医政地発 0208 第 2 号）に基づき、市

町と連携して、以下の措置を講ずる。 

 

（１） 長崎県災害対策本部の下に、災害対策に係る保健医療福祉 

活動の総合調整を行うため、福祉保健部長は福祉保健部内に 

保健医療福祉調整班を設置し、以下の措置を講じる。また、 

災害が発生した地域を管轄する保健所長は、保健所内に地域 

保健医療福祉調整班を設置すること。 

 

３ 被災地における指揮調整機能の維持 

（１）災害時健康危機管理支援チーム（ＤＨＥＡＴ）の派遣 

県は、災害が発生し、保健医療福祉調整班が設置され、被災都

道府県外からの保健医療 （追加）活動チームの受援調整が必要に

第１１章 保健衛生計画 

第 １節 保健医療に係る対策 

 

２ 県における保健医療福祉活動の総合調整の実施 

県及び保健所は、大規模災害が発生した場合には、「大規模災害時の保健

医療福祉活動に係る体制の強化について」（令和 7 年 3 月 31 日付け科発

0331 第 10 号、医政発 0331 第 100 号、健生発 0331 第 52 号、感発 0331 第

20 号、医薬発 0331 第 60 号、社援発 0331 第 69 号、障発 0331 第 27 号、

老発 0331 第 13 号厚生労働省大臣官房厚生科学課長、医政局長、健康・生

活衛生局長、健康・生活衛生局感染症対策部長、医薬局長、社会・援護局長、

社会・援護局障害保健福祉部長、老健局長通知）及び「災害医療コーディネ

ーター活動要領及び災害時小児周産期リエゾン活動要領」（平成 31 年 2 月

8 日付け医政地発 0208 第 2 号）に基づき、市町と連携して、以下の措置を

講ずる。 

（１） 長崎県災害対策本部の下に、災害対策に係る保健医療福祉活動の総 

合調整を行うため、福祉保健部長は福祉保健部内に保健医療福祉調 

整班を設置し、以下の措置を講じる。また、災害が発生した地域を 

管轄する保健所長は、地域保健医療福祉調整本部を設置すること。 

 

 

３ 被災地における指揮調整機能の維持 

（１）災害時健康危機管理支援チーム（ＤＨＥＡＴ）の派遣 

県は、災害が発生し、保健医療福祉調整班が設置され、被災都道府県 

外からの保健医療福祉活動チームの受援調整が必要になるなど、県内
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なるなど、県内の保健所、保健所設置市の相互支援では保健医療

福祉活動の総合調整が困難となることが予想される場合には、

災害時健康危機管理支援チーム（ＤＨＥＡＴ）の応援要請をす

る。 

県は地方公共団体間の相互応援協定等に基づき被災県以外の

都道府県等へ災害時健康危機管理支援チーム（ＤＨＥＡＴ）の応

援要請を行うことができるが、都道府県間での調整が整わない

ときは、厚生労働省健康・生活衛生局に対して応援派遣に関する

調整の依頼を行う。 

   （追加） 

 

（２） 保健医療福祉調整班及び地域保健医療福祉調整班において 

県における災害対策に係る保健医療福祉活動の総合調整とし

て、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）・災害派遣精神医療チー

ム（ＤＰＡＴ）・日本医師会災害医療チーム（ＪＭＡＴ）、日本

赤十字社、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人地域医療

機能推進機構、国立大学病院からの救護班、日本災害歯科支援

チーム（ＪＤＡＴ）、日本薬剤師会、日本看護協会（災害支援

ナース）日本災害リハビリテーション支援協会（ＪＲＡＴ）、

日本栄養士会災害支援チーム（ＪＤＡ―ＤＡＴ）、保健師等

（「以下この項において「保健医療活動チーム」という。）並び

に災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）等の保健医療福祉活動従事

者の派遣調整、保健医療活動に関する情報連携（保健医療（追

加）活動チームに対する避難所等での保健医療活動の記録等の

ための統一的な様式の提示を含む。）並びに保健医療福祉活動

に係る情報の整理及び分析を行うこと。 

 

の保健所、保健所設置市の相互支援では保健医療福祉活動の総合調整

が困難となることが予想される場合には、災害時健康危機管理支援チ

ーム（ＤＨＥＡＴ）の応援要請をする。 

県は地方公共団体間の相互応援協定等に基づき被災県以外の都道府 

県等へ災害時健康危機管理支援チーム（ＤＨＥＡＴ）の応援要請を行う

ことができるが、都道府県間での調整が整わないときは、厚生労働省健

康・生活衛生局に対して応援派遣に関する調整の依頼を行う。 

なお、災害規模に応じて厚生労働省が必要性を判断した場合には、Ｄ 

ＨＥＡＴ先遣隊が派遣されるので、保健医療福祉調整班の設置及び運

営等に活用する。 

 

（２） 保健医療福祉調整班及び地域保健医療福祉調整本部において、 

県における災害対策に係る保健医療福祉活動の総合調整として、災 

害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）、日本医師会災害医療チーム（ＪＭＡ

Ｔ）、日本赤十字社、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人地域

医療機能推進機構、国立大学病院からの救護班、日本災害歯科支援チ

ーム（ＪＤＡＴ）、薬剤師チーム、災害支援ナース等の看護師チー

ム、保健師等チーム、日本栄養士会災害支援チーム（ＪＤＡ―ＤＡ

Ｔ）、災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）、日本災害リハビリテーシ

ョン支援協会（ＪＲＡＴ）、災害時感染症制御支援チーム（ⅮＩＣ

Ｔ）、災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）等（「以下、この項において

「保健医療福祉活動チーム」という。）の保健医療福祉活動従事者の

派遣調整、保健医療福祉活動に関する情報連携（保健医療福祉活動チ

ームに対する避難所等での保健医療福祉活動の記録等のための統一的

な様式の提示を含む。）並びに保健医療福祉活動に係る情報の整理及

び分析を行うこと。 
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３１１ （３）保健医療（追加）調整班は、保健医療福祉活動の総合調整を円 

滑に行うために必要があると認める時は、被災県以外の都道府県 

等に対し、保健医療福祉調整班における業務を補助するための人 

的支援等を求めること。 

（４）（略） 

（追加） 

（３）  保健医療福祉調整班は、保健医療福祉活動の総合調整を円滑に行 

   う必要があると認める時は、被災県以外の都道府県等に対し、保健 

医療福祉調整班における業務を補助するための人的支援等を求める

こと。 

（４）（略） 

（５） 平時から保健医療福祉活動チームと合同での訓練や研修、会議の

開催等により、災害時の保健医療福祉活動に係る関係者間の連携体

制の構築や共通認識の醸成に努めること。 
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改正理由 

（機関） 

「公衆衛生医師、保健師、管理栄養士等の応援派遣」を「保健師等チームの応援派遣」へ表記修正に伴う修正（福祉保健部地域保健推進課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

３１３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１１章 保健衛生計画 

第 １節 保健医療に係る対策 

 

６ 公衆衛生医師、保健師・管理栄養士等による健康管理 

（１）健康管理に必要な情報の収集・共有化 

    県及び被災市町は、避難所等の被災者の健康管理を適切に実施す

るため、速やかに避難所等の衛生状況など健康管理活動に必要な情

報を収集し、厚生労働省健康・生活衛生局に報告するとともに、関

係者間で共有する。なお、被災市町がその被災状況等により、情報

収集ができない場合には、県が保健所等と連携して実施する。 

（２）被災者への健康管理活動 

県及び被災市町は、以下により被災者の健康管理を行う。 

① 公衆衛生医師、保健師、管理栄養士等により、被災者のニーズ

等に的確に対応した健康管理（保健指導及び栄養指導等をい

う。以下同じ。）を行うこと。 

② 保健所等において、保健師等が収集した被災者の健康管理に関

するニーズ等の情報の整理及び分析を行うこと。 

③ 保健所等において、被災県及び市町以外の都道府県及び市町村

から被災県及び市町に派遣されて支援にあたる救護班当の指揮

及び救護班等の支援に関する必要な調整を行うこと。 

④ 被害状況等を踏まえ、保健所等において（２）及び（３）を

行うことが困難であると判断される場合には、当該保健所等を

支援するため、県内の公衆衛生医師、保健師、管理栄養士等を

当該保健所等に応援・派遣すること。 

第１１章 保健衛生計画 

第 １節 保健医療に係る対策 

 

６ 被災者の健康管理 

（１）健康管理に必要な情報の収集・共有化 

    県及び被災市町は、避難所等の被災者の健康管理を適切に実施す

るため、速やかに避難所等の衛生状況など健康管理活動に必要な情

報を収集し、厚生労働省健康・生活衛生局に報告するとともに、関

係者間で共有する。なお、被災市町がその被災状況等により、情報

収集ができない場合には、県が保健所等と連携して実施する。 

（２）被災者への健康管理活動 

県及び被災市町は、以下により被災者の健康管理を行う。 

① 公衆衛生医師、保健師、管理栄養士等により、被災者のニーズ

等に的確に対応した健康管理（保健指導及び栄養指導等をい

う。以下同じ。）を行うこと。 

② 保健所等において、保健師等が収集した被災者の健康管理に関

するニーズ等の情報の整理及び分析を行うこと。 

③ 保健所等において、被災県及び市町以外の都道府県及び市町村

から被災県及び市町に派遣されて支援にあたる救護班等の指揮及

び救護班等の支援に関する必要な調整を行うこと。 

③ 被害状況等を踏まえ、保健所等において対応が困難であると判 

断される場合には、当該保健所等を支援するため、県内の公衆衛 

生医師、保健師、管理栄養士等を当該保健所等に応援（削除）派 

遣すること。 
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３１４ 

⑤ 健康管理に関する業務を担当している部局は、食料調達に関す

る業務を担当している部局と連携しつつ、管理栄養士等により、

被災者に対する食事の確保及び食事制限のある被災者に対する

ニーズに応じた配食に努めること。 

⑥ 被害が甚大で避難生活が長期化する場合や避難所が多数設置

されている場合等、被災者の健康管理を計画的・組織的に行うこ

とが必要と見込まれる場合には、被災者の健康管理のための実施

計画の策定等により、計画的な対応を行うこと。 

⑦ 避難所等で生活する妊産婦及び乳幼児並びに被災した子ども

たちに対する心身の健康管理の支援の留意点について、被災地で

専門的な支援にあたる保健師、助産師、看護師等に対して周知す

ること。 

（３）公衆衛生医師、保健師、管理栄養士等の応援派遣受入 

① 県及び被災市町は、被災者の健康管理に関し、管内の公衆衛生

医師、保健師、管理栄養士等のみによる対応が困難であると認め

るときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の

１７ 、災害対策基本法第３０条第２項及び第 74 条の規定等によ

り、その他の都道府県市町村に公衆衛生医師、保健師、管理栄養

士等の応援要請をする。 

②県 ・被災市町は、被災者の健康管理に際し、管内の公衆衛生医師、

保健師、管理栄養士等のみによる（２）①への対応が困難である

と認めるときは、必要に応じ、厚生労働省健康・生活衛生局に被

災都道府県・市町村以外の都道府県及び市町村からの公衆衛生医

師、保健師、管理栄養士等の応援要請をする。 

 

⑤ 健康管理に関する業務を担当している部局は、食料調達に関す

る業務を担当している部局と連携しつつ、管理栄養士等により、

被災者に対する食事の確保及び食事制限のある被災者に対するニ

ーズに応じた配食に努めること。 

⑥ 被害が甚大で避難生活が長期化する場合や避難所が多数設置さ

れている場合等、被災者の健康管理を計画的・組織的に行うこと

が必要と見込まれる場合には、被災者の健康管理のための実施計

画の策定等により、計画的な対応を行うこと。 

⑦ 避難所等で生活する妊産婦及び乳幼児並びに被災した子どもた

ちに対する心身の健康管理の支援の留意点について、被災地で専

門的な支援にあたる保健師、助産師、看護師等に対して周知する

こと。 

（３） 保健師等チームの応援要請 

① 県及び被災市町は、被災者の健康管理に関し、県内の公衆衛生

医師、保健師、管理栄養士等のみによる対応が困難な場合は、災

害時相互応援協定締結自治体へ、被災者の健康管理を支援するた

めに被災都道府県以外の地方公共団体の保健師、管理栄養士、そ

の他の専門職等からなる保健師等チーム（以下、「保健師等チー

ム」）の応援要請をする。 

②県及び被災市町は、①の結果及び被災状況等により、全国規模の

応援要請が必要であると判断した場合、厚生労働省健康・生活衛

生局に被災都道府県・市町村以外の都道府県及び市町村からの保

健師等チームの応援要請をする。 
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改正理由 

（機関） 

災害時感染制御チーム（DICT）の派遣要請に関する修正（福祉保健部地域保健推進課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

３１４

 

第 ３編 災害応急対策計画 

第１１章 保健衛生計画 

第 １節 保健医療に係る対策 

 

８ 防疫対策 

⑦  被災市町を管轄する保健所は、避難所等における衛生環境を維

持するため、必要に応じ、県へ感染対策チーム（DICT）の派遣を

要請すること。県は日本環境感染学会等と連携し対応を調整する。 

第 ３編 災害応急対策計画 

第１１章 保健衛生計画 

第 １節 保健医療に係る対策 

 

８ 防疫対策 

⑦  県や被災市町は、避難所等における衛生環境を維持するため、

必要に応じ、災害時感染制御支援チーム（DICT）の派遣を、国立

健康危機管理研究機構に設置された DICT 事務局に対して迅速に要

請すること。 
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改正理由 

（機関） 

国の災害基本計画の修正に伴う修正及び、災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準（平成 25 年内閣府告示第 228 号）

等の一部改正に伴う修正（福祉保健部福祉保健課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

３４１

 

第 ３編  災害応急対策計画 

第１４章 文教応急対策計画 

 

９ 災害救助法による学用品の給与 

 （略） 

 （４） 費用 

   （略） 

   イ 文房具及び通学用品 

 小学校児童     １人当たり 5,200円 
中学校生徒     １人当たり 5,500円 
高等学校等生徒   １人当たり 6,000円 

 

第 ３編  災害応急対策計画 

第１４節 文教応急対策計画 

 

９ 災害救助法による学用品の給与 

 （略） 

 （４） 費用 

   （略） 

   イ 文房具及び通学用品 

 小学校児童     １人当たり 5,500円 
中学校生徒     １人当たり 5,800円 
高等学校等生徒   １人当たり 6,300円 
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改正理由 

（機関） 

誤字や電力施設数の一部の修正、停電情報提供に関する修正、九州電力送配電が主体として対応するための修正（九州電力） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

３４４ 

 

 

 

 

 

 

 

３４５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１５章 公益事業施設災害応急対策計画  

第 １節 電力施設災害応急対策計画 

 

１ 電力施設の状況及び所在  

長崎県内の電力施設としては、長崎エリア管内に１支社６配電事

業所、１営業部６営業所、発変電所・開閉所 90 箇所があり、その

他に福岡エリア管内の対馬、壱岐関係の２配電事業所、と発変電所

９箇所、佐賀エリア管内の福島町、鷹島町関係の変電所１箇所と本

店直轄の１火力発電所 がある。 

２～４（略） 

５ 広報対応 

（１） ～（２）略 

２ 多くの広報チャンネルの確保  

非常災害時にホームページ・携帯サイトに情報を掲載する

とともに、広報車・航空機による周知、並びに報道機関への

情報提供及びラジオスポット等によりきめ細かく広報する。 

（ホームページ：http://www.kyuden.co.jp/td）  

（携帯サイト：http://kyuden.jp/td） 

 

 

 

第１５章 公益事業施設災害応急対策計画  

第 １節 電力施設災害応急対策計画 

 

１ 電力施設の状況及び所在  

長崎県内の電力施設としては、長崎エリア管内に１支社６配電事業所、

１支店３営業センター、発変電所・開閉所９２箇所があり、その他に福岡

エリア管内の対馬、壱岐関係の２配電事業所、と発変電所９箇所、佐賀エ

リア管内の福島町、鷹島町関係の変電所１箇所と本店直轄の１火力発電所 

がある。 

 

２～４（略） 

５ 広報対応 

  （１）～（２）略 

２ 多くの広報チャンネルの確保  

     非常災害時にホームページ・停電情報提供アプリにより情報をお

知らせするとともに、広報車・航空機による周知、並びに報道機関

への情報提供及びラジオスポット等によりきめ細かく広報する。 

 （ホームページ：https://www.kyuden.co.jp/td_teiden/kyushu.html）  

（九州停電情報提供アプリ：AppStore または GooglePlay からダウン

ロード可） 
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３４６ ６  重要施設に関する対応  

県は、大規模停電発生時には直ちに、あらかじめリスト化した

重要施設及び災害応急対策に係る機関が保有する施設の非常用電

源の設置状況等を踏まえ、これらの施設の非常用電源の稼働状 

況を確認の上、電源の確保が必要な施設の把握を行い、電源車等

の配備先の候補案を作成するよう努めるものとする。  

また、県は国〔経済産業省〕、九州電力等と調整を行い、電源

車等の配備先を決定し、九州電力等は、電源車等の配備に努める

ものとする。 

６  重要施設に関する対応  

県は、大規模停電発生時には直ちに、あらかじめリスト化した重要施

設及び災害応急対策に係る機関が保有する施設の非常用電源の設置状況

等を踏まえ、これらの施設の非常用電源の稼働状 況を確認の上、電源の

確保が必要な施設の把握を行い、電源車等の配備先の候補案を作成する

よう努めるものとする。  

また、県は国〔経済産業省〕、九州電力送配電と調整を行い、電源車等

の配備先を決定し、九州電力送配電は、電源車等の配備に努めるものと

する。 
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改正理由 

（機関） 

諫早支店 津久葉工場：ガスホルダー（球形）建設に伴う修正 

小浜支店 小浜工場：大村工場と誤記載のため修正（九州ガス株式会社） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

３５１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ３編 災害応急対策計画 

第１５章 公益事業施設災害応急対策計画 

第 ２節 ガス施設災害応急対策計画 

 

１ 施設 

（１） 諫早支店 

区分 津久葉工場 

天然ガス製造設備 

（46ＭＪ／Ｎ㎥） 
44,550 ㎥／D    4 基 

LNG タンク 400kl        2 基 

LPG タンク 50t         2 基 

 

（２） 大村支店 

  （略） 

 

（３） 小浜支店 

区分 大村工場 

Ｐ１３Ａガス製造設備 4,800 ㎥／D    2 基 

ガスホルダー（有水式） 200 ㎥       1 基 

LPG タンク 15t        1 基 
 

第 ３編 災害応急対策計画 

第１５章 公益事業施設災害応急対策計画 

第 ２節 ガス施設災害応急対策計画 

 

１ 施設 

（１） 諫早支店 

区分 津久葉工場 

天然ガス製造設備 

（46ＭＪ／Ｎ㎥） 
44,550 ㎥／D    4 基 

ガスホルダー（球形） 3,000 ㎥×0.99MPa 1 基 

LNG タンク 400kl       2 基 

LPG タンク 50t         2 基 

（２） 大村支店 

  （略） 

 

（３） 小浜支店 

区分 小浜工場 

Ｐ１３Ａガス製造設備 4,800 ㎥／D    2 基 

ガスホルダー（有水式） 200 ㎥       1 基 

LPG タンク 15t        1 基 
 

    

                                                  



令和７年度「長崎県地域防災計画（基本計画編）」修正調書 （新旧対照） 

 

改正理由 

（機関） 

海上保安庁への伝達系統の変更に伴う修正（長崎地方気象台）  

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

４０７

 

 

 

 

第４編 活動火山「雲仙岳」災害対策計画 

第２章 各種情報の収集連絡等 

第１節 火山現象に関する予報及び警報 

 

 

第４編 活動火山「雲仙岳」災害対策計画 

第２章 各種情報の収集連絡等 

第１節 火山現象に関する予報及び警報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和７年度「長崎県地域防災計画（基本計画編）」修正調書 （新旧対照） 

 

改正理由 

（機関） 

事象の追加及び文言の修正に伴う修正（農林部森林整備室） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

４２４ 

 

 

 

第５編 災害復旧計画 

第１章 災害復旧事業の促進 

第１節 公共土木施設災害復旧事業計画 

 

７ 林地荒廃防止施設災害復旧計画 

林地荒廃防止施設の災害復旧については、一般公共土木施設の復旧

計画と同じで、主管省の査定を受け、その緊急度に応じて災害発生の

次年度以降「おおむね３ヶ年度」（事業費が治山事業単独で３０億円以

上の場合は「おおむね５年度」）で復旧するよう、計画をたてることと

なっている。 

 

第５編 災害復旧計画 

第１章 災害復旧事業の促進 

第１節 公共土木施設災害復旧事業計画 

 

７ 林地荒廃防止施設災害復旧計画 

林地荒廃防止施設の災害復旧については、一般公共土木施設の復旧計

画と同じで、主管省の査定を受け、その緊急度に応じて、３ヶ年（事業

費が治山事業単独で３０億円以上の場合は「おおむね５年度」）で復旧

するよう、計画をたてることとなっている。また、１件の復旧費の額が

県にあっては１２０万円未満、市町にあっては４０万円（暫定法適用）

未満の箇所は単独災害として復旧することとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



令和７年度「長崎県地域防災計画（基本計画編）」修正調書 （新旧対照） 

 

改正理由 

（機関） 

復興事前準備の取組みの追記に伴う修正（土木部都市政策課 計画調整班） 

ページ 現 行 計 画                           修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

４２５

第５編 災害復旧計画 

第１章 災害復旧事業の促進 

第３節 都市災害復旧事業計画 

 

◎都市の復興に関して定める事項 

１ 大規模な災害により地域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害が生

じた災害においては、被災地域の再建を可及的速やかに実施するた

め、災害復旧等の進捗状況を見極めつつ、再度災害防止により快適な

都市環境を目指し、計画的に都市の復興を進めるものとする。その

際、障害者、高齢者、女性等の意見が反映されるよう、環境整備に努

めるものとする。 

２ 復興のため、市街地の整備改善が必要な場合には、被災市街地復興

特別措置法等を活用するものとする。 

（追加） 

 

３ 住民の早急な生活再建の観点から、住民の合意を得るよう努めつ

つ、市街地の面的整備や防災に資する各種都市施設の総合的・一体的

整備等により、合理的かつ健全な市街地の形成と都市機能の更新を図

るものとする。 

第５編 災害復旧計画 

第１章 災害復旧事業の促進 

第３節 都市災害復旧事業計画 

 

◎都市の復興に関して定める事項 

１ 大規模な災害により地域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害が生

じた災害においては、被災地域の再建を可及的速やかに実施するた

め、災害復旧等の進捗状況を見極めつつ、再度災害防止により快適な

都市環境を目指し、計画的に都市の復興を進めるものとする。その

際、障害者、高齢者、女性等の意見が反映されるよう、環境整備に努

めるものとする。 

２ 復興のため、市街地の整備改善が必要な場合には、被災市街地復興

特別措置法等を活用するものとする。 

３ 被災後に早期かつ的確に復興まちづくりを行えるよう、復興まちづ

くり計画策定等の復興事前準備の取組みを推進するものとする。 

４ 住民の早急な生活再建の観点から、住民の合意を得るよう努めつ

つ、市街地の面的整備や防災に資する各種都市施設の総合的・一体的

整備等により、合理的かつ健全な市街地の形成と都市機能の更新を図

るものとする。 

 

 

 

 

 



令和７年度「長崎県地域防災計画（基本計画編）」修正調書 （新旧対照） 

 

改正理由 

（機関） 

文言の修正（産業労働部経営支援課、） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

４２９

 

 
 
 

 

 

 

第５編 災害復旧計画 

第２章 災害復旧事業に対する財政援助並びに資金計画 

第２節 激甚災害に係る財政援助措置 

 

３ 中小企業に関する特別の助成 

（第３章第２節中小企業に関する金融の確保、関連） 

（１） 小企業信用保険法による災害関係保証の特例 

（略） 

 

第５編 災害復旧計画 

第２章 災害復旧事業に対する財政援助並びに資金計画 

第２節 激甚災害に係る財政援助措置 

 
３ 中小企業に関する特別の助成 

（第３章第２節中小企業に関する金融の確保、関連） 

（１） 中小企業信用保険法による災害関係保証の特例 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     



令和７年度「長崎県地域防災計画（基本計画編）」修正調書 （新旧対照） 

 

改正理由 

（機関） 

激甚災害指定基準の改正に伴う修正（危機管理部防災企画課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

４３１

 

 

 

 

４３２

第５編 災害復旧計画編 

第２章 災害復旧事業に対する財政援助並びに資金計画 

第２節 激甚災害に係る財政援助措置 

 

５ 激甚災害指定基準（改正平成 21 年３月 10 日） 

 

６ 法第 12 条、第 13 条（中小企業信用保険法による災害関係保証の

特例等）の措置を適用すべき激甚災害は次のいずれかに該当する災

害とする。 

６ 局地激甚災害指定基準（改正平成 23 年 1 月 13 日） 

（４）当該市町村の区域内における当該災害に係る中小企業関係被害

額が当該市町村に係る当 該年度の中小企業所得推定額の 10%を超

える市町（略）上記に該当する市町ごとの（略） 

なお、この指定基準は平成 22 年 1 月 1 日以後に発生した災害に

ついて適用する。 

第５編 災害復旧計画編 

第２章 災害復旧事業に対する財政援助並びに資金計画 

第２節 激甚災害に係る財政援助措置 

 

５ 激甚災害指定基準（改正平成 28 年２月９日） 

 

６ 法第 12 条（中小企業信用保険法による災害関係保証の特例）の措

置を適用すべき激甚災害は次のいずれかに該当する災害とする。 

 

６ 局地激甚災害指定基準（改正平成 28 年 2 月 9 日） 

（４）当該市町村の区域内における当該災害に係る中小企業関係被害

額が当該市町村に係る当 該年度の中小企業所得推定額の 10%を超

える市町村（略）上記に該当する市町村ごとの（略） 

なお、この指定基準は平成 27 年４月 1 日以後に発生した災害に

ついて適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和７年度「長崎県地域防災計画（基本計画編）」修正調書 （新旧対照） 

 

改正理由 

（機関） 

金融制度の金利改定等に伴う修正(水産部水産経営課、農林部農業経営課) 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

４３８

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５編 災害復旧計画 

第３章 金融その他の資金対策 

第１節 農林水産業に関する金融の確保 

 

２ 農林漁業資金の貸付（株式会社日本政策金融公庫法） 

（利率は令和６年 10 月 1 日現在） 

（略） 

（１）農林漁業施設資金（共同利用施設、主務大臣指定施設の災害復旧

資金）（日本政策金融公庫資金） 

（略） 

 ○貸付条件等 

   利率 年 0.65～1.30％ 

（略） 

（２）農林漁業セーフティネット資金（日本政策金融公庫資金） 

（略） 

◯ 貸付条件 

ア 貸付利率    年 0.65～1.30％ 

イ 貸付限度額   （略） 

ウ 償還期限 15 年以内（内据置期間３年以内） 

（略） 

 

 

 

 

第５編 災害復旧計画 

第３章 金融その他の資金対策 

第１節 農林水産業に関する金融の確保 

 

２ 農林漁業資金の貸付（株式会社日本政策金融公庫法） 

（利率は令和７年 10 月１日現在） 

（略） 

（１）農林漁業施設資金（共同利用施設、主務大臣指定施設の災害復旧

資金）（日本政策金融公庫資金） 

（略） 

 ○貸付条件等 

   利率 年 1.25～2.10％ 

（略） 

（２）農林漁業セーフティネット資金（日本政策金融公庫資金） 

（略） 

◯ 貸付条件 

ア 貸付利率    年 1.25～2.05％ 

イ 貸付限度額   （略） 

ウ 償還期限 15 年以内（内据置期間３年以内） 

（略） 

 

 

 

 



令和７年度「長崎県地域防災計画（基本計画編）」修正調書 （新旧対照） 

 

４３９

 

 

４４１

 

３ その他の災害資金 

以上のほか、農地、漁船等の災害に対するものとして次表のものがあ

る。 

（１）日本政策金融公庫資金         （令和6年10月1日現在） 

資金の種類 
利率 

（年） 
償還期間 据置期間 貸付の限度額 

農業基盤整備

資金 
0.65～ 

1.30% 
25年以内 

うち10年
以内 

農業者1人当り要

負担額 
林業基盤整備

資金(樹苗養成

施設) 

0.65～ 

1.30% 
15年以内 うち５年

以内 

貸付けを受ける者

の負担する額の

80％ 

林業基盤整備

資金(林道) 
0.65～ 

1.30% 
20年以内 

うち３年

以内 
同上 

漁業基盤整備

資金 
0.65～

1.30％ 
20年以内 うち３年

以内 
事業費の80％ 

 

(２)農協系統資金            (令和６年 10 月 1 日現在) 

資金の種類 
利率

（年） 
償還期間 据置期間 貸付の限度額 

農 業 近 代 化 

資金 
1.30% 15年以内 ７年以内 

個人(認定農業者) 

1,800円以内 

法人(認定農業者) 
２億円以内 

 

 

 

 

３ その他の災害資金 

以上のほか、農地、漁船等の災害に対するものとして次表のものがあ

る。 

（１）日本政策金融公庫資金         （令和7年10月１日現在） 

資金の種類 
利率 

（年） 
償還期間 据置期間 貸付の限度額 

農業基盤整備

資金 
1.25～ 

2.10% 
25年以内 

うち10年以

内 
農業者1人当り要

負担額 
林業基盤整備

資金(樹苗養成

施設) 

1.25～ 

2.10% 
15年以内 うち５年以

内 

貸付けを受ける

者の負担する額

の80％ 

林業基盤整備

資金(林道) 
1.25～ 

2.10% 
20年以内 

うち３年以

内 
同上 

漁業基盤整備

資金 
1.25～

2.10％ 
20年以内 うち３年以

内 
事業費の80％ 

 

(２)農協系統資金           (令和 7 年 10 月１日現在) 

資金の種類 
利率

（年） 
償還期間 据置期間 貸付の限度額 

農 業 近 代 化 

資金 
2.10% 15年以内 ７年以内 

個人(認定農業者) 

1,800円以内 

法人(認定農業者) 
２億円以内 

 

 

 

 



令和７年度「長崎県地域防災計画（基本計画編）」修正調書 （新旧対照） 

 

 

４ 長崎県災害対策特別資金・長崎県沿岸漁業等振興資金 

県単独の制度資金であるこれらの制度資金でも災害により被害を受け

た農業者及び漁業者等の災害復旧に役立てるため、下記の条件で融資を

行うこととし、対象災害については知事が定める。 

 （令和６年10月1日現在） 

資金の種類 
貸付限度額 貸付条件 

個人 法人 貸付利率 償還期限 据置期間 
農業者等が災

害により被害

を受けた農業

用施設を復旧

するために緊

急に必要な資

金 

500 

万円 

1,500

万円 
年1.30％ 10年以内 ２年以内 

漁業者等が天

災又は公害等

により、漁業生

産施設等に被

害をこうむり、

これらを復旧

するのに必要

な資金 

1,000

万円 

2,000 

万円 
年1.30％ 10年以内 ２年以内 

 

 

 

 

 

４ 長崎県災害対策特別資金・長崎県沿岸漁業等振興資金 

県単独の制度資金であるこれらの制度資金でも災害により被害を受け

た農業者及び漁業者等の災害復旧に役立てるため、下記の条件で融資を

行うこととし、対象災害については知事が定める。 

 (令和7年10月１日現在) 

資金の種類 
貸付限度額 貸付条件 

個人 法人 貸付利率 償還期限 据置期間 
農業者等が災害

により被害を受

けた農業用施設

を復旧するため

に緊急に必要な

資金 

500  

万円 

1,500 

万円 
年2.10％ 10年以内 ２年以内 

長崎県沿岸漁業

等振興資金（天

災又は公害等に

より、漁業生産

施設等に被害を

受けた漁業者等

が、これらを復

旧するのに必要

な資金） 

1,000 

万円 

2,000 

万円 
年2.10％ 10年以内 ２年以内 

 

 

 

 

 

 

                                       



令和７年度「長崎県地域防災計画（基本計画編）」修正調書 （新旧対照） 

 

改正理由 

（機関） 

特別相談窓口の設置などの支援措置に関する修正（産業労働部経営支援課、九州経済産業局） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

４４２

 

 

 

 

 

 

４４３

 

 

 

 

 

 

 

 

４４３

 

 

 

 

第２節 中小企業に関する金融の確保 

 

２（２）商工組合中央金庫 

（略） 

中小企業向け災害復旧資金 

金利    所定利率 

融資限度額 １億５千万円（組合：４億５千万円） 

貸付期間  設備資金１５年以内（据置２年以内） 

      運転資金１０年以内（据置２年以内） 

 

３ 信用保証 

中小企業の信用力の不足を補い、金融円滑化のため、中小企業者が金

融機関から資金借入を行う際、信用保証協会の保証が必要な場合は、激

甚災害について指定された地域内に事業所を有し、市町の証明を受けた

被災事中小企業者に対しては、別枠の保証制度が適用される。 

（１）～（２） 

（３）保証料 一般保証料率 年０．４５～１．９％ 

       特別保証料率災害発生の都度、別途定められる 

 

４ 小規模企業者等設備導入資金の償還延期等 

 「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づ

く指定が行われたときは、 指定地域の被災中小企業者に対する既往の

小規模企業者等設備導入資金の償還期間を２年の範囲 内で延長するこ

とができる。 また、被災した協同組合等に対する高度化資金の償還期

第２節 中小企業に関する金融の確保 

 

２（２）商工組合中央金庫 

（略） 

（削除） 

 

 

 

 

 

３ 信用保証 

中小企業の信用力の不足を補い、金融円滑化のため、中小企業者が金

融機関から資金借入を行う際、信用保証協会の保証が必要な場合は、災

害救助法が適用された地域内に事業所を有し、市町の証明を受けた被災

事業者に対しては、別枠の保証が適用される。加えて、激甚災害に指定

された場合は、さらに別枠の保証が適用される。 

（１）～（２） 

（３）保証料 別途定められる 

 

４ 高度化事業 

 （削除） 

被災した協同組合等に対する高度化資金の償還期間について、貸付条

件を変更することが出来るとともに協同組合等の共同施設等の災害復旧

事業に対し、整備資金の 90％以内の貸付を行うことができる。 
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間について、貸付条件を変更することが出来るとともに協同組合等の共

同施設等の災害復旧事業に対し、整備資金の 90％以内の貸付を 行うこ

とができる。 

 

 

５ その他 

県の制度融資 

（略） 

 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

５ その他 

（１）県の制度融資 

（略） 

 

（２）特別相談窓口の設置 

 災害救助法が適用された場合、九州経済産業局、日本政策金融公庫、

商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企

業団体中央会及びよろず支援拠点、全国商店街振興組合連合会、中小企

業基盤整備機構九州本部に特別相談窓口を設置。 

 

（３）既往債務の返済条件緩和等の対応 

災害救助法が適用された場合、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫

及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手

続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、被害を受けた中小企

業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請。 

 

（４）小規模企業共済災害時貸付の適用 

災害救助法が適用された市町村において被害を受けた小規模企業共済

契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を

行う災害時貸付を適用。 
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改正理由 

（機関） 

国の貸付限度額の変更に伴う修正（こども政策局こども家庭課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

４４８ 

第５編 災害復旧計画 

第４章 被災者の生活確保に関する計画 

第４節 生業資金の確保に関する計画 

 

２ 母子福祉資金貸付金及び父子福祉資金貸付金並びに寡婦福祉資金貸付

金 

（４）母子福祉資金貸付金及び父子福祉資金貸付金並びに寡婦福祉資金貸

付金一覧表（災害関連分） 

 

資金名 貸付金額の限度 据置期

間 

償還期間 

事業開始資金 個人貸付      3,470,000

円 

１年 ７年以内 

団体貸付      5,220,000

円 

１年 ７年以内 

事業継続資金 個人貸付      1,740,000

円 

６か月 ７年以内 

団体貸付      1,740,000

円 

６か月 ７年以内 

住 宅 資 金           1,500,000

円 

（但し、災害老朽化等による 

  

第５編 災害復旧計画 

第４章 被災者の生活確保に関する計画 

第４節 生業資金の確保に関する計画 

 

２ 母子福祉資金貸付金及び父子福祉資金貸付金並びに寡婦福祉資金貸付

金 

（４）母子福祉資金貸付金及び父子福祉資金貸付金並びに寡婦福祉資金

貸付金一覧表（災害関連分） 

 

資金名 貸付金額の限度 据置期

間 

償還期間 

事業開始資金 個人貸付       

3,580,000 円 

１年 ７年以内 

団体貸付       

5,370,000 円 

１年 ７年以内 

事業継続資金 個人貸付       

1,790,000 円 

６か月 ７年以内 

団体貸付       

1,790,000 円 

６か月 ７年以内 

住 宅 資 金            

1,500,000 円 

（但し、災害老朽化等による 

６か月 ６年以内 

（災害 7

年以内） 
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増改築の場合 2,000,000 円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

増改築の場合 2,000,000 円） 
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改正理由 

（機関） 

総務省管区行政評価局（行政監視行政相談センター）が指定地方行政機関に指定されたことに伴う修正 

国の防災基本計画に、総務省の特別行政相談活動が位置づけられたことに伴う修正（長崎行政監視行政相談センター） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

４５８ 

第５編 災害復旧計画 

第５章 被災者の生活再建等の支援 

 （関係課） 

 

 県及び市町体は、被災者等の生活再建に向けて、住まいの確保、生活資

金等の支給やその迅速な処理のための仕組みの構築に加え、生業や就労の

回復による生活資金の継続的確保，災害ケースマネージメントの実施等に

より、コミュニティの維持回復，心身のケア等生活全般にわたってきめ細

かな支援を講じる必要がある。 

（追加） 

 

 

１（略） 

２（略） 

３（追加） 

第５編 災害復旧計画 

第５章 被災者の生活再建等の支援 

 （関係課：九州管区行政評価局、長崎行政監視行政相談センター） 

 

県及び市町は、被災者等の生活再建に向けて、住まいの確保、生活資金

等の支給やその迅速な処理のための仕組みの構築に加え、生業や就労の回

復による生活資金の継続的確保，災害ケースマネージメントの実施等によ

り、コミュニティの維持回復，心身のケア等生活全般にわたってきめ細か

な支援を講じる必要がある。 

九州管区行政評価局、長崎行政監視行政相談センターは、特別行政相談

活動の実施による被災者支援を行うものとする。 

 

１（略） 

２（略） 

３ 特別行政相談活動の実施 

  九州管区行政評価局、長崎行政監視行政相談センターは、被災者に対

する各種支援措置の案内等に対応する特別行政相談活動を行うものと

する。 
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資料４‐３  
 

 

 

 

長崎県地域防災計画（震災対策編） 
令和７年度修正（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年 11 月 

 

長 崎 県 防 災 会 議 
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改正理由 

（機関） 

統計期間の更新とそれに伴う数値の修正に伴う修正（長崎地方気象台） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 1 総則 

第２節 長崎県における地震の想定 

 

２ 長崎県における地震動想定の見直しについて（審議結果） 

 

表―２ 長崎県内気象官署震度１以上の地震回数（1919 年～2020

年）長崎地方気象台資料 

震度 長崎 雲仙岳 佐世保 平戸 厳原 福江 

1 546 1915 91 97 91 34 

2 135 756 34 37 41 11 

3 40 234 4 12 8 1 

4 2 37 1 2 1 0 

5 1 1 0 0 0 0 

5 弱 0 1 0 0 0 0 

計 724 2944 130 148 141 46 

 

図―１ 長崎県周辺の M6 以上の地震（1600 年～2021 年） 

図―２ 長崎県内で震度４以上を観測した地震の震央分布図 

    （1919 年～2021 年、詳細不明の地震を除く） 

表－３ 長崎県内震度４以上の震源リスト（1919 年～2021 年） 

 

 

第１章 総則 

第２節 長崎県における地震の想定 

 

 ２ 長崎県における地震動想定の見直しについて（審議結果） 

 

表―２ 長崎県内気象官署震度１以上の地震回数（1919 年～2024 年）長

崎地方気象台資料 

震度 長崎 雲仙岳 佐世保 平戸 厳原 福江 

1 549 1941 94 99 93 34 

2 136 762 35 40 41 11 

3 40 236 4 12 8 1 

4 2 37 1 2 1 0 

5 1 1 0 0 0 0 

5 弱 0 1 0 0 0 0 

計 726 2978 134 153 143 46 

 

図―１ 長崎県周辺の M6 以上の地震（1600 年～2024 年） 

図―２ 長崎県内で震度 4 以上を観測した地震の震央分布図 

    （1919 年～2024 年、詳細不明の地震を除く） 

表－３ 長崎県内震度４以上の震源リスト（1919 年～2024 年） 
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１０ 

 

 

震度 1 2 3 4 ５弱 ５強 ６弱 ６強 7 
合

計 

2014 年 7 3 1 0 0 0 0 0 0 11 

2015 年 14 6 1 0 0 0 0 0 0 21 

2016 年 253 83 21 5 1 1 0 0 0 364 

2017 年 26 9 4 1 0 0 0 0 0 40 

2018 年 24 6 0 0 0 0 0 0 0 30 

2019 年 14 5 4 0 0 0 0 0 0 23 

2020 年 18 3 0 0 0 0 0 0 0 21 

2021 年 17 6 0 0 0 0 0 0 0 23 

2022 年 19 8 2 0 0 0 0 0 0 29 

2023 年 13 7 0 0 0 0 0 0 0 20 

合計 405 136 33 6 1 1 0 0 0 582 

 

過去 10 年間の震度別地震回数（長崎県 2012 年～2023 年） 

 

 

 

 

 

 

震度 1 2 3 4 ５弱 ５強 ６弱 ６強 7 
合

計 

2015 年 14 6 1 0 0 0 0 0 0 21 

2016 年 253 83 21 5 1 1 0 0 0 364 

2017 年 26 9 4 1 0 0 0 0 0 40 

2018 年 24 6 0 0 0 0 0 0 0 30 

2019 年 14 5 4 0 0 0 0 0 0 23 

2020 年 18 3 0 0 0 0 0 0 0 21 

2021 年 17 6 0 0 0 0 0 0 0 23 

2022 年 19 8 2 0 0 0 0 0 0 29 

2023 年 13 7   0 0 0 0 0 0 20 

2024 年 17 1 3 0 0 0 0 0 0 21 

合計 415 134 35 6 1 1 0 0 0 592 

 

過去 10 年間の震度別地震回数（長崎県 2015 年～2024 年） 
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改正理由 

（機関） 

南海トラフ地震防災対策推進地域指定に伴う修正（危機管理部防災企画課） 

ページ  現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

１４２ 

第２章 地震災害予防計画 

第１節 防災知識･思想の普及 

 

（４） 市町における啓発 

② 市町は、住民の適切な避難や防災活動に資する防災マップ、地

区別防災カルテ等を作成し、住民等に配布する。 

 

第２章 地震災害予防計画 

第１節 防災知識･思想の普及 

 

（４） 市町における啓発 

② 市町は、地域住民等が「自らの命は自らが守る」という早期避難

への意識を持続的に共有し、津波襲来時に適確な避難を行うことが

できるようにハザードマップの作成・見直し・周知・ワークショッ

プの開催その他の津波からの避難に関する意識を啓発するための措

置を講じる。 
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改正理由 

（機関） 

防災基本計画の修正に伴う修正に伴う修正（県民生活環境部県民生活環境課） 

ページ  現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

１４４ 

第２章 地震災害予防計画 

第２節 自主防災活動 

 

（４） 災害時におけるボランティア活動を支援するための環境整備 

県、市町は、県・市町社会福祉協議会及び公益財団法人県民

ボランティア振興基金と協力し、「長崎県災害救援ボランティア

活動マニュアル（令和４年３月）」を活用して、災害時における

ボランティア活動の環境整備のため、ボランティアの登録、コー

ディネーターの養成、ボランティア拠点相互のネットワーク構築

等に努める。 

災害時に、ボランティア活動が円滑かつ効果的に実施される

ように、自主防災組織は、地域の被災者のニーズとボランティア

をつなぐ役割を果たすものとし、自主防災組織と市町災害ボラン

ティアセンター（市町社会福祉協議会）との役割分担をあらかじ

め定めておく。 

 

第２章 地震災害予防計画 

第２節 自主防災活動 

 

（４） 災害時におけるボランティア活動を支援するための環境整備 

県、市町は、県・市町社会福祉協議会及び公益財団法人県民ボ

ランティア振興基金と協力し、「長崎県災害救援ボランティア活動

マニュアル（令和４年３月）」を活用して、災害時におけるボラン

ティア活動の環境整備のため、ボランティアの登録、コーディネー

ターの養成、ボランティア拠点相互のネットワーク構築等に努める

とともに、災害中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援

や活動調整を行う組織）を含めた連携体制の構築を図る。 

災害時に、ボランティア活動が円滑かつ効果的に実施されるよ

うに、自主防災組織は、地域の被災者のニーズとボランティアをつ

なぐ役割を果たすものとし、自主防災組織と市町災害ボランティア

センター（市町社会福祉協議会）との役割分担をあらかじめ定めて

おく。 
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改正理由 

（機関） 

治山ダム設置基数の修正（農林部森林整備室） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

１５３ 

 

 

第２章 地震災害予防計画 

第５節 防災都市・地域づくり計画 

 

７ 平成新山対策 

（２）方針 

① 治山事業 

水無川上流域（赤松谷地区、極楽谷・炭酸水谷地区、おしが谷地

区）において渓間に堆積した土砂及び火山噴出物の浸食・流出の抑止

及び土石流対策として、治山ダム１７基を設置し、併せて航空緑化工

を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 地震災害予防計画 

第５節 防災都市・地域づくり計画 

 

７ 平成新山対策 

（２）方針 

① 治山事業 

水無川上流域（赤松谷地区、極楽谷・炭酸水谷地区、おしが谷地

区）において渓間に堆積した土砂及び火山噴出物の浸食・流出の抑止

及び土石流対策として、治山ダム２２基を設置し、併せて航空緑化工

を実施した。 
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改正理由 

（機関） 

防災基本計画の修正に伴う修正（危機管理部防災企画課、県民生活環境部県民生活環境課） 

ページ  現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

１４７ 

第２章 地震災害予防計画 

第２節 自主防災活動 

 

（追加） 

 

第２章 地震災害予防計画 

第２節 自主防災活動 

 

４ 多様な主体との連携 

 

  県、市町は、地域コミュニティの防災体制の充実強化を図るため、消

防団や自主防災組織、防災士等の多様な主体との連携等を図るものとす

る。 

また、国が進める被災者援護協力団体の登録及びそのデータベース

の整備を踏まえ、県、市町においても登録被災者救護協力団体との平時

からの連携強化に努める。 
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改正理由 

（機関） 

令和６年能登半島地震により輪島市で発生した大規模火災を受け、防災基本計画において、新たに国・地方公共団体の役割として、感震ブレーカ

ーの普及推進に努めることが位置付けられたことから、地域防災計画において、本県の感震ブレーカーの普及促進に関する計画を定める修正（危

機管理部消防保安室） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

１５８ 

第２章 地震災害予防計画 

第８節 火災予防対策の推進 

１ 火災の予防対策  

 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 地震災害予防計画 

第８節 火災予防対策の推進 

１ 火災の予防対策  

 

２ 長崎県感震ブレーカーの普及推進に関する計画 

（１）目的 

大規模地震時には、住民等が避難を要することにより、火災の発

見、通報、初期段階での消火が遅れ、また、災害の同時発生により、

消防力が不足し、水道管の破断等により消防水利が確保できないな

ど、消火活動が困難な状況となり、特に木造密集市街地等では大規模

な火災につながるおそれがある。近年の大規模地震においては、電気

に起因する火災が多く発生しており、地震時の電気火災リスクを低減

するため、感震ブレーカーの普及を推進することが必要である。 

このような観点から、防災基本計画において、感震ブレーカーの普

及が位置づけられたところであり、その実効性を確保するため、本計

画において地域の実情に即した形での体制作り等、感震ブレーカーの

普及推進について具体的な取組内容を定める。 

 

（２）普及推進に向けた取組の進め方 

感震ブレーカーの普及推進にあたって、主な取組の流れは以下のと

おりである。各地域の火災予防や地震対策の推進体制を基礎としつ

つ、感震ブレーカーの普及推進における主な関係者との協働体制を構

築するとともに、本県内の実情に即した必要な取組を進めるものとす
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る。 

＜感震ブレーカーの普及推進の取組＞ 

① 感震ブレーカーに関する広報啓発 

② 感震ブレーカーの普及推進体制の構築 

③ 重点エリア等への対応 

④ 感震ブレーカーの設置状況の把握等 

 

（３）取組の具体的な内容 

① 感震ブレーカーに関する広報啓発 

地震火災の予防の観点から、感震ブレーカーについて、住民の理

解を促進し、円滑な普及推進を図るため、関係者と連携し、幅広く

普及啓発を行う。 

また、市町において感震ブレーカーの購入・取付に対する支援事

業を行っている場合には、県においても周知等の協力に努め、効果

的な普及推進を図る。 

 

② 感震ブレーカーの普及推進体制の構築 

県及び市町は、関係団体と連携し、感震ブレーカーの普及を推進

する。各市町と各関係団体との連携にあっては、各地域の火災予防

や地震対策に係る既往の推進体制を基礎としつつ、感震ブレーカー

の普及促進における主な関係者との協働体制を構築する。 

 

③ 重点エリア等への対応 

地震時には火災の同時多発や、消防力の劣勢、水利の使用不可、

道路通行障害等により、消火困難となり、大規模火災に至る場合が

ある。 

感震ブレーカーの普及にあっては、幅広い地域を対象とすること
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が望ましいが、地震発生時に火災の延焼の危険性が高い木造密集市

街地等や、津波からの避難に伴い火災の発見遅れや消火活動が困難

となるおそれがある津波浸水想定区域等については、出火防止の重

要性を考慮し、感震ブレーカーの普及に係る重点エリアとして設定

することが適当である。 

市町は、火災延焼の危険性（築年数が経過した木造住宅が密集、

道路狭隘等）や当該地域における過去の被災状況（過去の地震災害

や火災等）を踏まえて重点エリアを設定する。 

県は、市町が設定する重点エリアを把握するとともに、市町に対

し、大規模地震の被害想定等に関する情報の提供や必要な助言を行

う。 

 

④ 感震ブレーカーの設置状況の把握等 

県及び市町は、県内における感震ブレーカーの設置状況の把握に

努める。具体的な調査内容や実施方法については、市町と調整のう

え実施する。 
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改正理由 

（機関） 

新たな道路施設の整備に伴う修正（土木部道路維持課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

１６２ 

第 ２章 地震災害予防 

第１０節 防災事業施設の整備 

 

３ 防災拠点の確保・整備 

（１）地域の防災拠点となる県の地方機関の建物について、非構造

部材を含む耐震化を推進する。 

（２）防災拠点となる都市公園については、その機能をより一層効

果的に発揮するよう必要に応じて防災上地域の核的施設となる

小中学校、病院、福祉施設等の公共施設や避難路、物資の補給路

等となる幹線道路等に隣接した地域に設置を図る。 

（３）下水処理場等のオープンスペースを防災拠点として活用でき

るよう整備し、必要となる雑用水として高度処理水、雨水貯留

水の活用を図る。 

（追加） 

第 ２章 地震災害予防 

第１０節 防災事業施設の整備 

 

３ 防災拠点の確保・整備 

（１）地域の防災拠点となる県の地方機関の建物について、非構造部材

を含む耐震化を推進する。 

（２）防災拠点となる都市公園については、その機能をより一層効果的

に発揮するよう必要に応じて防災上地域の核的施設となる小中学

校、病院、福祉施設等の公共施設や避難路、物資の補給路等となる

幹線道路等に隣接した地域に設置を図る。 

（３）下水処理場等のオープンスペースを防災拠点として活用できるよ

う整備し、必要となる雑用水として高度処理水、雨水貯留水の活用

を図る。 

（４）道の駅を防災拠点として防災機能強化を図る。 
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改正理由 

（機関） 

南海トラフ地震防災対策推進地域指定に伴う修正（危機管理部防災企画課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

１６８ 

第 ３章 地震災害応急対策 

第１２節 地域への救助活動 

 

４ 港湾施設の整備 

（追加）人員・緊急物質・復旧用資材等の海上輸送の機能を確保す

るため、長崎港・福江港・郷ノ浦港・厳原港・島原港・比田勝港・

有川港・相の浦港において、耐震岸壁を整備する。なお、市町村事

業について は、整備の促進を図る。また、海路による緊急物資等

の受入・搬出のために、岸壁背後に物資等の荷捌き、一時保管、二

次輸 送の作業等を行うことができるオープンスペースの確保に

努める。 

 

 

 

 

 

５ 漁港施設の整備 

   （追加）人員・緊急物質・復旧用資材等の海上輸送機能を確保す

るため、平漁港・小値賀漁港において、耐震 岸壁を整備する。 ま

た、海路による緊急物資等の受入・搬出のために、岸壁背後に物

資等の荷捌き、一時保管、二次輸 送の作業等を行うことができる

オープンスペースの確保に努める。 なお、災害発生時の緊急通行

車両の通行ルート確保のため、緊急輸送道路指定の臨港道路（畝

刈時津 線、畝刈琴海線）について、上記「３．県警察における交

第 ３章 地震災害応急対策 

第１２節 地域への救助活動 

 

４ 港湾施設の整備 

    港湾施設は、震災時には緊急物資・資材等及び避難者・負傷者

の海上輸送にあてられることから、施設の耐震・津波対策事業の

計画的な実施及び的確な維持管理を行い、海上輸送・集積用の拠

点としての機能を確保するよう努める。このうち、人員・緊急物

質・復旧用資材等の海上輸送の機能を確保するため、長崎港・福

江港・郷ノ浦港・厳原港・島原港・比田勝港・有川港・相の浦港

において、耐震岸壁を整備する。なお、市町村事業について 

は、整備の促進を図る。 また、海路による緊急物資等の受入・

搬出のために、岸壁背後に物資等の荷捌き、一時保管、二次輸 

送の作業等を行うことができるオープンスペースの確保に努め

る。 

 

５ 漁港施設の整備 

    漁港施設は、水産物の供給基地としてのみならず、震災時には 

緊急物資・資材等及び避難者・負傷者の海上輸送を行う上で、き 

わめて重要な役割を果たすことから、施設の耐震・津波対策事業 

の計画的な実施及び的確な維持管理を行い、海上輸送・集積用の 

拠点としての機能を確保するよう努める。このうち、人員・緊急 

物質・復旧用資材等の海上輸送機能を確保するため、平漁港・小 

値賀漁港において、耐震岸壁を整備する。 また、海路による緊 
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通の確保に関する体制及び施設の整備（６）運転者のとるべき措

置の周知徹底」の規定を運用する。 

急物資等の受入・搬出のために、岸壁背後に物資等の荷捌き、一 

時保管、二次輸 送の作業等を行うことができるオープンスペー 

スの確保に努める。 なお、災害発生時の緊急通行車両の通行ル 

ート確保のため、緊急輸送道路指定の臨港道路（畝刈時津 線、 

畝刈琴海線）について、上記「３．県警察における交通の確保に 

関する体制及び施設の整備（６）運転者のとるべき措置の周知徹 

底」の規定を運用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和７年度「長崎県地域防災計画（震災対策編）」修正調書 （新旧対照） 

 

改正理由 

（機関） 

情報共有に関するシステムにおける「災害時保健医療福祉活動支援システム（D24H）」の追加に伴う修正(福祉保健部地域保健推進課) 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

１７１ 

第 ２章 地震災害予防 

第１３節 医療・保健に係る災害予防対策 

 

２ 災害時医療体制の整備 

（４）災害時情報網の整備 

県は、厚生労働省の支援を受け、（追加）広域災害・救急医

療情報システム（追加コンピュータ等を利用し、災害時に医療

施設の診療機能等の迅速な把握が可能な救急医療情報ネット

ワーク）（追加）により、国・県間、県・市町・保健所間、保

健所・医療施設間等の災害時における情報収集及び連絡体制の

整備に努める。 

 

第 ２章 地震災害予防 

第１３節 医療・保健に係る災害予防対策 

 

２ 災害時医療体制の整備 

（４）災害時情報網の整備 

県は、厚生労働省の支援を受け、災害時保健医療福祉活動支援シ

ステム（D24H）、広域災害・救急医療情報システム（EMIS：コン

ピュータ等を利用し、災害時に医療施設の診療機能等の迅速な把握

が可能な救急医療情報ネットワーク）等により、国・県間、県・市

町・保健所間、保健所・医療施設間等の災害時における情報収集及

び連絡体制の整備に努める。 
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改正理由 

（機関） 

防災基本計画の修正に伴う修正（県民生活環境部県民生活環境課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

１７７ 

第 ２章 地震災害予防計画 

第１５節 生活福祉に係る災害予防計画 

 

４ 災害時におけるボランティア活動を支援するための環境整備 

（２）県、市町は、県・市町社会福祉協議会及び公益財団法人県

民ボランティア振興基金と協力し、「長崎県災害救援ボランテ

ィア活動マニュアル（令和４年 3 月）」を活用して、災害時

におけるボランティア活動のため、ボランティアの登録、コ

ーディネーターの養成、ボランティア拠点相互のネットワー

ク構築等に努める。 

また、専門的な知識や技術を有するボランティア団体の受

入れを円滑に進めるため、県は、平時から、専門的ＮＰＯ・

ボランティア団体等との連携体制を構築するとともに、関係

課と連携し、専門的な知識や技術を有するボランティア団体

等に係る情報を共有するよう努める。 

 

第 ２章 地震災害予防計画 

第１５節 生活福祉に係る災害予防計画 

 

４ 災害時におけるボランティア活動を支援するための環境整備 

（２）県、市町は、県・市町社会福祉協議会及び公益財団法人県民ボ

ランティア振興基金と協力し、「長崎県災害救援ボランティア活動

マニュアル（令和４年 3 月）」を活用して、災害時におけるボラン

ティア活動のため、ボランティアの登録、コーディネーターの養

成、ボランティア拠点相互のネットワーク構築等に努めるととも

に、災害中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援や活

動調整を行う組織）を含めた連携体制の構築を図る。 

また、専門的な知識や技術を有するボランティア団体の受入れ

を円滑に進めるため、県は、平時から、専門的ＮＰＯ・ボランテ

ィア団体等との連携体制を構築するとともに、関係課と連携し、

専門的な知識や技術を有するボランティア団体等に係る情報を共

有するよう努める。 
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改正理由 

（機関） 

南海トラフ地震防災対策推進地域指定に伴う修正（危機管理部防災企画課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

１９５ 

第３章 地震災害応急対策 

第１節 防災関係機関の活動 

 

 ２ 市町 

（追加） 

第３章 地震災害応急対策 

第１節 防災関係機関の活動 

 

 ２ 市町 

（３）消防機関等の活動 

① 市町は、消防機関及び消防団が津波からの円滑な避難の確保等 

のために次の事項を実施するものとする。 

・津波警報等の情報の適切な収集及び伝達 

・津波からの避難誘導 

・自主防災組織等の津波避難計画作成等に対する支援 

・難津波到達予測時間を考慮した退避ルールの確立等 

② 県消防本部は、津波警報下での安全・的確な消防活動の実施の 

ため、県や市町の防災担当部局等と連携した消防計画の策定等 

により、津波時の浸水想定を勘案した消防体制の整備に努める 

ものとする。 
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改正理由 

（機関） 

伝達系統図の誤りを修正（長崎地方気象台） 

 

ページ 現  行  計  画 修  正  計  画（ 案） 

 

 

 

２１７ 

第 3章 地震災害応急対策 

第 2節 情報活動 

 

４ 報告・要請事項の処理 

 

 

 

第 3 章 地震災害応急対策 

第 2 節 情報活動 

 

４ 報告・要請事項の処理 
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（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



令和７年度「長崎県地域防災計画（震災対策編）」修正調書 （新旧対照） 

 

改正理由 

（機関） 

南海トラフ地震災害対策推進地域の指定に伴う修正（危機管理部防災企画課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

２３１ 

第３章 地震災害応急対策 

第２節 情報活動 

 

 ２ 情報の受理・伝達・周知 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 地震災害応急対策 

第２節 情報活動 

 

 ２ 情報の受理・伝達・周知 

（６）南海トラフ地震に関連する情報について 

（気象庁ホームページから） 

  「南海トラフ地震に関連する情報」は、南海トラフ全域を対象に 

大規模地震が発生する可能性が平常時と比べて相対的に高くなって 

いることなどをお知らせするもので、この情報の種類と発表条件等 

は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


